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第
一
章
 
高
圧
的
経
済
政
策
の
展
開
 
 

第
二
次
大
戦
後
の
世
界
は
あ
き
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
中
心
‥
玉
串
の
時
代
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
次
・
第
二
次
大
戦
を
と
お
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
資
本
主
義
諸
国
が
国
力
を
消
耗
し
て
没
落
し
た
の
に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
だ
 
 
 

け
が
む
し
ろ
却
っ
て
経
済
力
を
飛
躍
的
に
高
め
、
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
に
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
世
界
最
大
・
最
強
の
超
経
済
大
国
に
 
 

な
っ
て
台
頭
し
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
一
国
の
み
で
、
一
九
五
五
年
に
お
け
る
資
本
主
義
世
界
の
G
N
P
全
体
の
 
 
 

四
一
・
九
％
、
五
三
年
の
紙
工
業
生
産
高
の
五
三
・
三
％
と
過
半
を
し
め
、
第
二
位
の
西
ド
イ
ツ
の
そ
れ
の
そ
れ
ぞ
れ
八
・
三
％
、
七
・
 
 
 

八
％
以
下
を
圧
倒
的
に
引
離
し
 
（
H
．
〇
宅
e
n
a
n
d
C
」
．
S
c
h
u
－
t
z
e
－
S
e
t
t
i
n
g
N
a
t
i
O
n
a
－
P
r
i
O
r
i
t
i
e
s
u
T
h
e
N
e
誉
T
e
n
Y
e
a
r
s
」
蛮
声
 
 

p
．
－
⊇
－
U
．
N
．
｝
M
O
n
t
h
】
y
B
u
亡
e
t
i
n
O
f
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
L
a
n
．
」
誤
∞
．
P
P
．
舛
舛
－
舛
だ
i
よ
り
算
出
）
、
い
わ
ば
ガ
リ
バ
ー
と
小
人
た
ち
と
も
い
 
 

い
う
る
関
係
に
立
っ
た
の
で
あ
り
、
戦
後
資
本
主
義
世
界
が
、
「
二
〇
世
紀
の
巨
人
」
ア
メ
リ
カ
中
心
に
抱
え
込
ま
れ
、
同
国
を
「
主
柱
国
」
 
 

と
し
同
国
依
存
体
制
と
し
て
組
織
化
・
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
戦
後
資
本
主
義
世
界
関
係
の
な
か
に
 
 

お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
政
治
的
・
経
済
的
に
圧
倒
的
・
主
導
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
爾
余
の
非
米
諸
国
は
そ
れ
に
適
合
・
追
随
せ
ざ
る
 
 
 

を
え
な
い
関
係
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
世
界
経
済
の
 
「
主
柱
国
」
 
に
位
置
す
る
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
が
、
も
は
や
以
前
の
 
 
 

古
典
的
帝
国
主
義
期
に
お
け
る
よ
う
な
た
ん
な
る
金
融
資
本
支
配
の
帝
国
主
義
国
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
特
殊
な
構
造
を
 
 
 

も
つ
現
代
的
資
本
主
義
国
に
変
身
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
 
 

初
め
に
戦
後
ア
メ
リ
カ
現
代
資
本
主
義
の
経
済
構
造
に
つ
い
て
ご
く
か
ん
た
ん
に
み
て
み
よ
う
。
 
 
 

ノ、  



第
l
節
 
戦
後
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
横
道
－
内
需
主
導
型
経
済
発
展
－
 
 
 

戦
後
ア
メ
リ
カ
経
済
の
構
造
的
特
徴
と
し
て
つ
ぎ
の
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

第
一
に
、
第
一
次
大
戦
後
以
降
、
伝
統
的
な
農
工
国
際
分
業
関
係
が
崩
壊
し
、
金
融
資
本
的
蓄
積
展
開
が
世
界
的
規
模
で
行
き
詰
っ
て
 
 

し
ま
っ
て
い
た
こ
と
。
第
一
次
大
戦
以
前
に
お
い
て
は
農
工
国
際
分
業
関
係
の
発
展
を
テ
コ
に
し
て
、
一
九
世
紀
自
由
主
義
期
の
イ
ギ
リ
 
 

ス
、
大
戦
前
古
典
的
帝
国
主
義
期
の
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
に
し
ろ
、
い
ず
れ
の
主
導
的
中
心
国
も
、
海
外
後
進
諸
国
に
お
け
る
外
延
的
市
 
 

場
を
不
断
に
拡
張
し
、
対
外
市
場
の
膨
張
に
主
に
依
拠
し
て
資
本
者
横
・
経
済
拡
大
を
実
現
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
第
一
次
大
戦
前
の
 
 

イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
等
は
海
外
市
場
の
膨
張
に
依
存
す
る
輸
出
・
外
需
主
導
型
経
済
発
展
を
遂
げ
て
い
た
と
い
い
う
る
。
し
か
る
に
第
一
 
 

次
大
戦
後
以
降
に
は
国
際
農
工
分
業
関
係
の
崩
壊
＝
世
界
農
業
不
況
に
よ
り
、
資
本
主
轟
世
界
は
過
剰
資
本
・
過
剰
生
産
力
の
対
外
的
処
 
 

理
先
を
喪
失
し
、
国
際
経
済
関
係
の
中
で
、
経
済
的
自
立
的
過
程
と
し
て
蓄
積
拡
大
し
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
 
 
 

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
ば
あ
い
も
同
様
で
あ
り
、
同
国
は
、
対
外
市
場
の
拡
大
そ
れ
に
も
と
づ
く
外
需
主
導
に
よ
る
経
済
成
長
を
追
求
し
 
 

て
経
済
発
展
し
う
る
条
件
を
基
本
的
に
も
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
総
需
要
構
成
の
内
訳
を
み
る
と
、
G
 
 
 

N
P
に
し
め
る
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
輸
出
の
比
率
は
五
〇
年
代
年
平
均
四
・
八
％
、
六
〇
年
代
年
平
均
五
・
二
％
に
す
ぎ
ず
、
七
〇
年
代
に
 
 

お
い
て
も
平
均
七
・
九
％
ど
ま
り
で
あ
り
 
（
一
九
八
二
年
価
格
ベ
ー
ス
、
E
c
O
n
O
m
i
c
 
R
e
p
O
r
t
 
O
f
t
h
e
P
r
e
s
i
d
e
n
t
」
諾
∞
も
p
．
N
∽
干
N
∽
－
 
 

よ
り
算
出
）
、
し
か
も
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
輸
出
か
ら
輸
入
を
差
引
い
た
純
輸
出
の
村
G
N
P
比
率
を
み
れ
ば
、
五
〇
年
代
年
平
均
は
わ
ず
 
 

か
〇
二
％
、
六
〇
年
代
平
均
（
こ
〇
・
五
％
、
七
〇
年
代
平
均
〓
）
〇
・
七
％
で
、
六
〇
年
代
以
降
に
は
六
四
年
と
第
一
次
・
第
 
 

二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
時
の
七
四
－
七
五
年
、
七
九
－
八
二
年
を
の
ぞ
き
軒
並
み
連
年
の
マ
イ
ナ
ス
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
勘
定
に
は
、
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ニ
○
 
 
 

対
外
政
府
援
助
・
軍
事
支
出
等
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
増
加
し
た
輸
出
分
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
輸
出
な
い
し
外
需
は
、
 
 

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
視
し
う
る
か
な
い
し
は
経
済
拡
大
を
削
減
す
る
マ
イ
ナ
ス
成
長
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
他
方
、
同
国
の
G
N
P
に
し
め
る
内
需
（
個
人
消
蘭
支
出
＋
国
内
民
間
資
本
形
成
十
政
府
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
購
入
）
 
の
割
合
は
、
 
 

五
〇
年
代
以
降
最
低
の
五
一
年
で
も
九
八
・
三
％
を
し
め
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
な
い
し
一
〇
〇
％
を
上
回
っ
て
い
る
。
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
は
、
 
 

国
内
市
場
に
根
拠
求
め
国
内
市
場
の
拡
張
を
基
盤
に
し
て
経
済
発
展
す
る
全
く
の
内
需
主
導
型
経
済
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
 
 

第
一
次
大
戦
前
に
お
け
る
世
界
経
済
の
主
導
国
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
等
と
そ
の
経
済
構
造
と
性
格
を
決
定
的
に
異
に
し
て
い
る
。
 
 
 

第
二
に
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
内
需
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
民
間
需
要
で
は
な
く
て
、
政
府
部
門
の
需
要
が
戦
略
的
基
幹
的
要
因
に
な
っ
て
 
 

内
需
拡
大
を
牽
引
し
て
い
る
こ
と
。
戦
後
の
具
体
的
内
外
諸
条
件
の
な
か
で
、
右
に
み
た
よ
う
に
対
外
的
経
済
関
係
に
よ
っ
て
は
も
ち
ろ
 
 

T
ユ
 
 

ん
の
こ
と
、
国
内
に
お
け
る
基
幹
産
業
の
発
展
に
よ
っ
て
対
内
的
に
も
、
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
は
蓄
稗
展
開
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
 
 
 

は
経
済
過
程
外
部
か
ら
国
家
的
機
構
が
積
極
的
に
介
入
し
て
人
為
的
政
策
的
に
大
規
模
市
場
を
創
出
し
、
大
戦
に
よ
り
い
ち
じ
る
し
く
膨
 
 

張
し
た
基
幹
産
業
部
門
の
過
剰
生
産
力
・
過
剰
資
本
を
吸
収
・
処
理
す
る
以
外
に
、
も
は
や
金
融
資
本
の
複
葉
維
持
、
資
本
＝
賃
労
働
関
 
 

係
の
維
持
・
拡
大
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
国
際
経
済
関
係
に
よ
っ
て
も
国
内
経
済
関
係
に
お
い
て
も
過
剰
 
 

資
本
が
経
済
的
自
立
的
過
程
と
し
て
処
理
さ
れ
え
ず
、
著
稗
制
限
・
苗
積
停
滞
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
事
情
は
、
一
九
二
九
年
世
 
 

界
恐
慌
以
降
三
〇
年
代
の
大
不
況
期
の
ば
あ
い
も
同
様
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
戦
時
中
の
重
化
学
工
業
部
門
で
の
集
中
投
資
に
よ
り
生
産
能
 
 

力
が
一
挙
的
に
追
加
・
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
基
幹
的
重
化
学
工
業
 
 

部
門
に
お
け
る
過
剰
生
産
能
力
の
累
積
は
、
戦
前
三
〇
年
代
の
ば
あ
い
以
上
に
よ
り
膨
大
か
つ
深
刻
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
国
家
に
よ
る
 
 

よ
り
一
層
大
規
模
な
有
効
需
要
の
追
加
・
創
出
が
政
策
的
に
求
め
ら
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
第
一
次
大
戦
後
以
 
 
 



降
に
お
け
る
国
際
的
な
農
工
分
業
関
係
の
崩
壊
、
園
内
で
は
基
幹
産
業
部
門
に
お
け
る
既
存
生
産
能
力
の
累
積
な
ど
と
い
う
戦
後
期
固
有
 
 

の
諸
条
件
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
は
国
家
に
よ
る
人
為
的
政
策
的
な
需
要
創
出
・
市
場
保
障
に
依
存
す
る
以
外
に
基
本
的
に
蓄
 
 

稗
展
開
で
き
な
い
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

T
）
 
第
一
次
大
戦
後
以
降
に
お
け
る
支
配
的
・
主
導
的
産
業
で
あ
る
自
動
車
・
家
電
・
住
宅
等
耐
久
消
蟄
財
お
よ
び
同
関
連
諸
産
業
は
、
戦
 
 

後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
に
お
い
て
こ
そ
「
新
鮮
味
の
あ
る
」
「
今
日
の
産
業
」
で
「
花
形
成
長
産
業
」
に
な
り
え
た
も
の
の
、
第
二
次
大
 
 

戦
彼
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
す
で
に
「
昨
日
の
産
業
」
か
つ
 
「
成
熟
産
業
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 

一
九
二
〇
年
代
後
半
期
の
集
中
的
投
資
に
よ
り
一
挙
的
に
形
成
さ
れ
、
持
ち
越
さ
れ
て
い
た
既
存
の
大
規
模
生
産
能
力
に
、
第
二
次
大
 
 

戦
期
間
に
新
規
に
建
設
・
形
成
さ
れ
た
生
産
能
力
が
追
加
さ
れ
た
結
果
二
九
四
〇
－
四
四
年
間
に
、
政
府
資
金
を
主
と
す
る
軍
需
関
連
 
 

投
資
に
よ
リ
ア
メ
リ
カ
の
量
化
学
工
業
部
門
の
生
産
設
備
能
力
は
じ
つ
に
約
六
劉
も
増
加
し
て
い
る
。
S
．
E
一
H
a
r
r
i
s
－
E
c
O
n
O
m
i
c
R
？
 
 

C
O
コ
S
t
r
u
C
t
i
O
n
」
澄
∽
一
p
・
－
山
㌍
そ
の
追
加
的
能
力
の
大
部
分
（
四
分
の
三
）
は
、
平
和
的
利
用
へ
の
転
用
が
可
能
で
あ
る
と
見
積
も
ら
れ
、
 
 

民
間
大
企
業
に
戦
後
安
値
で
払
い
下
げ
ら
れ
、
既
存
生
産
能
力
に
付
加
さ
れ
て
い
る
）
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
慶
庵
型
重
化
学
工
業
に
お
け
る
 
 

生
産
能
力
は
巨
大
規
模
に
膨
れ
上
が
り
、
生
産
力
的
に
充
満
し
て
、
も
は
や
同
部
門
は
有
力
な
投
資
先
・
蓄
横
対
象
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
 
 

第
二
次
大
戦
後
の
日
本
や
E
C
諸
国
が
、
そ
れ
ら
諸
産
業
を
新
規
に
導
入
し
、
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
、
畳
産
型
重
化
学
工
業
を
基
軸
に
し
 
 

て
め
ざ
ま
し
い
者
横
拡
大
・
経
済
成
長
を
実
現
し
え
た
の
と
は
ア
メ
リ
カ
の
事
情
は
全
く
対
象
的
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
の
ほ
か
、
第
二
次
大
戦
後
の
新
興
産
業
で
あ
る
石
油
化
準
工
業
・
電
子
工
業
は
関
連
産
業
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
、
か
つ
規
模
も
相
対
 
 

的
に
小
さ
く
、
自
動
車
産
業
等
に
と
っ
て
代
っ
て
全
産
業
を
リ
ー
ド
し
う
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
景
気
上
昇
が
新
技
 
 

術
の
発
達
を
刺
激
す
る
の
に
役
立
つ
」
（
A
．
H
．
H
a
n
s
e
コ
一
T
h
e
A
ヨ
e
r
i
c
a
n
E
c
O
n
O
m
y
」
無
声
p
．
軍
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
ら
新
興
産
 
 

業
は
、
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
等
撃
二
次
産
業
部
門
も
含
め
て
、
景
気
上
昇
に
追
随
、
誘
発
さ
れ
て
成
長
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
な
お
、
G
N
 
 

P
の
う
ち
最
大
シ
ェ
ア
を
し
め
る
個
人
消
費
支
出
項
目
は
自
主
・
独
立
的
に
拡
大
し
う
る
要
因
で
は
な
く
、
民
間
設
備
投
資
や
政
府
需
要
、
 
 

対
外
輸
出
な
ど
の
伸
び
に
随
伴
し
て
消
費
増
加
す
る
関
係
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

以
上
く
わ
し
く
は
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
経
済
論
』
で
、
、
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
二
彗
、
撃
二
賓
、
拙
稿
「
戦
後
資
本
主
義
の
発
展
構
 
 

造
（
こ
」
『
筑
波
大
経
済
学
論
集
第
一
二
号
』
、
l
九
八
三
牛
、
第
二
節
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 
 

い
ま
G
N
P
構
成
比
を
み
る
と
 
（
第
1
図
参
照
）
、
戦
前
一
九
二
九
年
に
は
、
個
人
消
常
支
出
が
全
体
の
七
〇
・
五
％
を
し
め
、
つ
ぎ
は
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 
 



第1図 実質GNP構成比の比較  

ニ
ニ
 
 
 

民
間
固
定
資
本
投
資
の
一
七
・
六
％
で
あ
り
、
政
府
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
購
入
は
l
〇
・
 
 

二
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
戦
後
は
、
固
定
資
本
投
資
と
政
府
購
入
の
位
置
が
 
 

完
全
に
入
れ
替
わ
り
、
た
と
え
ば
六
〇
年
代
に
は
後
者
の
二
四
・
五
％
に
た
い
し
て
前
 
 

者
は
一
五
・
六
％
を
し
め
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
個
人
消
費
支
出
も
五
九
・
五
％
へ
減
 
 

少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
二
九
年
か
ら
八
〇
年
の
間
に
、
個
人
消
貿
支
出
が
 
 

四
・
七
九
倍
、
民
間
固
定
資
本
投
資
が
四
・
〇
八
倍
伸
び
て
い
る
の
に
対
し
、
政
府
購
 
 

入
は
、
G
N
P
全
体
の
四
・
四
九
倍
を
も
大
幅
に
上
回
っ
て
最
大
の
六
・
五
九
倍
の
増
 
 

加
を
記
録
し
て
い
る
 
（
一
九
八
二
年
価
格
ベ
ー
ス
、
E
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
L
冨
∞
｝
 
 

p
p
．
N
誓
－
∽
－
よ
り
算
出
）
。
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
が
国
家
財
政
支
出
な
い
し
政
府
部
門
 
 

需
要
の
拡
大
を
呼
び
水
に
し
、
そ
れ
に
決
定
的
に
依
拠
し
、
主
導
さ
れ
て
展
開
す
る
体
 
 

制
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

第
三
に
、
そ
こ
で
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
国
家
財
政
の
内
訳
を
み
る
と
、
そ
の
大
宗
は
何
 
 

と
い
っ
て
も
国
防
支
出
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
に
お
け
る
政
治
的
な
東
西
 
 

冷
戦
体
制
の
形
成
、
反
共
体
制
の
盟
主
と
し
て
の
資
本
主
義
世
界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
 
 

の
特
殊
な
地
位
や
「
冷
戦
は
、
道
徳
的
価
値
を
守
る
た
め
の
聖
戦
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
 
 

国
民
に
と
っ
て
つ
ね
に
至
高
的
目
的
と
さ
れ
た
 
（
J
・
K
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
）
 
な
ど
と
 
 

い
う
政
治
的
条
件
と
も
結
び
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
財
政
資
金
が
具
体
的
に
国
防
 
 
 



支
出
の
形
を
と
っ
て
大
量
散
布
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
 
ー
 
そ
の
さ
い
軍
需
は
、
民
需
と
競
合
せ
ず
、
か
つ
そ
の
需
要
が
無
尽
蔵
で
あ
る
と
 
 

い
う
資
本
に
と
っ
て
き
わ
め
て
好
都
合
な
経
済
的
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
 
－
 
。
五
〇
～
六
〇
年
代
に
お
け
る
全
連
邦
財
 
 
 

政
支
出
に
し
め
る
国
防
支
出
の
割
合
は
、
七
六
・
四
％
（
五
二
年
度
）
～
四
〇
・
八
％
（
七
〇
年
度
）
、
年
度
平
均
五
六
二
％
を
し
め
（
T
h
e
 
 
 

B
u
d
g
e
t
O
f
t
h
e
U
．
S
．
G
O
く
e
r
n
m
e
n
t
㌦
．
y
．
－
況
や
勺
p
．
授
干
∽
∬
f
．
y
」
蛮
声
p
．
畠
べ
も
．
余
○
㌦
．
y
」
笥
∽
も
．
∽
N
や
p
．
〕
N
0
0
よ
り
算
出
）
、
G
 
 

N
P
に
た
い
す
る
国
防
支
出
の
比
率
は
、
五
〇
年
代
平
均
一
〇
・
二
％
、
六
〇
年
代
平
均
八
・
六
％
に
達
し
て
い
る
（
U
．
S
．
D
e
p
t
．
〇
f
C
O
m
．
－
 
 

D
e
f
e
ロ
S
e
I
n
d
i
c
a
t
O
r
S
｝
S
e
p
t
．
」
虫
ギ
℃
p
．
N
竿
∽
○
）
。
そ
の
他
、
退
役
軍
人
費
、
宇
宙
開
発
費
及
び
国
際
関
係
費
の
二
分
の
一
、
国
債
利
子
 
 

費
の
四
分
の
三
な
ど
の
事
実
上
の
国
防
蟄
を
加
え
た
そ
の
対
G
N
P
比
率
は
、
一
九
五
〇
～
七
〇
年
度
間
に
平
均
三
テ
四
％
に
の
ぼ
り
 
 
 

（
J
．
M
．
C
y
p
h
e
r
－
M
i
－
i
t
a
r
y
E
L
J
竃
e
n
d
i
t
u
r
e
s
a
n
d
P
e
r
f
O
r
m
a
ロ
C
e
O
f
t
h
e
P
O
S
t
W
a
r
U
．
S
．
E
c
O
ロ
O
m
y
∵
岩
垂
T
－
笥
－
」
当
山
｝
p
p
．
 
 

N
？
山
○
）
、
民
間
固
定
資
本
投
資
（
住
宅
投
資
を
除
く
）
の
対
G
N
P
比
率
の
五
〇
～
六
九
年
間
平
均
一
〇
二
％
を
相
当
程
度
上
回
っ
て
い
 
 

る
。
第
一
一
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
が
、
G
N
P
の
約
一
別
前
後
を
し
め
る
恒
久
的
か
つ
巨
額
な
軍
需
投
入
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
展
 
 

開
し
て
い
る
 
「
軍
事
ケ
イ
ン
ズ
主
義
」
体
制
 
（
1
・
K
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
）
 
と
か
 
「
恒
久
の
戦
争
経
済
」
 
（
H
・
リ
ユ
ー
マ
ー
）
 
あ
る
い
は
 
 

「
ペ
ン
タ
ゴ
ン
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
」
 
（
S
－
メ
ル
マ
ン
）
、
「
軍
産
複
合
体
制
」
 
（
W
・
ミ
ル
ズ
）
な
ど
と
特
徴
付
け
ら
れ
て
呼
ば
れ
て
い
 
 

丁
こ
 
 

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
 
「
ア
メ
リ
カ
経
済
は
圧
力
を
か
け
ら
れ
て
動
い
て
い
た
。
最
初
は
戦
争
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮
動
乱
、
つ
づ
い
て
冷
戦
」
さ
ら
に
六
〇
年
代
 
 

後
半
期
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
、
そ
う
し
た
軍
需
的
「
圧
力
を
か
け
ら
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
経
済
は
め
ざ
ま
し
い
反
応
を
示
し
」
、
戦
後
に
は
ほ
 
 

ぼ
一
貫
し
て
「
完
全
雇
用
と
好
景
気
の
繁
栄
を
味
わ
っ
た
」
（
A
．
芦
H
a
n
s
e
n
｝
O
p
．
C
i
t
．
も
．
N
↓
－
p
．
岸
小
原
敬
士
他
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
経
 
 

済
』
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
九
年
、
三
三
、
l
ニ
○
貢
）
。
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
「
兵
各
支
出
 
－
 
立
案
、
生
産
、
時
代
遅
れ
、
取
 
 

軍
事
支
出
が
近
代
経
済
を
支
え
る
役
割
を
果
 
 

替
え
と
い
う
サ
イ
ク
ル
 
ー
 
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
め
ざ
し
た
も
の
の
代
り
の
役
を
果
た
し
…
…
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 
 



ニ
四
 
 

た
し
て
い
る
」
。
「
正
直
な
経
済
学
者
な
ら
だ
れ
で
も
、
軍
事
支
出
が
近
代
経
済
を
支
え
る
」
決
定
的
な
「
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
 
 

認
め
て
い
る
」
。
「
こ
れ
を
、
私
は
…
…
軍
事
ケ
イ
ン
ズ
主
義
と
呼
ん
」
 
で
い
る
 
（
1
．
K
．
G
a
－
b
r
a
i
t
h
｝
T
h
e
A
笥
O
f
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
L
当
局
】
 
 

都
留
垂
入
監
訳
『
不
確
実
性
の
時
代
』
、
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
七
八
年
、
三
四
二
束
）
。
 
 

な
お
、
政
府
財
政
支
出
は
、
連
邦
政
府
お
よ
び
州
・
地
方
政
府
支
出
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
が
全
政
府
支
出
の
う
 
 

ち
の
約
三
分
の
二
の
圧
倒
的
シ
ェ
ア
を
し
め
、
全
政
府
支
出
の
動
向
を
規
定
し
て
い
る
。
 
 

第
四
に
、
と
は
い
え
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
国
家
的
機
構
に
よ
る
有
効
需
要
の
創
出
は
、
軍
事
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
み
に
よ
っ
て
い
た
わ
 
 

け
で
は
な
い
。
じ
つ
さ
い
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
後
七
〇
年
代
に
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
の
敗
北
、
東
西
国
際
緊
張
の
緩
和
、
国
民
の
厭
戦
気
 
 

分
や
イ
ン
フ
レ
高
進
な
ど
の
政
治
的
・
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
、
国
防
支
出
の
削
減
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
七
〇
～
八
〇
年
代
に
は
連
邦
財
 
 

政
支
出
に
し
め
る
国
防
支
出
の
比
率
は
大
幅
に
低
下
し
、
む
し
ろ
社
会
保
障
関
係
蟄
等
民
生
関
係
の
非
国
防
支
出
が
国
防
支
出
を
上
回
っ
 
 
 

て
増
加
し
て
い
る
 
（
た
と
え
ば
七
五
年
度
に
は
国
防
支
出
の
対
連
邦
財
政
支
出
比
率
二
六
ニ
ー
％
に
た
い
し
て
社
会
保
障
・
医
療
支
出
の
 
 

そ
れ
は
四
一
・
八
％
、
T
h
e
B
u
d
g
e
t
O
f
t
h
e
U
．
S
．
G
O
完
m
㌦
．
y
．
－
諾
N
｝
p
p
．
霊
千
若
n
よ
り
算
出
）
。
そ
こ
で
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
填
い
 
 

に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
経
済
は
軍
需
主
導
型
経
済
か
ら
社
会
福
祉
的
支
出
増
加
に
よ
っ
て
支
、
ろ
ら
れ
る
「
福
祉
国
家
」
な
い
し
「
公
共
支
出
 
 

に
も
と
づ
く
『
ケ
イ
ン
ズ
体
制
』
」
 
へ
転
換
し
て
い
る
 
（
石
崎
昭
彦
な
ど
）
 
と
い
う
主
張
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

か
か
る
変
化
の
要
所
は
次
の
点
に
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
経
済
的
自
立
的
過
程
と
し
て
処
理
で
き
な
く
な
っ
た
 
 
 

膨
大
な
規
模
の
過
剰
生
産
力
・
過
剰
資
本
を
累
積
・
包
摂
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
、
資
本
主
轟
一
般
に
共
通
的
な
、
労
働
力
商
品
に
 
 

た
い
す
る
過
剰
蓄
積
に
起
因
し
て
発
生
す
る
過
剰
資
本
で
も
、
金
融
資
本
的
独
占
組
織
体
が
内
的
に
形
成
し
か
つ
内
的
に
処
理
で
き
な
く
 
 

な
っ
て
い
る
た
ん
な
る
金
融
資
本
的
過
剰
資
本
で
も
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
後
以
降
の
農
工
国
際
分
業
関
係
の
崩
壊
 
 
 

と
か
、
国
内
に
お
け
る
量
産
型
重
化
学
工
業
中
心
の
産
業
構
造
の
構
築
、
第
二
次
大
戦
中
の
新
規
生
産
力
の
形
成
・
同
生
産
力
の
戦
後
へ
 
 
 



の
も
ち
越
し
な
ど
と
い
う
第
二
次
大
戦
彼
の
ア
メ
リ
カ
に
す
ぐ
れ
て
固
有
な
諸
条
件
の
な
か
に
お
い
て
形
成
・
累
積
さ
れ
た
量
産
型
重
化
 
 

学
工
業
部
門
中
心
の
過
剰
資
本
・
過
剰
生
産
力
が
、
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
国
家
は
、
管
理
通
貨
制
度
 
 

を
基
礎
に
三
〇
年
代
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
お
よ
び
第
二
次
大
戦
時
の
戦
争
動
員
を
と
お
し
て
構
築
さ
れ
た
巨
大
財
政
・
金
融
機
構
を
テ
コ
に
 
 

し
て
、
そ
の
量
産
型
重
化
学
工
業
部
門
の
生
産
力
に
た
い
し
て
適
合
的
な
需
要
な
い
し
市
場
を
大
規
模
に
創
出
・
投
入
し
た
。
そ
れ
に
よ
 
 

り
ア
メ
リ
カ
金
融
資
本
の
生
産
・
操
業
が
維
持
さ
れ
、
持
続
的
な
経
済
成
長
・
高
水
準
の
雇
用
保
障
が
実
現
し
た
、
と
い
う
点
に
核
心
事
 
 

が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
国
防
支
出
な
い
し
軍
事
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
た
ん
な
る
有
効
需
要
の
創
出
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
 
 

カ
の
基
幹
産
業
＝
量
産
型
重
化
学
工
業
生
産
力
に
見
合
っ
た
い
わ
ゆ
る
自
動
車
等
耐
久
消
費
財
・
住
宅
・
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
「
大
衆
的
 
 

｛
1
一
 
 

高
度
消
費
」
購
買
力
を
大
規
模
に
創
出
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
的
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

す
）
 
朝
鮮
戦
争
後
以
降
恒
久
化
し
た
巨
額
な
冷
戦
支
出
は
、
軍
需
産
業
部
門
の
生
産
の
膨
張
促
進
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
民
雇
用
・
所
得
創
出
 
 

に
お
い
て
よ
り
甚
大
な
効
果
を
も
ち
、
国
民
大
衆
の
高
雇
用
・
高
所
得
維
持
・
拡
大
に
と
っ
て
決
定
的
な
積
杵
的
役
割
を
果
し
た
。
一
九
 
 

五
〇
～
六
〇
年
代
に
お
け
る
軍
人
・
文
官
を
含
む
軍
需
産
業
雇
用
等
国
防
関
連
雇
用
者
数
は
六
〇
〇
～
八
〇
〇
万
人
、
間
接
雇
用
を
加
え
 
 

れ
ば
約
二
千
万
人
前
後
に
の
ぼ
り
、
全
米
総
就
業
者
数
の
二
割
か
ら
三
割
近
く
の
規
模
に
達
し
て
い
る
（
拙
稿
、
前
掲
「
戦
後
資
本
主
 
 

薬
」
、
八
四
－
八
五
頁
参
昭
…
）
。
そ
う
し
た
軍
需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
直
接
間
接
支
え
ら
れ
て
実
現
し
た
高
麗
用
水
準
が
そ
の
他
労
組
交
渉
 
 

力
、
社
会
保
障
制
度
等
の
機
能
と
も
あ
い
ま
っ
て
労
働
者
・
国
民
の
高
賃
金
・
高
所
得
1
所
得
弾
性
値
の
高
い
耐
久
消
費
財
・
サ
ー
ビ
ス
●
 
 

住
宅
需
要
増
加
と
そ
の
高
位
安
定
化
を
導
く
関
係
が
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
の
南
久
消
雪
財
ブ
ー
ム
は
、
そ
う
し
た
軍
需
投
入
に
よ
る
 
 

国
民
の
高
寝
相
・
高
所
得
水
準
の
支
持
な
く
し
て
は
と
う
て
い
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
軍
 
 

需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
戦
後
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
に
マ
ッ
チ
し
た
の
で
あ
り
、
再
生
産
過
程
か
ら
脱
落
す
る
全
く
の
不
生
産
的
支
出
で
あ
 
 

る
巨
額
な
国
防
支
出
が
同
国
経
済
の
中
に
恒
久
的
要
素
と
し
て
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
う
る
経
済
的
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

安
保
哲
夫
氏
は
、
軍
需
依
存
度
の
高
い
産
業
は
「
航
空
機
、
電
子
工
業
な
ど
特
殊
な
分
野
」
二
部
産
業
に
か
ぎ
ら
れ
、
自
軌
苧
鉄
鋼
・
 
 

機
械
・
石
油
等
ア
メ
リ
カ
の
基
幹
的
産
業
に
と
っ
て
、
軍
需
は
「
ほ
と
ん
ど
と
る
に
足
ら
な
い
」
「
限
界
的
市
場
以
上
の
も
の
で
は
な
」
 
 

い
。
「
軍
需
が
増
大
す
れ
ば
常
に
蓄
積
も
拡
大
す
る
と
い
う
」
の
は
「
単
純
な
見
方
」
で
誤
謬
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
妄
保
哲
夫
「
戦
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 



美
 
 

後
ア
メ
リ
カ
資
本
者
碑
に
お
け
る
軍
事
体
制
の
役
割
」
、
武
田
隆
夫
他
編
『
資
本
論
と
帝
国
主
務
給
下
㌔
東
大
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
 
 

四
二
七
i
四
三
三
京
）
。
同
安
保
説
で
は
、
直
接
的
な
軍
需
産
業
に
た
い
す
る
生
産
刺
激
効
果
の
み
が
着
目
さ
れ
て
、
軍
需
に
よ
る
大
規
模
 
 

な
雇
用
・
所
得
創
出
効
果
と
そ
の
重
大
な
意
義
が
全
く
看
過
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
大
量
の
軍
需
ス
ペ
ン
 
 

デ
ィ
ン
グ
が
耐
久
消
費
財
・
サ
ー
ビ
ス
・
住
宅
中
心
の
「
高
度
大
衆
消
蟄
社
食
」
の
進
展
を
支
持
す
る
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
高
 
 

度
軍
事
化
経
済
の
反
面
が
、
「
高
度
大
衆
消
費
社
食
」
ぁ
る
い
は
高
礎
用
・
高
福
祉
の
「
福
祉
国
家
」
社
食
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
「
現
代
ア
メ
リ
カ
経
済
L
は
、
「
高
度
大
衆
社
食
」
で
あ
る
の
か
「
軍
産
複
合
体
制
」
で
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
 
 

と
い
う
よ
う
な
森
某
氏
な
ど
に
よ
る
問
題
の
建
て
方
（
森
泉
『
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
史
論
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
評
、
一
九
七
六
年
、
三
二
三
 
 

頁
参
照
）
 
も
妥
当
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
 
 

だ
が
、
自
動
車
等
量
産
型
重
化
学
工
業
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
基
幹
産
業
に
た
い
す
る
有
効
需
要
の
政
策
的
補
給
は
、
か
な
ら
ず
し
も
軍
 
 

需
ル
ー
ト
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
国
民
大
衆
に
た
い
す
る
減
税
や
社
会
保
障
等
民
生
蟄
支
出
に
よ
る
個
人
・
家
計
へ
 
 

の
所
得
補
給
・
所
得
保
障
に
よ
っ
て
も
同
様
に
実
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
「
民
生
用
の
支
出
 
－
 
保
健
、
住
宅
、
大
豊
輸
送
、
個
人
消
費
 
 

を
う
な
が
す
減
税
－
－
1
－
J
む
ま
た
」
、
「
軍
事
支
出
」
と
「
同
じ
よ
う
な
効
果
を
も
ち
」
（
J
．
K
．
G
a
詳
r
a
i
声
O
p
．
C
i
t
．
前
掲
訳
、
三
四
二
－
 
 

四
三
賞
）
う
る
の
で
あ
る
。
所
得
減
税
の
ば
あ
い
は
、
政
府
部
門
需
要
と
し
て
直
接
放
出
さ
れ
る
代
り
に
、
国
家
財
政
資
金
が
個
人
・
家
 
 

計
部
門
に
た
い
し
て
家
計
所
得
と
し
て
給
付
・
注
入
さ
れ
、
個
人
可
処
分
所
得
が
カ
サ
上
げ
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
減
税
が
財
政
支
 
 

出
削
減
を
伴
わ
な
い
と
き
に
は
、
赤
 字
国
債
増
発
に
減
税
財
源
が
求
め
ら
れ
、
赤
字
財
政
資
金
が
追
加
的
家
計
所
得
と
し
て
散
布
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
る
）
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
寸
で
つ
に
国
民
所
得
水
準
と
所
得
課
税
率
水
準
が
い
ち
じ
る
し
く
高
位
に
あ
る
と
き
に
は
、
所
得
減
税
に
 
 

よ
る
所
得
増
加
・
可
処
分
所
得
の
カ
サ
上
げ
が
、
余
裕
所
得
に
依
存
す
る
比
較
的
高
価
な
耐
久
消
懲
財
・
サ
ー
ビ
ス
需
要
や
住
宅
購
入
の
 
 

増
加
に
直
結
し
、
そ
れ
ら
へ
の
購
買
力
を
喚
起
す
る
必
然
的
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
社
会
保
障
制
度
の
「
成
熟
」
に
伴
い
、
 
 

被
保
険
適
用
範
囲
の
拡
大
、
受
給
者
数
の
増
加
、
「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
」
の
導
入
な
ど
に
よ
る
給
付
水
準
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
 
 
 



け
で
は
な
い
。
同
制
度
の
中
心
を
し
め
る
「
老
齢
遺
族
障
害
保
険
」
給
付
金
の
大
部
分
は
 
「
貧
困
と
は
ほ
ど
遠
い
生
活
を
し
て
い
る
人
々
 
 

－
J
こ
 
 

に
支
払
わ
れ
」
、
む
し
ろ
「
中
流
階
級
」
の
所
得
水
準
を
吊
上
げ
て
い
る
 
（
P
．
G
．
P
e
t
e
r
s
O
n
L
a
p
a
n
a
n
d
t
h
e
U
．
S
．
i
n
t
h
e
C
O
m
i
n
g
 
 

D
e
c
a
d
e
O
f
R
e
c
k
O
n
i
n
g
L
諾
○
－
C
h
a
p
．
∽
参
照
）
 
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
保
障
関
係
政
府
支
出
の
膨
張
は
、
し
や
し
品
的
な
耐
久
消
費
 
 

財
等
に
た
い
す
る
消
費
需
要
の
喚
起
に
結
び
つ
く
傾
向
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
所
得
減
税
政
策
や
老
齢
遺
族
年
金
等
社
会
保
障
関
 
 

係
支
出
増
加
な
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
「
国
民
経
済
の
決
定
的
な
部
門
」
で
あ
る
「
耐
久
消
督
財
部
門
の
高
い
生
産
水
準
と
高
い
雇
用
水
準
を
 
 

保
証
す
る
注
射
…
…
非
常
に
有
効
な
注
射
 
－
 
と
し
て
働
」
き
（
P
．
K
．
C
r
O
S
S
e
r
㍍
t
a
t
e
C
a
p
i
邑
i
s
m
i
n
t
h
e
E
c
O
n
O
m
y
O
f
t
訂
U
．
 
 

S
L
垂
芦
高
橋
正
雄
訳
『
経
済
に
お
け
る
政
府
の
役
割
』
論
争
者
、
山
九
六
一
年
、
五
一
束
）
・
作
用
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
減
 
 

税
や
社
会
保
障
関
係
費
支
出
な
ど
も
、
軍
需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
同
様
な
効
果
と
機
能
を
も
ち
、
後
者
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
軍
需
ス
ペ
 
 

ン
デ
ィ
ン
グ
の
他
者
あ
る
い
は
そ
の
変
形
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
的
に
み
る
と
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
 
 

そ
の
時
々
の
同
国
内
外
の
政
治
的
経
済
的
条
件
や
国
民
大
衆
の
政
治
的
動
向
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
、
あ
る
時
は
軍
事
支
出
重
点
あ
る
時
は
 
 

減
税
あ
る
い
は
社
会
福
祉
的
支
出
藍
点
の
形
を
と
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
軍
需
に
決
定
的
 
 

に
依
存
す
る
高
度
軍
事
化
経
済
、
減
税
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
主
導
の
消
費
中
心
型
経
済
、
社
会
福
祉
的
支
出
の
膨
張
に
下
支
え
さ
れ
た
「
福
 
 

祉
国
家
」
聖
経
済
な
ど
の
諸
側
面
を
も
ち
、
そ
れ
ら
諸
側
面
の
混
在
・
混
成
型
経
済
体
制
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
〇
～
六
〇
年
代
の
 
 

ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
前
述
の
よ
う
に
膨
大
な
軍
事
財
政
支
出
を
基
軸
と
す
る
軍
需
主
導
型
経
済
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
 
 

か
し
そ
こ
で
も
社
会
福
祉
的
支
出
や
減
税
政
策
に
よ
っ
て
経
済
拡
大
が
刺
激
さ
れ
た
側
面
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
七
〇
年
代
 
 

以
降
に
は
、
軍
事
財
政
支
出
の
同
国
経
済
に
し
め
る
比
重
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
国
防
支
出
は
 
 

最
低
の
七
八
年
度
で
も
同
国
G
N
P
の
五
・
〇
％
を
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
経
済
下
支
え
効
果
は
無
視
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 
 

」ヒ＝   



ニ
八
 
 
 

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
を
、
軍
需
主
導
型
経
済
の
一
本
槍
で
割
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
ベ
ト
ナ
 
 

ム
戦
争
後
七
〇
年
代
以
降
の
同
国
経
済
が
、
従
前
の
「
戦
争
国
家
」
か
ら
「
福
祉
国
家
」
な
い
し
た
ん
な
る
「
公
共
支
出
に
も
と
づ
く
『
ケ
 
 

イ
ン
ズ
体
制
』
」
ヘ
シ
フ
ト
し
て
い
る
と
い
う
の
も
ー
面
的
で
正
鵠
を
射
た
見
解
と
は
い
い
が
た
い
。
な
お
付
言
し
て
お
け
ば
、
た
し
か
に
 
 

軍
事
財
政
支
出
や
社
会
保
障
関
係
政
府
支
出
の
拡
大
あ
る
い
は
所
得
減
税
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
直
接
的
に
は
、
国
家
防
衛
の
た
め
の
軍
備
 
 

強
化
と
か
国
民
福
祉
の
増
進
、
重
税
負
担
に
た
い
す
る
国
民
不
満
の
緩
和
な
ど
の
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
、
か
な
ら
ず
し
も
有
効
 
 
 

需
要
・
市
場
の
創
出
を
第
一
藻
的
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
右
に
み
た
よ
う
な
そ
の
経
済
効
果
の
側
面
や
経
済
 
 

的
意
義
な
く
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
支
出
が
大
規
模
に
長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
と
う
て
い
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
退
職
時
に
決
意
さ
れ
る
年
金
給
付
額
が
そ
の
後
の
生
計
蟄
の
上
昇
に
応
じ
て
追
加
的
に
引
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
し
 
 

の
導
入
（
一
九
七
五
年
よ
り
実
施
）
や
連
邦
純
金
で
の
度
々
の
給
付
水
準
引
上
げ
決
議
に
よ
り
、
「
老
齢
年
金
給
付
額
は
こ
の
一
〇
年
間
に
 
 

ほ
と
ん
ど
三
倍
に
な
り
、
物
価
上
昇
を
上
回
り
、
実
質
的
に
五
〇
％
も
増
大
し
て
い
る
」
。
「
一
九
八
二
年
に
退
職
し
た
単
身
労
働
省
の
平
 
 

均
給
付
月
額
は
閤
〇
七
ド
ル
、
夫
婦
の
そ
れ
は
六
一
〇
ド
ル
で
あ
っ
た
。
年
報
に
直
す
と
そ
れ
ぞ
れ
四
八
八
四
ド
ル
、
七
三
二
〇
ド
ル
で
、
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
貧
困
紋
所
得
四
七
〇
〇
ド
ル
、
五
九
〇
〇
ド
ル
を
は
る
か
に
上
回
る
水
準
で
あ
る
」
 
（
R
．
A
．
M
u
s
g
r
a
諾
 
a
n
d
 
P
．
B
．
 
 

M
u
s
g
r
a
完
け
P
u
b
H
c
F
i
n
a
宍
e
訂
T
h
e
O
r
y
a
n
d
P
r
a
c
t
i
c
e
｝
F
O
r
t
h
E
d
i
t
i
O
n
L
岩
舟
も
．
ご
望
。
退
職
「
公
務
員
や
軍
人
の
受
給
者
の
な
 
 

か
で
貧
困
生
晴
を
し
て
い
る
八
は
、
実
質
的
に
皆
無
と
い
っ
て
い
い
。
彼
ら
の
多
く
は
 
『
退
職
』
さ
え
し
て
い
な
い
。
再
就
職
し
、
そ
こ
 
 

か
ら
も
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
」
 
（
P
．
G
．
P
e
t
e
r
s
O
n
｝
O
p
．
C
i
t
．
）
。
 
 

以
上
の
よ
う
に
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
拡
大
に
依
存
し
、
政
府
部
門
等
内
需
拡
大
を
基
盤
に
 
 

し
て
成
立
－
成
長
す
る
内
需
主
導
型
経
済
で
あ
っ
た
 
ー
 
経
済
援
肋
等
対
外
的
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
対
内
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
他
者
な
い
 
 

し
そ
の
延
長
物
で
あ
る
－
－
－
㌧
 
経
済
成
長
の
源
泉
と
根
拠
を
国
内
に
求
め
、
内
需
拡
大
中
心
に
経
済
発
展
し
、
内
需
主
導
型
経
済
大
国
と
 
 

し
て
牲
界
経
済
秦
体
に
た
い
し
て
圧
倒
的
影
響
を
お
よ
ぼ
し
世
界
経
浦
を
主
導
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
は
、
従
前
の
 
 
 



古
典
的
帝
国
主
義
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
等
「
輿
型
国
」
な
ど
と
は
全
く
異
な
る
そ
れ
ら
と
は
異
質
・
異
常
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
指
導
的
資
 
 

T
⊥
 
 

本
主
義
園
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

言
）
 
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
現
代
資
本
主
義
に
つ
い
て
の
代
表
的
諸
説
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
型
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
い
ぜ
ん
 
 

と
し
て
金
融
資
本
支
配
‥
王
導
で
あ
る
の
に
は
変
わ
り
な
い
と
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
的
な
古
典
的
帝
国
主
義
体
制
に
基
本
的
に
還
元
し
て
し
 
 

ま
う
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
論
、
お
よ
ぴ
そ
の
延
長
線
上
で
金
融
資
本
と
国
家
的
機
構
と
の
融
合
・
癒
着
を
強
調
す
る
ア
メ
リ
カ
「
国
独
資
」
 
 

論
（
Ⅴ
・
パ
ー
ロ
、
H
・
マ
グ
ド
フ
、
池
上
惇
な
ど
）
、
第
二
に
、
高
度
寡
占
企
業
支
配
体
制
が
基
本
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
国
家
に
よ
る
 
 

管
理
通
貨
制
を
基
礎
と
す
る
有
効
需
要
増
加
政
策
に
よ
っ
て
補
完
・
補
強
さ
れ
て
い
る
と
説
く
寡
占
経
済
論
（
P
・
M
・
ス
ウ
ィ
ー
ジ
ィ
、
 
 

J
・
オ
コ
ン
ナ
、
奥
村
茂
次
、
宮
崎
鶉
一
な
ど
）
、
第
三
に
、
ケ
イ
ン
ズ
的
有
効
需
要
管
理
政
策
な
ど
を
行
う
政
府
・
公
共
部
門
と
民
間
企
 
 

業
部
門
の
二
重
構
造
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
混
合
経
済
な
い
し
「
高
圧
」
経
済
論
（
A
・
H
・
ハ
ン
セ
ン
、
P
・
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
、
 
 

H
え
タ
イ
ン
、
向
山
巌
な
ど
）
、
第
四
に
、
所
得
平
準
化
、
労
働
組
合
組
織
等
政
治
的
経
済
的
桔
抗
力
の
形
成
、
経
営
者
支
配
、
企
業
の
 
 

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
技
術
革
新
力
な
ど
の
諸
要
田
を
亜
祝
す
る
制
度
学
派
的
見
解
（
S
・
ク
ズ
ネ
ッ
、
J
・
K
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
、
T
l
‥
バ
 
 

ー
ナ
ム
、
後
藤
替
之
助
な
ど
）
、
で
あ
る
。
 
 

紙
幅
の
関
係
上
、
結
論
的
に
若
干
コ
メ
ン
ト
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
ら
諸
説
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
以
降
に
お
け
る
世
界
農
業
不
況
や
資
 
 

本
主
義
他
界
経
済
の
構
造
的
変
化
あ
る
い
は
古
典
的
帝
国
主
義
期
の
そ
れ
を
上
回
る
新
し
い
生
産
力
水
準
を
も
つ
量
産
型
重
化
学
工
業
の
 
 

形
成
、
大
戦
中
の
重
化
学
工
発
生
魔
力
の
飛
躍
的
拡
大
な
ど
と
い
っ
た
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
す
ぐ
れ
て
固
有
な
国
際
的
・
国
内
 
 

的
諸
要
因
と
そ
の
意
義
が
、
い
ち
じ
る
し
く
軽
視
な
い
し
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
根
本
的
馳
点
が
あ
る
。
古
典
的
帝
国
主
義
期
 
 

に
も
共
通
す
る
独
占
的
企
業
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
や
戦
後
の
先
進
資
本
主
薬
諸
国
に
一
般
的
に
通
用
し
て
い
る
有
効
需
要
操
作
・
管
理
通
貨
政
策
 
 

な
ど
に
よ
っ
て
は
、
軍
需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
内
需
拡
大
に
主
導
さ
れ
て
成
立
っ
て
い
る
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
現
代
資
本
主
義
の
特
徴
な
い
 
 

し
特
異
性
が
全
く
把
捉
さ
れ
が
た
い
の
で
あ
り
、
第
一
次
大
戦
前
の
ド
イ
ツ
「
帝
国
主
義
」
な
ど
と
の
本
質
的
差
異
も
明
ら
か
に
さ
れ
え
 
 

な
い
。
な
お
、
制
度
学
派
的
見
解
も
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
経
済
の
特
徴
を
部
分
的
・
現
象
的
に
指
摘
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
く
わ
し
く
 
 

は
拙
著
、
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
経
済
論
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

窮
こ
節
 
－
M
F
体
制
と
フ
ロ
ー
ト
制
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 



昌
 
 

さ
て
、
右
の
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
ば
あ
い
の
よ
う
な
財
政
金
融
拡
大
を
手
段
と
す
る
高
圧
的
経
済
体
制
が
成
立
ち
う
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
 
 

の
よ
う
な
二
正
賓
件
が
必
須
不
可
欠
的
前
提
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
高
圧
的
常
安
野
理
政
策
に
た
い
す
る
国
際
収
支
に
よ
る
対
外
的
畢
附
 
 

か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
横
棒
政
策
に
よ
る
需
要
拡
大
は
当
該
国
の
国
際
収
支
悪
化
に
つ
な
が
る
必
然
的
傾
向
が
あ
り
、
そ
し
て
国
際
収
支
 
 

の
逆
網
・
金
外
貨
準
備
の
枯
渇
は
国
内
需
要
の
拡
張
制
限
・
詔
質
引
締
め
の
強
制
を
当
然
な
が
ら
余
儀
な
く
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
 
 

な
る
因
の
ば
あ
い
も
国
際
収
支
上
の
絶
対
的
制
約
を
求
む
る
か
ぎ
り
、
政
策
的
に
自
由
な
需
要
管
理
も
碑
梅
的
な
需
要
拡
大
主
導
に
よ
る
 
 

経
済
発
展
も
追
求
さ
れ
が
た
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
は
早
く
か
ら
懲
眼
の
1
・
M
・
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
か
っ
破
さ
れ
て
い
た
の
は
周
知
 
 

ニ
ュ
 
 

の
と
お
り
で
あ
る
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
内
需
主
導
型
経
済
は
国
際
収
支
に
よ
る
対
外
的
制
約
か
ら
の
回
避
を
必
須
要
件
と
し
て
い
た
の
で
 
 

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
対
外
的
制
約
か
ら
の
回
避
を
可
能
に
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
内
的
総
需
要
拡
大
操
作
と
対
外
バ
ラ
ン
ス
を
両
立
 
 

さ
せ
う
る
対
外
的
仕
組
み
と
な
っ
た
の
が
、
五
〇
～
六
〇
年
代
に
お
け
る
I
M
F
体
制
お
よ
び
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ト
制
 
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

へ
6
）
 
J
．
M
．
K
e
y
n
e
s
．
T
h
e
琵
e
a
n
s
t
O
P
r
O
S
p
e
r
i
t
y
」
昭
治
．
同
論
文
の
な
か
で
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
国
際
収
支
王
あ
制
約
を
回
避
す
る
た
め
 
 

の
方
策
と
し
て
、
各
国
に
よ
る
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
上
で
あ
赤
字
財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
同
時
的
拡
大
と
国
際
協
調
に
も
と
づ
く
新
聞
 
 

際
決
済
通
貸
の
創
出
を
提
案
し
て
い
る
。
 
 

－
M
F
体
制
 
 
 

ご
く
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
米
ド
ル
を
基
軸
適
駿
に
定
め
、
そ
し
て
対
ド
ル
基
準
相
場
の
設
定
と
そ
の
為
替
平
価
の
園
走
的
維
持
そ
の
 
 

た
め
の
手
段
と
し
て
為
替
平
衡
操
作
を
総
て
の
加
盟
諸
国
に
対
し
て
義
務
付
け
た
、
ド
ル
中
心
の
固
定
相
場
制
に
よ
る
統
一
的
国
際
通
貸
 
 

制
度
が
I
M
F
体
制
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
が
怒
化
し
ド
ル
相
場
が
下
落
し
た
ば
あ
い
に
は
、
非
米
全
加
盟
諸
国
 
 
 



が
対
ド
ル
相
場
維
持
の
た
め
に
ド
ル
を
無
制
限
に
買
上
げ
・
買
考
え
す
る
こ
と
、
他
方
ア
メ
リ
カ
の
み
は
「
事
実
上
自
由
に
金
を
売
買
し
 
 

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
加
盟
国
は
、
こ
の
約
束
を
履
行
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
」
（
第
四
条
第
四
項
（
b
）
）
 
の
条
項
に
も
と
づ
き
同
平
 
 

衡
操
作
義
務
が
免
責
さ
れ
て
い
た
、
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
赤
字
は
ド
ル
の
対
外
支
払
い
・
ド
ル
の
流
出
に
よ
っ
て
自
動
 
 

的
に
決
済
さ
れ
、
非
米
諸
国
の
ド
ル
残
高
保
有
に
よ
っ
て
振
替
え
決
済
さ
れ
う
る
仕
組
み
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
国
の
対
外
赤
 
 

字
が
自
国
通
貨
の
支
払
い
で
自
動
的
に
フ
ィ
ナ
ン
ス
さ
れ
う
る
以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
国
際
収
支
の
制
約
が
事
実
上
な
い
の
に
等
 
 

し
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
国
際
収
支
の
赤
字
と
内
需
拡
大
と
の
平
行
的
両
立
が
可
能
に
な
り
、
需
要
拡
張
が
い
か
に
国
際
収
支
の
悪
 
 

化
に
つ
な
が
ろ
う
と
も
、
ア
メ
リ
カ
は
国
際
収
支
の
動
向
を
何
ら
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
安
ん
じ
て
完
全
雇
用
等
国
内
均
衡
優
先
の
総
需
要
 
 

拡
大
政
策
操
作
を
遂
行
し
う
る
の
で
あ
る
。
I
M
F
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
「
対
内
均
衡
と
対
外
均
衡
の
ジ
レ
ン
マ
」
を
回
避
し
、
内
 
 

需
主
導
型
経
済
を
対
外
的
に
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
で
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
に
と
っ
て
誠
に
連
合
的
な
国
際
通
貸
制
度
で
あ
っ
た
と
い
 
 

い
う
る
。
と
は
い
え
他
方
、
非
米
諸
国
に
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
「
国
際
収
支
の
天
井
」
を
突
き
抜
け
て
の
ド
ル
の
大
量
散
布
は
、
 
 

自
国
の
「
国
際
収
支
の
天
井
」
を
高
め
「
高
成
長
と
国
際
収
支
の
ジ
レ
ン
マ
」
を
緩
和
し
、
国
内
通
貨
膨
張
許
容
幅
を
広
げ
う
る
と
い
う
 
 

稗
益
側
面
が
あ
っ
た
の
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
双
方
的
な
利
益
が
あ
れ
ば
こ
そ
非
米
諸
国
も
、
一
方
的
な
ド
ル
相
場
維
持
 
 

の
た
め
の
対
ド
ル
平
衡
操
作
や
保
有
ド
ル
残
高
の
た
な
上
げ
・
凍
結
等
の
国
際
金
融
協
力
に
応
じ
、
ド
ル
の
過
剰
流
出
を
許
容
し
え
た
の
 
 
 

で
あ
る
。
I
M
F
体
制
を
た
ん
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
支
配
・
そ
の
他
諸
国
の
被
支
配
関
係
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

だ
が
、
I
M
F
は
ド
ル
の
金
と
の
固
定
比
率
で
の
交
換
保
証
を
基
本
と
し
、
そ
の
上
に
組
み
建
て
ら
れ
て
い
た
国
際
通
貸
シ
ス
テ
ム
で
 
 

あ
っ
た
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
ド
ル
流
出
と
非
米
諸
国
の
ド
ル
買
上
げ
吸
収
＝
ド
ル
保
有
残
高
の
累
碑
の
過
程
が
無
限
に
続
き
う
る
こ
 
 

と
は
当
然
な
が
ら
あ
り
え
な
か
っ
た
。
外
国
保
有
の
ド
ル
残
高
が
増
加
し
ア
メ
リ
カ
保
有
の
金
準
備
高
を
上
回
る
に
至
れ
ば
、
ド
ル
の
金
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 
 



竺
 
 
 

交
換
性
の
盛
付
け
が
失
わ
れ
て
、
広
範
な
ド
ル
党
換
性
の
不
安
が
生
じ
、
ド
ル
価
値
下
落
の
危
険
度
が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
 
（
も
ち
ろ
 
 

ん
、
I
M
F
の
規
定
で
は
食
交
換
を
摺
潔
し
う
る
の
は
外
楓
適
横
当
局
保
有
ド
ル
に
限
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
通
貨
当
局
は
民
間
と
の
間
 
 

で
ド
ル
の
自
由
売
買
取
引
き
を
し
て
い
た
か
ら
、
外
国
民
間
保
有
ド
ル
と
適
華
当
局
保
有
ド
ル
は
相
互
に
振
替
り
う
る
関
係
が
あ
り
、
外
 
 

国
民
間
保
有
の
ド
ル
残
高
も
じ
じ
つ
上
金
交
換
摺
求
性
を
も
っ
て
い
た
）
。
い
い
か
え
れ
ば
党
旗
嫡
求
に
応
じ
う
る
ア
メ
リ
カ
の
保
有
金
準
 
 

備
の
十
分
な
保
証
か
、
外
国
通
貸
当
局
に
よ
る
ド
ル
残
高
の
た
な
上
げ
凍
結
等
国
際
金
融
協
力
な
ど
に
よ
っ
て
ド
ル
信
任
が
つ
な
ぎ
止
め
 
 

ら
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
I
M
F
体
制
は
轢
能
し
存
続
し
う
る
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
六
〇
年
代
後
半
期
の
ベ
 
 

ト
ナ
ム
戦
争
に
と
も
な
う
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
赤
字
の
大
幅
拡
大
と
ド
ル
流
出
・
念
流
比
の
加
速
化
か
ら
、
外
国
保
有
ド
ル
残
高
と
ア
 
 

メ
リ
カ
の
金
準
備
と
の
間
の
不
均
衡
が
き
ょ
く
ど
に
大
き
く
な
り
、
ド
ル
不
安
が
い
ち
じ
る
し
く
激
化
し
、
そ
の
た
め
つ
い
に
七
一
年
八
 
 

月
の
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
ド
ル
党
換
停
止
宣
言
に
よ
り
、
I
M
F
体
制
が
崩
壊
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
際
流
動
性
＝
ド
ル
の
供
 
 

給
が
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
金
為
替
と
し
て
の
ド
ル
の
信
認
が
低
下
し
て
、
基
軸
通
貨
の
交
換
性
と
金
為
替
本
位
制
と
し
て
の
I
M
F
 
 

体
制
の
危
機
が
発
生
・
激
化
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
R
・
ト
リ
フ
ィ
ン
の
い
う
「
流
動
性
ジ
レ
ン
マ
」
に
も
と
づ
い
て
起
っ
た
の
で
も
、
 
 

I
M
F
の
固
定
為
替
相
場
制
が
、
も
と
も
と
 
「
古
く
さ
い
」
「
時
代
錯
誤
」
 
の
間
違
っ
た
制
度
（
冨
．
F
r
e
i
乱
m
a
n
一
D
O
琵
a
r
s
a
n
d
D
e
叫
i
c
t
s
｝
 
 

－
宗
∞
－
新
開
隠
二
訳
『
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
ド
ル
危
機
㌔
 
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
、
欝
七
～
九
輩
参
照
）
で
あ
っ
た
た
め
に
よ
 
 

る
の
で
も
な
か
っ
た
 
ー
 
I
M
F
の
制
度
自
体
に
傾
国
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
一
九
七
一
年
と
い
う
特
定
時
期
に
ド
ル
の
金
 
 

交
換
停
止
・
I
M
F
体
制
の
叫
朋
壊
が
生
じ
た
の
か
が
分
ら
な
く
な
る
1
。
I
M
F
体
制
の
崩
壊
は
、
非
米
黒
字
国
に
よ
る
国
際
金
融
協
 
 

力
や
資
本
流
出
規
制
等
ド
ル
防
衛
措
置
が
限
度
に
達
し
、
ア
メ
リ
カ
自
身
に
よ
る
内
需
引
締
め
が
い
よ
い
よ
必
須
・
不
可
避
と
な
っ
て
、
 
 

二
こ
 
 

ド
ル
の
金
交
換
＝
I
M
F
体
制
の
維
持
が
、
需
要
拡
大
を
基
軸
と
す
る
ア
メ
リ
カ
経
済
に
と
っ
て
逆
に
樺
糖
化
し
た
た
め
に
ほ
か
な
い
 

。
 
 
 



（
7
）
 
国
際
金
融
協
力
や
ド
ル
防
衛
策
の
意
味
、
I
M
F
体
制
叫
朋
壌
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
く
わ
し
く
は
、
大
島
清
騙
『
戦
後
世
界
の
通
貨
体
 
 

制
』
 
（
東
大
出
版
会
、
山
九
七
二
年
）
な
ど
を
参
照
せ
よ
。
 
 

フ
n
∵
1
ト
制
 
 
 

I
M
F
体
制
お
よ
び
ド
ル
の
党
換
性
抜
き
の
固
定
相
場
制
を
規
定
し
た
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
体
制
（
七
一
年
一
二
月
成
立
）
 
か
ら
、
い
わ
ゆ
 
 

る
総
フ
ロ
ー
ト
制
へ
の
七
三
年
三
月
の
移
行
は
、
酎
際
収
支
赤
字
－
為
替
レ
ー
ト
の
下
落
－
村
外
的
価
格
変
数
調
整
－
国
際
収
支
の
自
動
 
 

的
均
衡
化
と
い
う
為
替
フ
ロ
ー
ト
制
の
国
際
収
支
調
整
機
能
の
発
揮
を
狙
っ
て
行
わ
れ
た
。
フ
ロ
ー
ト
制
に
お
い
て
は
、
「
為
替
相
場
を
、
 
 

自
由
市
場
で
民
間
取
引
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
決
定
す
る
に
ま
か
せ
る
」
な
ら
ば
、
国
際
収
支
の
不
均
衡
が
為
替
相
場
の
自
由
変
動
で
調
整
 
 

さ
れ
、
自
ず
と
解
決
さ
れ
う
る
か
ら
「
国
際
収
支
問
題
は
完
全
に
解
消
さ
れ
」
、
ド
ル
防
衛
な
ど
の
国
際
収
支
均
衡
化
の
た
め
の
諸
政
策
が
 
 

不
要
に
な
る
上
に
、
「
流
動
性
問
題
」
も
「
解
消
…
‥
・
公
的
為
替
準
備
を
も
つ
必
要
は
な
」
く
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
（
i
b
i
d
．
詭
、
一
八
五
－
 
 

八
七
東
）
。
同
制
度
下
で
は
ド
ル
の
流
出
が
も
は
や
金
の
流
出
に
結
び
付
か
な
い
の
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
ド
ル
流
出
自
体
が
流
出
抑
制
の
モ
 
 

メ
ン
ト
を
自
動
的
に
生
み
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
ガ
は
国
際
収
支
の
慈
化
に
つ
な
が
り
国
際
収
支
赤
字
を
拡
大
す
る
こ
と
が
あ
っ
 
 

て
も
、
国
際
収
支
悶
呟
を
放
置
し
た
ま
ま
で
、
碑
極
的
な
国
内
有
効
需
要
拡
張
政
策
を
強
行
で
き
、
「
墳
幣
政
策
と
財
政
政
策
を
、
国
際
収
 
 

支
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
国
内
安
定
の
目
的
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
i
b
i
d
．
二
八
七
京
）
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ロ
ー
ト
制
 
 

は
、
国
際
収
支
の
想
化
・
不
均
衡
に
対
し
て
不
断
の
為
替
レ
ー
ト
変
動
に
よ
る
自
軌
調
整
的
な
対
応
を
可
能
に
し
、
国
際
収
支
の
不
均
衡
 
 

と
内
需
拡
大
遂
行
と
の
共
存
を
成
立
せ
、
稗
梅
的
な
財
政
金
融
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
保
障
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
、
慢
性
的
な
ド
ル
の
 
 

大
農
流
出
と
ド
ル
残
高
累
増
の
重
圧
か
ら
維
持
不
能
に
な
っ
た
I
M
F
体
制
に
代
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
内
需
主
導
型
経
済
を
支
持
す
る
対
 
 

外
的
枠
組
の
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
七
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
内
外
諸
条
件
の
下
で
、
貿
易
収
支
項
目
ま
で
恒
常
的
赤
字
要
因
に
転
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
虚
業
空
洞
化
 
 
 



孟
 
 
 

落
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
フ
ロ
ー
ト
制
と
い
う
村
外
的
枠
組
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
も
は
や
内
需
主
導
型
経
済
発
展
を
紀
行
で
 
 
 

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
五
〇
～
六
〇
年
代
に
は
I
M
F
体
制
が
、
七
〇
年
代
以
降
に
は
フ
ロ
ー
ト
制
が
、
高
圧
的
詔
要
管
理
政
策
に
た
 
 
 

い
す
る
対
外
的
制
約
を
回
避
し
う
る
シ
ス
テ
ム
で
、
ア
メ
リ
カ
経
済
に
適
合
的
な
国
際
通
貸
体
制
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
た
し
か
に
フ
 
 
 

ロ
ー
ト
制
は
、
国
際
収
支
赤
字
国
に
対
す
る
の
と
は
反
対
に
、
国
際
収
支
熟
字
回
に
た
い
し
て
不
断
の
白
樹
通
貸
相
場
の
切
上
げ
と
そ
れ
 
 
 

に
よ
る
不
断
の
不
況
圧
力
、
そ
の
上
し
か
も
保
有
ド
ル
繁
盛
の
減
価
と
い
う
犠
牲
負
抱
を
強
制
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
I
M
F
が
、
 
 
 

国
際
収
支
赤
字
国
に
対
し
て
総
需
要
引
締
め
を
強
制
す
る
赤
字
同
輩
任
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
 
（
た
だ
し
基
軸
通
韓
国
ア
メ
リ
カ
を
の
ぞ
 
 

く
）
 
と
す
れ
ば
、
七
三
年
以
降
の
フ
ロ
ー
ト
制
は
、
避
に
国
際
収
支
累
字
国
に
主
に
国
際
収
支
調
整
負
担
を
負
わ
せ
る
黒
字
国
責
任
メ
カ
 
 

ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
の
内
需
主
導
型
の
経
済
発
虚
が
成
立
て
ば
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
中
心
に
牽
引
さ
れ
て
 
 

世
界
経
済
が
拡
大
し
、
利
益
均
霜
に
与
り
う
る
関
係
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
日
本
・
西
ド
イ
ツ
等
非
米
諸
国
も
結
局
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
 
 

に
よ
る
一
方
的
で
抜
き
打
ち
的
な
ド
ル
の
金
党
換
停
止
措
置
を
事
後
承
認
し
た
し
、
そ
の
後
も
黒
字
国
の
犠
牲
負
担
が
大
き
い
総
フ
ロ
ー
 
 

ト
制
を
受
入
れ
、
そ
れ
に
適
応
す
る
途
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
M
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
固
定
 
 

相
場
制
・
「
釘
付
け
相
場
」
の
維
持
は
「
ば
か
げ
て
い
る
」
、
そ
し
て
「
浮
動
相
場
制
度
を
採
用
す
る
の
は
…
…
望
ま
し
い
」
 
（
i
b
i
d
．
二
九
四
 
 

寅
）
 
と
の
理
由
か
ら
、
各
国
が
フ
ロ
ー
ト
制
へ
移
行
し
、
そ
れ
が
七
〇
年
代
以
降
に
定
着
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
 
 
 

以
下
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
対
外
的
枠
組
み
を
前
提
に
し
て
展
開
し
た
、
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
経
済
成
長
政
策
と
そ
れ
 
 
 

に
も
と
づ
く
同
国
の
内
需
主
導
型
経
済
発
展
の
実
態
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
 
 

第
三
節
 
フ
一
口
ト
制
下
の
内
需
主
導
型
潅
済
発
展
 
 
 



一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
も
七
〇
～
八
〇
年
代
の
そ
れ
も
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
需
要
創
出
・
管
理
政
策
を
テ
コ
に
 
 

し
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
は
基
本
的
に
変
り
な
い
が
、
次
の
点
で
両
者
間
に
は
い
ち
じ
る
し
い
相
違
が
あ
っ
た
。
ご
く
か
ん
た
ん
に
指
摘
 
 

す
る
と
第
一
に
、
国
家
的
機
構
に
よ
る
有
効
需
要
の
創
出
が
、
前
者
で
は
軍
需
を
中
心
と
す
る
財
政
支
出
の
拡
大
に
主
に
よ
っ
た
の
に
た
 
 

い
し
て
、
後
者
で
は
主
と
し
て
減
税
方
式
を
と
お
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
。
第
二
に
、
国
家
財
政
支
出
の
太
宗
が
、
前
者
で
は
国
防
支
出
に
 
 

よ
っ
て
し
め
ら
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
後
者
で
は
老
齢
年
金
・
失
業
保
険
・
生
活
扶
助
・
医
療
給
付
等
社
会
保
障
関
係
移
転
的
支
出
重
点
 
 

へ
変
化
し
て
い
る
こ
と
。
撃
こ
に
、
財
政
赤
字
高
が
前
者
に
比
べ
後
者
に
お
い
て
さ
ら
に
い
ち
だ
ん
と
巨
大
規
模
化
し
、
連
邦
財
政
赤
字
 
 

の
対
G
N
P
比
率
が
一
九
五
五
～
六
九
年
度
間
の
年
度
平
均
〇
・
八
％
か
ら
、
七
〇
～
八
五
年
度
に
は
平
均
三
二
％
へ
大
幅
に
上
昇
し
 
 

て
い
る
こ
と
 
（
八
五
年
度
ま
で
に
限
定
し
た
理
由
は
後
述
。
T
h
e
U
．
S
．
B
u
d
g
e
t
i
n
B
r
i
e
f
㌦
．
y
」
当
の
も
．
諾
↑
y
．
－
悪
声
匂
．
ヨ
 
よ
り
 
 

算
出
）
。
第
四
に
、
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
率
の
い
ち
じ
る
し
い
高
進
を
反
映
し
て
、
後
者
の
時
期
に
は
総
需
要
管
理
政
策
 
 

が
、
賃
金
・
物
価
直
接
統
制
や
金
融
引
締
め
な
ど
の
イ
ン
フ
レ
抑
制
措
置
と
抱
合
せ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

ま
ず
初
め
に
、
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
政
権
に
よ
る
積
極
的
な
経
済
成
長
政
策
に
つ
い
て
立
入
っ
て
み
て
み
よ
う
。
 
 

一
 
フ
ォ
ー
ド
お
よ
び
カ
ー
タ
ー
政
権
の
積
極
的
財
政
金
融
政
策
 
 

1
 
フ
ォ
ー
ド
政
権
の
政
策
 
 
 

ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
の
責
任
を
と
っ
て
辞
任
し
た
ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
代
っ
て
、
一
九
七
四
年
八
月
に
発
足
し
た
フ
ォ
ー
ド
共
和
党
 
 

政
権
（
第
2
図
参
照
）
は
、
当
初
こ
そ
「
イ
ン
フ
レ
が
第
一
の
公
敵
」
の
旗
印
を
掲
げ
て
、
前
任
者
の
き
び
し
い
財
政
・
金
融
引
き
締
め
政
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
室
洞
化
 
 

五   



別
し
て
、
政
府
支
拙
の
拡
大
と
減
税
方
式
の
二
つ
が
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
 
 
 

政
権
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
つ
ぎ
に
み
る
カ
ー
タ
ー
・
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
ば
あ
い
も
、
二
つ
の
う
ち
主
に
減
税
方
式
を
採
択
し
た
の
で
あ
 
 

る
が
、
そ
の
背
景
に
は
何
と
い
っ
て
も
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
け
る
い
ち
じ
る
し
い
イ
ン
フ
レ
高
進
の
事
案
が
あ
っ
た
。
五
〇
～
六
〇
年
 
 

代
に
は
消
費
者
物
価
上
昇
率
は
年
平
均
二
・
二
％
で
、
ク
リ
ー
ビ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
状
況
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
比
べ
、
七
〇
年
代
の
 
 
 

そ
れ
は
年
率
七
こ
四
％
、
八
〇
～
八
三
年
間
に
は
年
率
七
ユ
ニ
％
と
二
桁
に
近
い
加
速
的
イ
ン
フ
レ
水
準
に
上
昇
し
て
い
る
 
昂
c
O
n
O
m
i
c
 
 
 

R
e
p
雫
t
O
ご
h
e
P
r
e
s
i
d
e
n
t
L
蛮
声
p
．
∽
－
0
0
よ
り
算
出
）
。
そ
の
た
め
後
者
の
時
期
に
は
、
累
進
所
得
税
制
の
下
で
名
目
所
得
の
上
昇
に
と
 
 

も
な
い
よ
り
高
い
税
率
が
適
用
さ
れ
て
支
払
い
税
額
負
担
が
増
加
し
、
実
質
所
得
が
絶
対
的
に
減
少
し
て
し
ま
う
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
ブ
 
 

ラ
ケ
ッ
ト
・
ク
リ
ー
プ
」
と
、
イ
ン
フ
レ
的
物
価
騰
螢
に
よ
る
突
撃
所
得
の
伸
び
悩
み
や
所
得
削
減
が
生
じ
、
そ
れ
が
広
範
な
国
民
大
衆
 
 

の
切
実
か
つ
深
刻
な
「
不
満
の
種
子
」
に
な
っ
て
い
た
。
L
O
隼
代
に
は
「
ほ
と
ん
ど
の
人
が
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
と
感
じ
」
 
 
 

第2図 アメリカの政権の推移  

票
 
 

▲
】
P
－
 
 

策
を
継
承
し
た
も
の
の
、
早
く
も
翌
七
五
年
に
入
る
や
政
策
転
換
し
稗
 
 

梅
的
な
常
気
刺
激
に
の
り
だ
し
た
。
イ
ン
フ
レ
率
が
な
お
い
ぜ
ん
と
し
 
 

て
相
当
程
度
高
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
需
要
引
き
締
め
政
策
 
 
 

に
伴
う
暑
気
沈
滞
か
ら
失
業
率
が
七
洞
牢
未
～
七
五
年
初
に
七
～
八
％
 
 
 

と
い
う
政
治
的
に
耐
え
が
た
い
と
み
ら
れ
た
高
い
水
準
に
上
昇
し
た
か
 
 
 

ら
で
あ
る
。
同
フ
ォ
ー
ド
政
権
の
覚
筑
刺
激
政
策
の
基
幹
は
、
戻
し
税
 
 

方
式
中
心
の
大
幅
減
税
政
箕
に
よ
る
需
要
拡
大
で
あ
っ
た
。
国
家
が
財
 
 
 

政
手
段
を
と
お
し
て
有
効
需
要
を
創
出
・
操
作
す
る
方
法
と
L
て
は
大
 
 



云
．
S
t
e
i
n
－
P
r
e
s
i
d
e
コ
t
i
a
－
E
c
O
n
O
m
i
c
s
」
岩
舟
｝
p
．
N
N
－
も
．
N
N
O
｝
土
志
田
征
一
訳
『
大
統
領
の
経
済
学
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
五
 
 

年
、
二
三
五
、
二
三
三
京
）
、
二
桁
な
い
し
二
桁
に
近
い
加
速
的
イ
ン
フ
レ
で
被
害
を
蒙
っ
た
広
範
な
国
民
大
衆
は
、
「
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
 
 

国
民
の
実
質
所
得
の
減
少
を
回
復
す
る
」
現
実
的
手
段
と
し
て
と
く
に
個
人
所
得
減
税
を
求
め
、
じ
つ
さ
い
に
七
〇
年
代
末
に
は
「
納
税
 
 

者
の
反
乱
」
が
全
米
に
広
が
り
、
減
税
や
歳
出
制
限
を
求
め
る
提
案
が
多
く
の
州
・
地
方
で
住
民
投
票
に
か
け
ら
れ
て
い
た
。
イ
ン
フ
レ
 
 

率
が
高
い
時
ほ
ど
、
国
民
大
衆
の
強
い
政
治
的
要
求
と
広
範
な
政
治
的
支
持
を
集
め
、
政
府
が
そ
の
国
民
的
な
要
求
を
吸
上
げ
、
応
え
る
 
 

形
で
、
と
く
に
減
税
施
策
が
財
政
支
出
の
拡
大
よ
り
も
政
策
的
に
選
択
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
減
税
は
、
公
 
 

共
事
業
支
出
よ
り
も
景
気
刺
激
上
の
速
効
性
に
す
ぐ
れ
、
か
つ
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
民
所
得
水
準
が
高
い
国
で
は
耐
久
消
常
財
・
住
宅
 
 

等
基
幹
産
業
に
マ
ッ
チ
す
る
需
要
を
直
接
補
給
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
産
業
界
か
ら
も
よ
り
好
ま
れ
歓
迎
さ
れ
て
い
た
と
い
う
政
治
 
 

的
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
 
 

（
8
）
 
六
〇
年
代
末
～
七
〇
年
代
初
頭
斯
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
伴
う
軍
事
イ
ン
フ
レ
の
影
響
や
七
二
年
の
世
界
的
な
農
産
物
不
作
・
七
三
 
 

牛
の
石
油
価
格
の
一
挙
的
値
上
り
と
い
う
「
外
的
シ
ョ
ッ
ク
」
な
ど
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
物
価
は
狂
乱
的
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
高
騰
し
っ
 
 

づ
け
て
い
た
。
こ
の
た
め
ニ
ク
ソ
ン
政
権
〓
九
六
九
年
一
月
～
七
四
年
八
月
在
任
）
は
、
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
た
め
に
き
び
し
い
財
政
金
 
 

融
引
締
め
政
策
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
（
た
だ
し
七
一
～
七
二
年
に
は
、
緊
急
避
難
的
措
置
と
し
て
物
価
・
賃
金
凍
結
な
ど
直
接
統
制
 
 

が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
と
の
抱
合
せ
で
財
政
金
融
拡
大
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
）
。
「
一
九
七
四
年
初
め
ま
で
に
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、
財
政
 
 

金
融
拡
大
と
貸
金
物
価
統
制
の
組
合
せ
政
策
に
…
…
幻
滅
し
…
…
『
昔
か
ら
の
信
仰
』
 
へ
回
帰
」
し
、
直
接
的
物
価
・
賃
金
統
制
は
役
立
 
 

ず
、
「
あ
く
ま
で
財
政
金
融
引
き
締
め
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
す
る
」
 
〇
b
i
d
．
も
．
N
－
○
）
基
本
方
針
に
立
戻
り
、
「
一
九
七
四
年
を
通
じ
 
 

て
…
…
抑
制
的
な
通
貨
お
よ
び
財
政
政
策
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
レ
圧
力
を
抑
え
込
む
決
定
的
努
力
が
行
わ
れ
て
い
た
」
 
買
．
D
O
r
n
b
ロ
s
c
b
 
 

a
コ
d
S
．
F
i
s
c
h
e
r
一
M
a
c
r
？
e
C
O
n
O
ヨ
i
c
s
L
笥
0
0
｝
p
．
∽
－
山
）
。
 
 

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
H
．
S
t
e
i
n
｝
O
p
．
C
i
t
．
－
C
h
a
p
．
∽
－
R
．
D
O
r
n
b
u
s
c
h
a
コ
d
S
．
F
i
s
c
h
e
r
．
〇
p
．
C
i
t
．
－
 
 

C
h
a
p
」
亘
A
一
S
．
C
a
m
p
a
g
n
a
｝
U
．
S
．
N
a
t
i
O
n
a
l
E
c
O
n
O
m
i
n
P
O
－
i
c
y
－
警
？
－
麗
葺
－
漂
ヨ
c
h
a
p
．
〓
㍉
「
S
i
芹
N
i
雲
n
O
m
i
c
s
L
笥
N
－
 
 

現
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当
の
現
金
を
七
五
年
五
・
六
月
に
一
指
払
戻
し
す
る
。
た
だ
し
一
件
当
り
最
高
二
〇
〇
ド
ル
を
限
度
と
す
る
。
ま
た
、
七
四
年
非
納
税
の
 
 

低
所
得
者
（
年
金
・
社
会
保
障
受
給
者
等
）
 
に
た
い
し
て
、
一
八
才
以
上
の
成
人
一
人
当
り
五
〇
ド
ル
を
特
別
給
付
す
る
。
租
税
払
戻
し
 
 

槻
、
八
一
倍
ド
ル
、
特
別
給
付
額
（
N
e
g
a
t
i
完
I
n
c
O
m
e
T
a
已
、
一
七
億
ド
ル
 
（
第
1
表
参
照
）
。
 
 
 

第
二
に
、
人
的
控
除
。
所
得
控
除
引
上
げ
に
よ
る
個
人
所
得
減
税
。
「
調
整
粗
所
藤
」
か
ら
差
引
か
れ
る
控
除
項
目
と
し
て
人
的
控
除
と
 
 

ー
り
）
 
 

所
得
控
除
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
人
的
控
除
を
、
納
税
者
本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
者
各
々
一
人
当
り
、
現
行
の
七
五
〇
ド
ル
に
三
〇
ド
ル
 
 
 

第1嚢「1975年減税法」による減税内訳  
（イ患ドル）  

l個人所得税減税   

1974年租税の払戻し   

人的控除付帯税額控除   

最低概算所得控除  

比例法概算所得控除  

勤労所得税額控除  

子女養育費税額控除  

住宅購入税額控除  
小計  

5
 
－
一
・
6
 
 
－
 
 

8
 
 

Z 法人所得税減税   
投資税碩蛙除   

法人税率引下げ   
小計  

3
 
5
 
8
 
 

3
 
－
・
4
 
 3 増税項目   

石油・ガス減耗控除の廃止   

海外所得取扱い措置変更   
小計  

（注）このほかに、社会保障受給者等にたいする  

I人当り50ドルの特別給付、17億ドルがあ  

る。  
（出所）The Budget of the U．S．Government，f，y，  

J977，A．S．Campagna，OP．Cit．，P．40l，ほか。  

三
八
 
 

吾
郷
慶
一
訳
ヱ
ク
ソ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
』
 
（
‖
本
紙
 
 

倉
山
坂
機
構
、
∵
几
七
二
年
）
、
を
参
照
さ
れ
た
 
 

ヽ
一
 
〇
 
 

し
 
 
 

一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
発
表
の
大
統
領
一
般
教
書
 
 

で
提
案
さ
れ
、
同
年
三
月
二
六
日
に
議
会
で
一
部
修
正
 
 

の
上
成
立
し
、
フ
ォ
ー
ド
政
権
の
景
気
刺
激
政
策
の
主
 
 

柱
に
な
っ
た
「
一
九
七
五
年
減
税
法
」
 
（
T
a
舛
R
e
d
u
？
 
 

t
i
O
n
 
A
c
t
 
O
叫
－
讐
悪
 
の
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
 
 
 

る
。
 
 

第
一
に
、
最
大
限
日
と
し
て
、
租
税
払
戻
し
方
式
に
 
 

よ
る
個
人
所
得
減
税
。
全
米
個
人
・
家
庭
に
た
い
し
て
 
 

前
年
 
（
七
四
年
）
 
に
納
付
し
た
所
得
税
額
の
一
〇
％
相
 
 



の
税
額
控
除
を
加
え
る
（
単
身
者
の
ば
あ
い
七
八
〇
ド
ル
、
．
夫
婦
二
人
・
子
慎
二
人
の
四
人
家
族
で
は
七
八
〇
ド
ル
の
四
倍
の
三
一
二
〇
 
 

ド
ル
）
。
所
得
控
除
と
し
て
、
概
算
控
除
（
最
低
お
よ
び
比
例
法
概
算
控
除
）
と
項
目
別
控
除
が
あ
る
が
（
い
ず
れ
の
控
除
を
選
ぶ
か
は
納
 
 

税
者
の
自
由
選
択
に
任
せ
ら
れ
る
）
、
こ
の
う
ち
最
低
概
算
控
除
（
主
に
低
所
得
者
が
選
択
す
る
）
を
、
現
行
の
一
三
〇
〇
ド
ル
か
ら
一
六
 
 

〇
〇
ド
ル
 
（
単
身
者
）
、
一
九
〇
〇
ド
ル
 
（
夫
婦
合
算
申
告
）
 
へ
引
上
げ
、
比
例
法
概
算
控
除
（
主
に
中
所
得
者
が
選
択
す
る
）
を
、
現
行
 
 

の
「
調
整
粗
所
得
」
の
一
五
％
（
上
限
二
〇
〇
〇
ド
ル
）
か
ら
〓
ハ
％
（
単
身
者
、
上
限
二
三
〇
〇
ド
ル
、
夫
婦
合
算
申
告
、
上
限
二
六
 
 

〇
〇
ド
ル
）
 
へ
引
上
げ
る
。
た
だ
し
項
目
別
控
除
（
主
に
高
所
得
者
が
選
択
す
る
）
は
不
変
。
人
的
控
除
に
よ
る
減
税
額
五
三
億
ド
ル
、
 
 

概
算
控
除
に
よ
る
減
税
額
二
五
億
ド
ル
。
い
ず
れ
も
七
五
年
限
り
の
一
時
的
措
置
。
 
 

（
9
）
 
「
調
整
粗
所
得
」
 
（
個
人
の
全
所
得
に
事
実
上
等
し
い
、
自
営
業
主
の
ば
あ
い
は
所
得
を
得
る
た
め
に
か
か
る
経
常
を
差
引
い
た
所
得
額
）
 
 

か
ら
人
的
・
所
得
控
除
を
差
引
い
た
の
が
「
課
税
所
得
」
で
あ
り
、
「
課
税
所
得
」
に
所
定
税
率
を
乗
じ
て
個
人
所
得
税
額
が
算
出
さ
れ
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
人
的
・
所
得
控
除
の
引
上
げ
は
課
税
率
引
下
げ
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に
じ
じ
つ
上
減
税
措
置
に
な
る
。
た
だ
し
中
高
所
得
 
 

層
に
た
い
し
て
減
税
効
果
が
よ
り
大
き
い
税
率
一
律
引
下
げ
の
ば
あ
い
と
は
興
り
、
概
算
所
得
控
除
・
人
的
控
除
等
の
引
上
げ
措
置
は
む
 
 

し
ろ
低
所
得
層
重
点
の
減
税
に
な
る
。
 
 

第
三
に
、
そ
の
他
の
個
人
所
得
税
軽
減
措
置
と
し
て
、
勤
労
所
得
税
額
控
除
（
資
本
所
得
を
の
ぞ
く
賃
金
等
勤
労
所
得
＝
「
調
整
粗
所
 
 

得
」
の
四
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
に
つ
き
、
そ
の
一
〇
％
を
税
額
控
除
す
る
。
四
〇
〇
〇
ド
ル
超
に
つ
い
て
は
超
過
分
の
一
〇
％
ず
つ
逐
次
減
 
 

額
さ
れ
て
「
調
整
粗
所
得
」
八
〇
〇
〇
ド
ル
で
ゼ
ロ
に
な
る
、
「
負
の
所
得
税
」
還
付
が
あ
る
、
扶
養
子
女
を
も
つ
納
税
者
の
み
に
適
 
 

用
）
、
二
九
億
ド
ル
。
子
女
養
育
蟄
税
額
控
除
（
就
労
す
る
た
め
に
子
女
を
第
三
者
に
託
す
経
費
の
〓
疋
額
を
税
額
控
除
す
る
）
の
一
部
割
 
 

増
し
、
一
億
ド
ル
。
住
宅
購
入
税
額
控
除
（
七
五
年
三
月
二
五
日
以
前
に
完
成
し
た
か
ま
た
は
同
時
点
に
建
設
中
の
新
住
宅
の
購
入
代
金
 
 

の
五
％
を
税
額
控
除
す
る
、
た
だ
し
上
限
二
〇
〇
〇
ド
ル
）
、
六
億
ド
ル
。
い
ず
れ
も
七
五
年
に
限
る
。
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

九   



買
 
 

右
の
個
人
所
得
減
税
総
額
は
一
八
一
億
ド
ル
で
、
七
五
年
度
連
邦
個
人
所
得
税
収
総
額
の
一
嵐
％
に
相
当
し
、
絶
対
額
と
し
て
は
一
九
 
 

六
四
年
ケ
ネ
デ
ィ
所
得
減
税
の
二
〇
億
ド
ル
を
も
上
回
る
配
上
散
大
の
減
税
規
模
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
ほ
か
、
法
人
所
得
税
減
税
 
 

と
し
て
、
投
資
税
額
控
除
率
の
引
上
げ
（
有
形
資
産
取
得
額
の
一
定
割
合
を
税
轍
か
ら
控
除
す
る
制
度
で
、
現
行
七
％
を
一
〇
％
へ
割
増
 
 

し
す
る
、
公
益
事
業
の
有
形
資
産
に
つ
い
て
も
現
行
四
％
を
一
〇
％
と
す
る
、
七
五
年
の
み
に
適
用
を
限
る
）
、
三
三
億
ド
ル
及
び
中
小
企
 
 

業
・
法
人
所
得
税
率
引
下
げ
（
二
五
〇
〇
ド
ル
以
下
の
法
人
「
純
所
得
」
（
総
所
得
か
ら
事
業
で
生
じ
た
費
用
を
控
除
し
た
所
得
）
に
対
し
 
 

て
現
行
二
二
％
を
二
〇
％
へ
引
下
げ
、
二
五
〇
〇
〇
～
五
万
ド
ル
の
「
純
所
得
」
に
対
し
て
現
行
四
八
％
を
二
二
％
に
引
下
げ
る
、
七
五
 
 

年
に
限
る
）
、
一
五
億
ド
ル
が
あ
り
、
法
人
減
税
計
四
八
億
ド
ル
を
加
え
る
と
、
「
七
五
年
減
税
法
」
に
よ
る
減
税
規
模
は
合
計
二
二
九
億
 
 

ド
ル
で
、
石
油
∵
ガ
ス
減
耗
控
除
の
廃
止
お
よ
び
海
外
所
得
取
扱
い
措
置
の
変
更
に
と
も
な
う
法
人
税
増
税
二
〇
億
ド
ル
を
差
引
け
ば
、
 
 

総
額
二
〇
九
億
ド
ル
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
以
上
、
T
h
e
B
u
d
g
e
t
O
ご
h
e
U
．
S
．
G
O
完
r
n
m
e
阜
f
．
y
」
桓
コ
ー
A
．
S
．
C
a
m
p
a
習
a
も
p
．
C
i
t
．
－
 
 

C
h
a
p
J
N
な
ど
参
照
）
。
 
 
 

な
お
、
右
の
払
戻
し
方
式
中
心
の
減
税
計
画
の
財
源
は
、
赤
字
国
儀
の
増
発
に
求
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ォ
ー
ド
減
税
政
策
の
内
 
 

実
は
、
赤
字
国
債
発
行
で
調
達
さ
れ
た
政
府
財
政
資
金
を
ア
メ
リ
カ
家
計
部
門
へ
追
加
的
現
金
所
得
と
し
て
大
量
散
布
・
注
入
し
、
赤
字
 
 

（
川
）
 
 

財
政
に
も
と
づ
く
減
税
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
機
構
を
と
お
し
て
、
民
間
消
常
購
買
力
の
創
出
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

（
1
0
）
 
ち
な
み
に
、
州
政
府
の
主
た
る
財
源
は
、
ガ
ソ
リ
ン
・
タ
バ
コ
等
個
別
消
蟄
税
お
よ
び
小
売
売
上
税
、
地
方
政
府
の
そ
れ
は
財
産
税
で
、
 
 

個
人
・
法
人
所
得
税
中
心
の
連
邦
に
比
べ
、
収
入
の
弾
力
性
が
低
く
、
か
つ
借
入
能
力
も
相
対
的
に
低
い
か
ら
、
州
・
地
方
政
府
が
景
気
 
 

振
興
の
た
め
の
租
税
政
策
を
施
行
す
る
余
地
は
い
ち
じ
る
し
く
小
さ
い
。
し
か
も
全
政
府
税
収
に
し
め
る
州
及
び
地
方
政
府
の
比
率
が
そ
 
 

れ
ぞ
れ
二
〇
・
一
％
、
一
四
・
一
％
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
連
邦
政
府
の
そ
れ
は
約
七
割
を
し
め
て
い
る
 
（
七
〇
年
度
の
数
字
、
R
．
A
．
 
 

M
u
s
g
r
a
扁
紆
P
．
B
．
M
u
s
g
r
a
く
佃
．
〇
p
．
C
i
t
．
∵
忘
率
㌣
℃
．
㌍
ご
。
租
税
政
策
を
含
む
財
政
政
策
の
実
施
主
体
が
ほ
と
ん
ど
連
邦
政
府
に
限
ら
 
 
 



れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
 
 
 

一
九
七
六
年
に
も
、
フ
ォ
ー
ド
政
権
は
ひ
き
つ
づ
き
同
様
な
減
税
政
策
を
断
行
し
た
。
七
五
年
一
〇
月
に
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
に
よ
っ
 
 

て
減
税
継
続
立
法
と
し
て
提
案
さ
れ
 
ー
 
「
七
五
年
減
税
法
」
 
の
有
効
期
限
は
七
五
年
末
ま
で
で
あ
っ
た
か
ら
 
－
、
同
年
一
二
月
に
成
 
 

立
し
た
「
一
九
七
五
年
歳
入
調
整
法
」
 
（
R
e
扁
n
亡
e
A
岳
u
s
t
m
e
n
t
A
c
t
O
〓
笥
㌣
有
効
期
間
は
七
六
年
前
半
の
六
カ
月
間
の
み
）
と
引
つ
 
 

づ
き
七
六
年
一
〇
月
に
成
立
し
た
「
一
九
七
六
年
税
制
改
革
法
」
（
T
a
舛
R
e
f
宅
m
A
c
t
O
〓
雪
空
に
も
と
づ
く
所
得
減
税
計
画
は
つ
ぎ
 
 

の
と
お
り
で
あ
る
。
Ⅲ
所
得
控
除
と
し
て
、
最
低
概
算
控
除
の
引
上
げ
（
現
行
〓
ニ
0
0
ド
ル
を
、
単
身
者
一
七
〇
〇
ド
ル
、
夫
婦
合
算
 
 

申
告
二
〟
0
0
ド
ル
ヘ
引
上
げ
る
）
、
似
同
じ
く
比
例
法
概
算
控
除
率
の
引
上
げ
（
現
行
「
調
整
粗
所
得
」
の
一
五
％
（
最
高
二
〇
〇
〇
ド
 
 

ル
）
か
ら
、
一
六
％
（
単
身
者
最
高
二
四
〇
〇
ド
ル
、
夫
婦
合
算
申
告
煎
高
二
八
〇
〇
ド
ル
）
へ
引
上
げ
る
）
、
㈱
勤
労
所
得
税
額
控
除
（
扶
 
 

養
子
女
を
も
つ
、
「
調
整
組
所
得
」
八
〇
〇
〇
ド
ル
未
満
の
家
庭
に
た
い
す
る
控
除
、
「
七
五
年
減
税
法
」
の
そ
れ
と
要
件
と
内
容
は
同
 
 

じ
）
、
㈱
扶
養
家
族
税
額
控
除
（
扶
養
家
族
一
人
当
り
に
つ
き
三
五
ド
ル
の
減
税
も
し
く
は
九
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
の
「
課
税
所
得
L
に
つ
き
 
 

そ
の
二
％
相
当
額
の
減
税
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
自
由
に
選
択
）
、
㈲
住
宅
購
入
税
額
控
除
は
廃
止
。
以
上
の
個
人
所
得
減
税
額
合
計
は
一
 
 

三
五
億
ド
ル
。
そ
の
ほ
か
「
七
五
年
減
税
法
」
と
同
様
な
投
資
税
額
控
除
及
び
法
人
所
得
税
率
引
下
げ
に
よ
る
法
人
減
税
二
五
億
ド
ル
を
 
 

加
え
る
と
、
一
九
七
六
年
の
減
税
額
総
計
は
一
六
〇
億
ド
ル
で
あ
り
、
七
五
年
の
減
税
規
模
に
比
べ
、
個
人
所
得
減
税
幅
、
減
税
総
額
と
 
 

も
に
そ
れ
ぞ
れ
四
六
倍
ド
ル
、
四
九
億
ド
ル
下
回
っ
て
い
る
 
（
以
上
T
h
e
B
u
d
g
e
t
O
〓
h
e
⊂
．
S
．
G
O
完
r
ロ
m
e
n
t
㌦
．
y
」
笥
∞
も
p
．
∽
？
諾
－
 
 

E
n
O
n
O
m
i
c
R
e
p
O
r
t
O
f
t
h
e
P
r
e
s
i
d
e
n
t
L
警
句
も
p
．
謡
・
謡
参
照
）
。
こ
れ
は
、
七
五
年
後
半
か
ら
の
景
気
回
復
が
つ
づ
き
、
七
六
年
第
 
 

Ⅰ
四
半
期
に
は
実
質
G
N
P
が
景
気
後
退
前
の
ピ
ー
ク
 
（
七
三
年
第
Ⅳ
四
半
期
）
 
の
水
準
を
上
回
る
に
至
っ
た
こ
と
と
、
な
お
い
ぜ
ん
と
 
 

し
て
高
率
の
イ
ン
フ
レ
が
つ
づ
い
て
い
た
事
情
（
七
六
年
の
消
費
者
物
価
上
昇
率
は
五
・
八
％
）
 
に
鑑
み
、
七
五
年
に
お
け
る
大
型
戻
税
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
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望
 
 

（
‖
－
 
 

の
よ
う
な
大
幅
な
所
得
減
税
の
実
施
が
同
年
に
は
さ
し
控
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
 
 

（
1
1
）
 
「
二
年
間
の
不
況
を
経
て
も
な
お
五
％
を
保
つ
イ
ン
フ
レ
率
の
こ
と
を
危
慣
し
た
フ
ォ
ー
ド
は
」
、
七
六
年
に
は
、
「
減
税
を
魅
力
阻
止
 
 

し
、
記
録
的
な
数
に
の
ぼ
る
議
会
の
特
別
会
計
支
出
法
案
を
拒
否
し
続
け
た
」
（
D
．
C
a
－
1
e
タ
↓
h
e
i
m
p
e
r
i
O
u
S
打
O
n
O
m
y
一
－
麗
が
山
岡
清
 
 

二
訳
『
ア
メ
リ
カ
経
済
は
何
故
こ
う
な
っ
た
か
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
三
年
、
一
八
七
東
）
。
 
 

他
方
、
こ
の
間
、
財
政
支
出
は
膨
張
し
た
。
七
六
年
度
の
連
邦
歳
出
は
対
前
年
度
此
一
二
・
四
％
増
、
七
七
年
度
の
そ
れ
も
同
じ
く
一
 
 

二
二
「
％
増
加
し
て
い
る
（
T
h
e
B
u
d
g
e
t
O
ご
b
e
U
．
S
．
G
O
詔
r
n
．
㌫
y
」
虫
摩
℃
．
缶
－
よ
り
算
出
）
。
主
に
、
七
五
年
以
降
に
お
け
る
 
 

「
老
齢
遺
族
障
害
保
険
年
金
」
制
度
へ
の
「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
」
の
適
用
実
施
や
「
ピ
ル
ト
・
イ
ン
・
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
」
機
構
に
も
と
 
 

づ
く
失
業
保
険
給
付
・
A
F
D
C
（
被
扶
養
児
童
家
族
扶
助
）
等
公
的
扶
助
支
出
の
膨
張
に
よ
り
、
社
会
保
障
関
係
支
出
が
著
増
し
た
た
 
 

め
で
あ
る
。
七
五
1
七
七
年
度
間
に
、
国
防
支
出
の
対
連
邦
歳
出
比
率
が
二
六
・
六
％
か
ら
二
四
・
六
％
へ
低
下
し
て
い
る
に
た
い
し
て
 
 

社
会
保
障
関
係
支
出
（
社
会
保
険
・
公
的
扶
助
・
保
撃
の
そ
れ
は
凹
一
・
八
％
か
ら
四
三
二
％
へ
、
そ
の
他
退
役
軍
人
費
・
教
育
・
 
 

一
般
行
政
費
等
の
比
率
旦
l
二
・
七
％
か
ら
三
二
・
五
％
へ
増
加
し
て
い
る
（
i
b
i
d
．
も
p
．
缶
？
畠
－
よ
り
算
出
）
。
い
ま
七
〇
年
度
と
七
六
 
 

年
度
の
連
邦
歳
出
に
し
め
る
割
合
を
み
る
と
、
国
防
支
出
が
四
〇
こ
ニ
％
か
ら
二
四
∵
六
％
へ
激
減
し
て
い
る
の
と
は
反
対
に
、
社
会
保
 
 

障
関
係
支
出
は
二
八
・
五
％
か
ら
四
三
・
九
へ
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
七
〇
年
代
以
降
に
は
国
防
支
出
に
 
 

代
っ
て
社
会
保
障
関
係
そ
の
他
教
育
支
出
が
連
邦
財
政
支
出
膨
張
の
主
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
間
、
右
の
財
政
拡
大
に
見
合
っ
て
拡
張
的
金
融
政
策
も
稟
施
さ
れ
た
。
財
政
政
策
と
金
融
政
策
と
は
通
常
、
「
連
邦
政
府
が
 
 

支
出
増
加
も
し
く
は
減
税
を
行
え
ば
、
企
業
や
個
人
は
事
業
拡
大
の
た
め
に
追
加
資
金
が
必
要
に
な
る
…
…
し
た
が
っ
て
財
政
政
策
が
十
 
 

分
に
有
効
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
金
融
政
策
の
補
完
的
授
肋
が
必
要
で
あ
る
」
（
J
．
A
．
P
e
c
h
m
a
n
一
F
e
d
2
r
a
－
T
a
舛
P
0
1
i
c
y
」
党
葬
も
p
・
 
 
 



〓
⊥
N
）
 
と
い
う
ポ
リ
シ
ィ
ミ
ッ
ク
ス
的
見
地
か
ら
、
金
融
緩
和
策
が
志
向
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
の
公
定
歩
合
は
、
 
 
 

七
四
年
の
七
。
八
三
％
か
ら
七
五
、
七
六
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
六
・
二
五
、
五
・
五
〇
％
 
（
年
平
均
）
 
へ
引
下
げ
ら
れ
、
マ
ネ
ー
・
サ
プ
ラ
 
 
 

イ
沌
（
現
金
＋
当
座
預
金
＋
定
期
性
預
金
十
M
M
F
）
 
の
増
加
年
率
も
同
じ
く
七
・
九
％
か
ら
八
二
ニ
、
一
〇
・
九
％
へ
増
加
し
て
い
る
 
 

（
A
．
S
．
C
a
m
p
a
閃
n
a
－
O
p
．
C
i
t
．
｝
p
p
．
缶
干
き
ー
）
。
 
 
 

2
 
カ
ー
タ
ー
政
権
の
政
策
 
 
 

一
九
七
六
年
秋
の
大
統
領
選
華
は
、
現
職
の
フ
ォ
ー
ド
と
前
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
知
事
－
・
カ
ー
タ
ー
民
主
党
候
補
と
の
間
で
争
わ
れ
た
。
 
 

同
選
挙
戦
で
、
フ
ォ
ー
ド
が
イ
ン
フ
レ
再
燃
防
止
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
よ
り
一
層
の
景
気
刺
激
政
策
の
採
択
に
消
極
的
態
度
を
と
っ
た
 
 
 

の
に
た
い
し
て
、
カ
ー
タ
ー
は
、
「
現
大
統
領
は
失
業
問
題
と
経
済
成
長
刺
激
に
十
分
に
力
を
入
れ
て
い
な
い
」
と
攻
撃
し
、
碑
梅
的
景
気
 
 
 

振
興
施
策
と
今
後
五
年
間
に
お
け
る
経
済
成
長
率
年
平
均
五
～
六
％
お
よ
び
失
業
率
四
～
四
・
五
％
水
準
の
実
現
達
成
を
公
約
し
、
結
局
 
 
 

後
者
が
僅
少
差
な
が
ら
勝
利
を
収
め
た
。
そ
し
て
大
統
領
就
任
式
直
前
の
七
七
年
一
月
七
日
に
、
カ
ー
タ
ー
は
早
速
公
約
ど
お
り
に
 
「
一
 
 
 

九
七
七
・
七
八
年
に
失
業
率
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
る
た
め
に
実
質
G
N
P
の
成
長
率
を
引
上
げ
る
こ
と
」
を
目
標
に
し
て
、
公
共
事
業
雇
 
 
 

榊
の
拡
大
■
職
業
訓
練
蘭
の
増
額
・
一
人
当
り
五
〇
ド
ル
の
所
得
税
払
戻
し
減
税
計
画
を
内
容
と
す
る
大
規
模
な
包
括
的
景
気
刺
激
政
策
 
 

を
発
表
し
た
。
同
包
括
計
画
の
中
心
が
減
税
に
よ
る
需
要
の
拡
大
に
お
か
れ
た
の
は
前
任
フ
ォ
ー
ド
政
権
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
。
 
 
 

同
提
案
に
も
と
づ
き
七
七
年
五
月
下
旬
に
議
会
の
承
認
を
え
て
成
立
し
た
 
「
一
九
七
七
年
減
税
・
簡
素
化
法
」
 
（
T
a
舛
R
e
d
u
c
t
i
O
n
a
n
d
 
 

S
i
m
p
－
i
f
i
c
a
t
i
O
n
A
c
t
O
〓
票
ご
 
の
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
川
「
一
律
概
算
所
得
控
除
」
の
引
上
げ
 
（
現
行
の
最
低
・
比
例
法
 
 

概
算
控
除
を
、
一
律
概
算
控
除
巴
a
t
s
t
a
ロ
d
a
r
d
d
e
d
u
c
t
i
O
n
に
統
合
・
一
本
化
し
た
上
で
、
単
身
者
二
二
〇
〇
ド
ル
、
夫
婦
合
算
申
告
三
 
 

二
〇
〇
ド
ル
へ
引
上
げ
る
。
「
七
五
年
減
税
法
L
及
び
「
七
六
年
税
制
改
革
法
」
の
最
低
概
算
控
除
の
ば
あ
い
の
所
得
控
除
額
は
そ
れ
ぞ
れ
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
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率
を
二
二
％
か
ら
二
〇
％
へ
、
つ
ぎ
の
二
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
に
対
す
る
税
率
を
四
八
％
か
ら
二
二
％
へ
引
下
げ
る
、
「
純
所
得
」
五
万
 
 

ド
ル
超
に
対
し
て
は
四
八
％
の
ま
ま
で
不
変
）
、
㈱
包
括
的
景
気
刺
激
政
策
に
含
ま
れ
て
い
た
払
戻
し
減
税
計
画
は
、
イ
ン
フ
レ
再
燃
・
加
 
 

速
化
の
恐
れ
の
理
由
を
も
っ
て
、
議
会
審
議
の
中
途
で
削
除
さ
れ
た
。
 
 

（
1
2
）
 
 
 

右
の
「
七
七
年
減
税
・
簡
素
化
法
」
に
も
と
づ
く
減
税
規
模
は
、
七
七
年
度
一
八
五
億
ド
ル
、
七
八
年
度
二
八
二
億
ド
ル
 
（
第
2
表
参
 
 

照
）
。
そ
の
他
合
わ
せ
て
、
七
七
年
五
月
成
立
の
「
経
済
刺
激
支
出
権
限
法
」
（
E
c
O
n
O
m
i
c
 
S
t
i
m
u
ど
s
 
A
p
p
r
O
p
r
i
a
t
i
O
n
S
A
c
t
）
に
よ
 
 

り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
・
職
業
訓
練
雇
用
計
画
・
公
共
事
業
・
州
へ
の
地
方
交
付
金
計
二
一
〇
億
ド
ル
が
議
会
で
承
認
さ
れ
て
い
る
（
七
七
 
 

～
七
八
年
の
両
年
に
使
用
予
定
）
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
カ
ー
タ
ー
政
権
の
七
七
年
減
税
な
ど
「
景
気
刺
激
計
画
は
七
七
年
央
ま
で
に
政
府
 
 
 

第2襲 カーター政権の減税計画（1）  

（1977“78年度，川億ドル）  

会計年度   1977   柑了8   

個人所得税   ー17．4  －24．2   

うち柑了6年税制改革法  －13．2  － 8．7   

197丁年減税・簡素化法  － 2．Ⅰ  －15．3   

法人所得税   － 2．5  － 3．l   

うち1976年税制改革法  － 2．6  － 3．5   

柑77年減税・簡素化法  － 0．6  － 2．5   

その他   

（財産・贈与税等）（2）   
J．4  ーl．0  

合計   一柑．5  －28．2   

川「‡977年減税・簡素化法」は，「】9了6年   

税制改革法」による減税の延長と，追加   

的減税措置からなる。同法は柑77，78年   

の減税を規定している。  

このほか「1975年減税法」「1975年歳   

入調整法」による減税の一部が含まれ   

る。  

（2）「I976年税制改革法」による。   

（出所）BudgetoftheU．S，Government．f．   

y．19了9，P．5l．  

四
四
 
 
 

単
身
者
一
六
〇
〇
ド
ル
、
一
七
〇
〇
ド
ル
、
夫
婦
合
算
 
 

申
告
一
九
〇
〇
ド
ル
、
ニ
ー
〇
〇
ド
ル
で
あ
っ
た
）
、
仏
 
 

塔
用
税
額
控
除
 
（
被
傭
者
数
が
前
年
よ
り
二
％
以
上
増
 
 

加
し
た
ば
あ
い
、
新
規
被
傭
者
の
賃
金
の
二
分
の
一
あ
 
 
 

る
い
は
一
人
当
り
二
一
〇
〇
ド
ル
の
う
ち
の
低
い
方
の
 
 

金
額
分
の
税
額
控
除
を
認
め
る
。
最
高
一
〇
万
ド
ル
ま
 
 

で
。
一
九
七
七
、
七
八
暦
年
に
適
用
）
、
㈲
扶
養
家
族
税
 
 

額
控
除
及
び
勤
労
所
得
税
額
控
除
（
「
七
六
年
税
制
改
革
 
 

法
」
の
そ
れ
と
同
じ
）
、
㈲
法
人
所
得
税
率
軽
減
（
最
初
 
 

の
「
純
所
得
」
二
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
に
対
す
る
税
 
 



支
出
と
偶
人
可
処
分
所
得
を
増
や
し
は
じ
め
、
そ
の
刺
激
効
果
は
同
年
後
半
期
を
通
じ
て
増
大
し
て
い
っ
た
」
竃
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
 
t
h
e
 
 

P
r
e
s
i
d
e
n
t
」
笥
∞
も
．
∽
∞
）
 
の
で
あ
っ
た
。
 
 

（
1
2
）
 
一
九
七
四
年
四
月
成
立
の
予
算
制
度
改
革
法
に
よ
り
、
従
来
七
～
六
月
で
あ
っ
た
会
計
年
度
が
一
〇
～
九
月
へ
変
更
き
れ
 
（
終
る
月
の
 
 

属
す
る
年
が
年
度
の
呼
称
）
、
七
七
年
度
か
ら
実
施
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
。
同
会
計
年
度
の
切
り
替
え
に
と
も
な
い
、
臨
時
に
七
六
年
七
～
九
 
 

月
間
の
移
行
期
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
七
七
年
度
の
予
算
期
間
は
七
六
年
一
〇
月
～
七
七
牛
丸
月
、
七
八
年
度
は
同
じ
 
 

く
七
七
年
一
〇
月
～
七
八
年
九
月
で
あ
る
。
 
 

さ
ら
に
、
七
八
年
一
月
公
表
の
 
「
七
八
年
経
済
教
書
」
で
、
カ
ー
タ
ー
大
統
領
は
「
ア
メ
リ
カ
経
済
は
持
続
的
成
長
の
第
四
年
目
に
入
 
 

り
つ
つ
あ
る
…
…
だ
が
、
長
期
的
に
み
る
と
、
追
加
的
な
財
政
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
経
済
成
長
は
鈍
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
…
…
 
 

そ
れ
ゆ
え
一
九
七
九
年
と
そ
の
後
に
お
い
て
も
経
済
が
満
足
す
べ
き
テ
ン
ポ
で
成
長
し
つ
づ
け
る
た
め
に
、
政
府
は
総
額
二
五
〇
億
ド
ル
 
 

の
個
人
及
び
法
人
減
税
を
提
案
す
る
」
富
i
d
．
も
．
詔
）
と
需
要
拡
張
政
策
を
継
続
す
る
旨
の
基
本
方
針
を
鮮
明
し
て
、
個
人
所
得
減
税
（
税
 
 

率
引
下
げ
と
一
人
当
り
二
四
〇
ド
ル
の
税
額
控
除
、
減
税
規
模
一
七
〇
億
ド
ル
）
、
法
人
所
得
減
税
（
法
人
税
率
引
下
げ
と
一
〇
％
の
投
資
 
 

税
飯
控
除
適
用
の
拡
大
、
減
税
額
六
〇
億
ド
ル
、
以
上
い
ず
れ
も
七
八
年
一
〇
月
山
日
か
ら
発
効
予
定
）
お
よ
び
電
話
消
常
税
廃
止
（
七
 
 

西
側
世
界
全
体
の
経
済
成
長
を
共
同
で
牽
引
す
．
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
機
関
車
」
論
を
、
国
際
会
議
二
七
七
年
五
月
の
第
三
回
ロ
ン
ド
ン
・
 
 

八
年
一
〇
月
一
日
発
効
）
・
連
邦
失
業
保
険
税
率
引
下
げ
 
（
七
九
年
一
月
一
日
以
降
か
ら
現
行
〇
・
七
％
か
ら
〇
・
五
％
へ
下
げ
る
、
両
者
 
 

で
減
税
額
二
〇
億
ド
ル
）
を
内
容
と
す
る
合
計
二
五
〇
億
ド
ル
に
の
ば
る
一
九
七
八
年
減
税
計
画
を
発
表
し
た
。
な
お
、
カ
ー
タ
ー
大
統
 
 

領
は
七
七
年
の
包
括
的
景
気
刺
激
政
策
や
七
八
年
減
税
計
画
に
依
拠
し
て
、
ア
メ
リ
カ
・
西
ド
イ
ツ
・
日
本
の
三
国
が
機
関
車
に
な
っ
て
 
 
 

サ
ミ
ッ
ト
、
七
八
年
七
月
の
第
四
回
ボ
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
）
 
で
提
唱
し
て
い
る
。
 
 
 

他
方
こ
の
間
、
財
政
支
出
も
フ
ォ
ー
ド
政
権
期
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
社
会
保
障
関
係
費
を
中
心
に
し
て
増
大
し
 
（
七
七
年
度
の
対
前
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 



累
 
 
 

年
度
此
支
出
は
九
・
九
％
咽
、
七
八
年
度
の
そ
れ
は
一
一
・
九
％
増
加
、
0
0
u
d
g
e
t
O
f
t
h
e
U
．
S
．
G
O
扁
m
m
e
n
｛
㌦
y
」
蛮
声
も
・
∽
謡
よ
り
 
 

算
出
）
、
ま
た
金
融
も
大
幅
に
緩
和
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
の
公
定
歩
合
は
七
六
年
の
五
・
五
〇
％
か
ら
七
七
年
に
は
五
・
四
六
％
へ
 
 

2
 
引
つ
づ
き
引
下
げ
ら
れ
、
七
七
年
の
M
増
加
率
も
対
前
年
比
一
二
・
七
％
へ
増
加
し
て
い
る
。
 
 

■
H
｝
 
 
 

結
局
、
イ
ン
フ
レ
抑
制
量
点
へ
政
策
転
換
す
る
七
八
年
央
頃
ま
で
の
間
、
カ
ー
タ
ー
政
権
は
フ
ォ
ー
ド
政
権
と
同
様
に
拡
張
的
財
政
・
 
 

金
融
政
策
に
よ
る
高
圧
的
経
済
政
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
「
カ
ー
タ
ー
政
権
の
経
済
政
策
は
が
い
し
て
拡
張
的
で
あ
っ
た
L
（
R
・
D
O
r
n
t
 
 

b
u
s
h
a
n
d
S
．
F
i
s
c
h
e
r
も
p
．
C
i
t
．
㌫
t
h
」
憲
○
－
℃
．
－
澄
）
 
の
で
あ
る
。
 
 

（
ほ
）
 
七
八
草
に
入
る
と
イ
ン
フ
レ
が
激
化
し
た
。
消
聴
音
物
価
上
昇
年
率
は
、
七
六
寧
四
・
八
％
、
七
七
年
に
六
・
八
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
 
 

た
の
が
、
七
八
年
に
は
い
ち
じ
る
し
く
加
速
化
し
て
九
・
〇
％
に
ま
で
上
昇
し
た
。
こ
の
た
め
、
カ
ー
タ
ー
政
権
は
「
イ
ン
フ
レ
抑
制
が
 
 

必
要
で
あ
る
…
…
金
融
・
財
政
上
の
引
締
め
政
策
に
よ
っ
て
経
済
成
長
の
速
度
を
穏
や
か
な
も
の
に
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
E
c
〇
・
R
e
p
・
 
 

〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
一
－
笥
や
p
．
笠
と
主
張
し
て
、
七
八
牛
鬼
頃
か
ら
総
需
要
引
締
め
政
策
へ
転
向
し
て
い
る
。
「
一
九
七
八
年
中
に
イ
ン
フ
レ
 
 

が
加
速
化
し
、
失
業
が
予
想
よ
り
も
早
く
低
下
す
る
に
及
ん
で
、
総
需
要
管
理
政
策
は
そ
の
焦
点
を
変
え
…
…
財
政
・
金
融
政
策
は
引
締
 
 

め
方
向
へ
転
換
し
た
」
の
で
あ
っ
た
（
i
b
i
d
．
↓
p
．
㌫
）
。
じ
つ
さ
い
に
、
七
八
年
年
鎖
に
公
表
さ
れ
た
大
幅
減
税
計
画
が
、
七
八
年
四
月
に
 
 

撤
回
さ
れ
、
相
対
的
に
小
幅
な
減
税
計
画
へ
修
正
・
蒋
接
塞
し
直
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
一
〇
月
に
は
連
邦
歳
出
抑
制
・
財
政
赤
字
削
減
と
 
 

貸
金
・
物
価
統
制
を
骨
子
と
す
る
「
総
合
イ
ン
フ
レ
対
策
」
糟
箭
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
 
 

3
 
財
政
赤
字
の
膨
張
 
 
 

フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
政
権
に
よ
る
積
極
的
拡
大
財
政
政
策
を
反
映
し
て
、
こ
の
間
財
政
赤
字
が
激
増
し
た
。
連
邦
財
政
支
出
の
対
G
 
 

N
P
比
率
が
、
六
〇
年
代
二
ハ
○
～
六
九
年
度
）
平
均
一
九
・
五
％
、
L
O
年
代
前
半
期
（
七
〇
～
七
四
年
度
）
平
均
二
〇
・
四
％
で
あ
 
 

っ
た
の
が
、
七
五
～
七
八
年
度
に
は
平
均
二
二
二
ニ
％
に
増
加
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
財
政
収
入
（
消
蟄
税
。
関
税
・
非
 
 

租
税
収
入
も
含
む
）
 
の
対
G
N
P
比
率
は
同
じ
く
一
八
・
七
％
、
一
九
・
二
％
か
ら
一
九
・
三
％
へ
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
 
 
 



第3表 連邦財政収支  

（10億ドル）  

会計  支出（1）  収入  財政収支  

対GNP  収支尻   のGNP比  対GNP  

年度  額   比率（％）  （％）   

柑60～6坪均  】30．I  19．5  124．5  18．7  － 5．6  － 0．8  
1970  196．6  20．5  I93．7  20．2  － 2．8  － 0．3  382．6  39．9   

了1  21l．4  20．7  188．4  【8．5  －23，0  － 2．3  409．5  40．2   

72  232．0  20．9  208．6  I8．8  －23．4  － 2．1  437．3  39．4   

73  247．l  20．0  232．2  】8．8  ー14．8  ーl．2  468．4  37．9   

了4  269．6  19．8  264．9  19．5  － 4．7  － 0．3  486．2  35．8   

75  326．2  22．4  28l．0  19．3  －45．2  － 3」  544．l  37．3   

76  366．4  22．6  300．0  18．5  －66．4  － 4．l  63l．9  39．0   

移行期  94．7    8L8  ー13．0  

了7  402．7  22．0  357．8  19．5  －45．0  － 2．5  709．l  38．了   

了8  450．8  22．l  402．0  19．7  －48．8  － 2．4  了80．4  38．2   

了9（2）  493．4  2l．6  456．0  】9．9  －37．4  －【．6  839．2  36．了   

由（2）  53！．6  2l．2  502．6  20．】  －29．0  －l．2  899．0  35．9   

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

（l）統合予算（予算外支出を除く）。  

（2）評価。  
（出所）TheBudgetoftheU・S・Government．f・y・1980，P：577，579，より算出。   

た
め
、
財
政
赤
字
高
は
六
〇
年
代
の
年
度
平
均
一
七
・
〇
億
ド
 
 

ル
、
七
〇
年
代
前
半
期
の
平
均
一
三
七
・
六
億
ド
ル
か
ら
、
七
 
 

五
－
七
八
年
度
に
は
じ
つ
に
四
四
九
二
ハ
億
～
六
六
四
・
三
億
 
 

ド
ル
、
年
度
平
均
五
一
三
・
六
億
ド
ル
へ
一
挙
に
拡
大
し
 
（
第
 
 

3
表
参
照
）
、
同
様
に
連
邦
財
政
赤
字
の
対
G
N
P
比
率
も
、
六
 
 

〇
年
代
平
均
〇
・
八
％
、
七
〇
年
代
前
半
期
平
均
一
ニ
ー
％
で
 
 

あ
っ
た
の
が
七
五
～
七
八
年
度
に
は
二
・
四
～
四
二
％
、
平
 
 

均
三
・
〇
％
に
増
大
し
、
こ
の
間
の
財
政
赤
字
は
「
絶
対
額
と
 
 

し
て
も
、
G
N
P
に
対
す
る
百
分
率
と
し
て
も
、
平
和
時
の
最
 
 
 

高
水
準
に
達
し
た
」
（
R
．
A
．
M
u
s
雫
a
完
紆
P
．
B
．
M
u
s
g
r
a
詔
－
 
 

O
p
．
C
i
t
㍉
忘
8
ヂ
邦
訳
、
七
九
九
京
）
。
そ
の
結
果
大
量
の
赤
字
国
 
 

債
が
増
発
さ
れ
、
国
債
発
行
残
高
は
七
四
年
末
の
四
八
六
l
一
億
 
 

ド
ル
か
ら
、
七
八
年
末
に
は
い
ち
や
く
六
割
方
増
加
し
て
七
八
 
 

〇
四
億
ド
ル
に
累
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
国
債
の
一
大
部
 
 

分
が
中
央
銀
行
に
よ
う
て
買
上
げ
ら
れ
、
国
内
通
貨
が
増
発
さ
 
 

れ
た
か
ら
、
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
M
 
（
現
金
通
貨
＋
当
座
預
金
）
、
 
 

り
】
 
M
の
増
加
年
率
が
六
〇
年
代
平
均
そ
れ
ぞ
れ
四
・
四
％
、
七
・
 
 

望
 
 
 



四
八
 
 
 

五
％
、
七
〇
年
代
前
半
期
平
均
六
・
〇
％
、
九
・
〇
％
で
あ
っ
た
の
が
、
七
五
－
七
八
年
に
は
平
均
そ
れ
ぞ
れ
六
・
五
％
、
〓
l
T
二
％
 
 

へ
い
ち
じ
る
し
く
増
大
し
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
巨
大
な
財
政
赤
字
と
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
増
加
は
、
七
〇
年
代
後
半
期
に
お
い
て
有
効
 
 

需
要
創
出
操
作
が
大
規
模
に
断
行
さ
れ
た
こ
と
の
端
的
な
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
 
 

さ
い
ご
に
こ
の
間
、
ド
ル
の
対
外
相
場
の
下
落
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
対
外
不
均
衡
と
内
需
拡
大
操
作
の
両
立
を
可
能
に
し
、
 
 

保
障
す
る
フ
ロ
ー
ト
制
の
下
で
、
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
 
政
権
は
「
経
常
収
支
赤
字
を
減
少
さ
せ
、
国
際
収
支
を
改
善
す
る
た
め
に
、
国
 
 

内
経
済
に
関
す
る
成
長
目
標
を
修
正
す
る
の
は
適
当
で
な
．
い
」
 
（
七
八
年
大
統
領
経
済
教
書
）
と
し
て
、
経
常
収
支
の
悪
化
、
ド
ル
相
場
の
 
 

下
落
を
座
視
し
、
成
り
行
き
に
ま
か
せ
た
ま
ま
で
、
完
全
雇
用
等
国
内
均
衡
優
先
の
内
需
拡
大
政
策
を
徹
底
的
に
追
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

ド
ル
の
実
効
為
替
レ
ー
ト
 
（
対
米
貿
易
額
で
加
重
平
均
し
た
主
要
一
一
方
国
通
貨
の
対
ド
ル
・
レ
ー
ト
に
よ
る
）
 
は
七
六
年
末
に
、
前
年
 
 

末
比
一
・
七
％
、
七
七
年
末
に
同
じ
く
二
・
九
％
、
七
八
年
一
〇
月
末
に
同
じ
く
二
〇
・
二
％
も
続
落
し
 
（
経
企
庁
『
世
界
経
済
白
書
 
 

昭
和
五
三
年
版
』
、
三
五
頁
、
ド
ル
の
対
円
レ
ー
ト
は
七
五
年
末
－
七
八
年
九
月
間
に
六
一
・
〇
％
下
落
）
、
七
八
年
一
一
月
に
、
深
刻
な
 
 

（
1
3
）
 
 

ド
ル
離
れ
が
お
こ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
ド
ル
防
衛
措
置
が
誅
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
て
や
っ
と
下
止
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
3
）
 
以
上
、
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
政
権
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
、
主
に
E
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
昏
e
P
r
e
s
i
．
L
笥
？
0
0
P
T
h
e
B
u
d
叫
e
t
O
f
t
h
e
 
 

U
一
S
．
G
O
完
r
n
m
e
n
t
－
f
．
y
」
笥
？
∞
－
－
A
．
S
一
C
a
m
p
a
叫
n
a
Y
O
p
．
C
i
t
．
．
c
h
a
p
．
i
メ
H
．
S
t
e
i
n
．
〇
p
．
C
i
t
．
｝
C
h
a
p
．
の
｝
R
．
D
O
m
b
u
s
c
h
a
n
d
 
 

S
一
F
i
s
c
h
e
r
も
p
．
C
i
t
．
」
笥
∞
－
C
h
a
p
∴
㌫
．
G
．
M
e
－
－
O
a
n
a
n
d
J
．
M
e
H
O
a
n
】
T
h
e
C
a
r
t
e
r
E
c
O
n
O
m
y
L
笥
0
0
な
ど
を
参
照
。
 
 

こ
 
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
展
開
 
 

六
〇
年
代
が
民
主
党
政
権
の
時
代
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
七
〇
～
八
〇
年
代
は
共
和
党
政
権
支
配
の
時
代
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
 
（
六
 
 
 



八
～
七
四
年
）
、
フ
ォ
ー
ド
（
七
四
～
七
六
年
）
に
つ
づ
き
、
カ
ー
タ
ー
民
主
党
政
権
一
期
（
七
七
～
八
〇
年
）
を
間
に
は
さ
ん
で
、
レ
ー
 
 

ガ
ン
大
統
領
に
統
率
さ
れ
た
共
和
党
政
権
が
、
八
一
年
一
月
に
発
足
し
た
 
（
前
掲
第
2
図
参
照
）
。
「
強
い
経
済
大
国
ア
メ
リ
カ
」
・
「
強
い
 
 

軍
事
大
国
ア
メ
リ
カ
」
の
再
生
を
旗
印
に
し
て
華
々
し
く
登
場
し
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
最
大
テ
ー
マ
は
、
何
と
い
っ
て
も
需
要
管
理
政
策
 
 

の
手
詰
り
の
打
破
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
五
〇
～
六
〇
年
代
に
た
い
す
る
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
国
内
経
済
の
最
大
の
相
違
は
、
 
 

高
イ
ン
フ
レ
率
な
い
し
イ
ン
フ
レ
基
調
の
い
ち
じ
る
し
い
上
昇
に
あ
っ
た
。
消
費
者
物
価
騰
貴
年
率
は
五
〇
～
六
〇
年
代
に
は
平
均
二
・
 
 

四
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
七
〇
～
八
〇
年
間
の
そ
れ
は
一
挙
に
九
・
七
％
へ
上
昇
し
、
食
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
を
の
ぞ
 
 

く
「
基
調
イ
ン
フ
レ
率
」
も
同
じ
く
六
〇
年
代
の
二
・
五
％
か
ら
七
〇
～
八
〇
年
間
に
は
八
・
五
％
へ
約
四
倍
の
水
準
に
高
騰
し
て
い
る
。
 
 

六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
「
ケ
ネ
デ
ィ
と
カ
ー
タ
ー
で
は
、
直
面
し
て
い
た
状
況
に
重
大
な
相
違
が
あ
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
：
…
■
適
度
に
 
 

物
価
が
安
定
L
た
期
間
を
引
き
継
い
だ
」
。
し
か
る
に
カ
ー
タ
ー
は
き
わ
め
て
高
率
の
「
イ
ン
フ
レ
の
一
〇
年
間
を
引
き
継
い
だ
」
（
H
．
 
 

S
t
e
i
n
】
O
p
・
C
i
t
・
ち
N
－
空
前
掲
訳
、
二
二
九
重
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
七
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
国
内
イ
ン
フ
レ
率
上
昇
の
 
 

基
礎
に
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
産
菜
の
供
給
能
力
の
脆
弱
化
・
非
弾
力
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
〓
疋
程
度
の
生
産
力
 
 

の
余
裕
な
い
し
供
給
弾
力
性
の
条
件
が
あ
っ
た
そ
れ
以
前
の
ば
あ
い
と
は
異
り
、
こ
こ
で
は
有
効
需
要
の
追
加
的
投
入
が
、
も
は
や
そ
れ
 
 

に
見
合
う
生
産
増
加
を
伴
わ
ず
、
む
し
ろ
イ
ン
フ
レ
加
速
化
に
直
結
す
る
傾
向
が
あ
り
、
「
需
要
拡
大
策
が
と
ら
れ
れ
ば
…
…
あ
っ
と
い
う
 
 

間
に
物
価
や
賃
金
の
上
昇
を
引
き
起
こ
」
し
、
「
は
る
か
に
ひ
ど
い
イ
ン
フ
レ
と
、
は
る
か
に
少
い
生
産
高
」
の
増
加
（
i
b
i
d
．
ち
N
岸
二
二
 
 

九
東
）
を
も
た
ら
す
だ
け
の
結
果
を
導
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
加
速
的
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
需
要
拡
張
が
制
限
さ
れ
、
 
 

失
業
率
が
な
か
な
か
下
ら
ず
、
逆
に
需
要
の
引
締
め
な
い
し
削
減
に
よ
っ
て
、
景
気
後
退
が
生
じ
て
も
、
な
か
な
か
物
価
低
下
に
つ
な
が
 
 

ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
需
要
削
減
が
徹
底
的
に
断
行
さ
れ
れ
ば
、
物
価
の
目
立
っ
た
下
落
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
深
刻
な
不
況
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

四  
九   



吾
 
 
 

と
大
量
失
業
の
発
生
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
と
う
て
い
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
七
〇
年
代
に
は
、
高
率
失
業
と
高
率
イ
ン
フ
 
 

レ
が
共
存
し
、
「
失
業
は
危
険
な
ほ
ど
の
高
水
準
に
達
し
、
し
か
も
…
…
物
価
は
下
が
ら
な
」
い
〔
p
．
宅
○
－
f
e
－
A
m
e
r
i
c
a
I
m
p
a
s
s
e
L
岩
－
－
 
 

杉
本
正
哉
訳
『
現
代
ア
メ
リ
カ
政
治
の
軌
跡
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
、
三
一
六
頁
）
と
い
う
い
わ
ゆ
る
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
 
 

ン
状
況
が
生
じ
た
。
じ
じ
つ
七
〇
年
代
後
半
期
に
は
失
業
率
は
最
低
で
も
五
・
八
％
（
七
九
年
）
、
消
費
者
物
価
上
昇
率
も
最
低
五
・
八
％
 
 

（
七
六
年
）
 
で
、
失
業
率
・
イ
ン
フ
レ
率
も
と
も
に
恒
常
的
に
六
％
以
上
の
水
準
に
高
ど
ま
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
景
気
刺
 
 

激
の
た
め
に
需
要
拡
張
す
る
と
た
だ
ち
に
イ
ン
フ
レ
が
激
化
し
、
そ
の
た
め
積
極
的
需
要
拡
大
操
作
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
逆
に
イ
 
 

ン
フ
レ
抑
制
の
た
め
に
需
要
を
引
締
め
れ
ば
す
ぐ
に
失
業
増
加
が
生
じ
、
需
要
削
減
政
策
を
継
統
で
き
な
い
。
需
要
拡
張
を
十
分
に
遂
行
 
 

す
る
こ
と
も
徹
底
的
に
需
要
圧
縮
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
雇
用
問
題
と
物
価
問
題
の
板
ば
さ
み
か
ら
需
要
管
理
政
策
は
全
く
行
詰
っ
て
し
 
 

ま
う
の
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
カ
ー
タ
ー
政
権
に
よ
る
碑
極
的
需
要
拡
張
政
策
は
、
二
年
間
と
つ
づ
か
ず
、
五
～
六
％
の
実
質
成
長
率
の
実
 
 

現
と
い
う
目
標
達
成
以
前
に
完
全
に
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
し
、
ま
た
七
八
年
央
以
降
き
び
し
い
需
要
引
締
め
政
策
に
転
じ
て
も
イ
ン
フ
レ
 
 

抑
制
が
全
く
不
可
能
で
あ
り
、
「
カ
ー
タ
ー
政
権
は
イ
ン
フ
レ
問
題
も
失
業
と
い
う
妖
怪
も
退
治
で
き
な
か
っ
た
」
 
（
同
、
一
四
京
）
 
の
で
 
 

■
〓
－
 
 

あ
る
。
結
局
、
任
期
末
の
七
〇
年
代
末
に
は
、
「
カ
ー
タ
ー
は
…
…
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
何
も
な
し
得
」
ず
、
進
む
こ
と
も
退
く
こ
と
 
 

も
で
き
ず
、
政
策
的
に
お
手
上
げ
状
態
に
陥
入
り
、
国
民
・
有
権
者
大
衆
か
ら
「
カ
ー
タ
ー
は
、
経
済
を
運
営
で
き
な
い
」
 
（
同
、
七
三
、
 
 

七
四
東
）
 
と
み
な
さ
れ
て
、
八
〇
年
秋
の
大
統
領
選
挙
で
歴
史
的
大
差
で
敗
北
し
、
退
陣
へ
追
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
1
4
）
 
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
た
め
の
所
得
政
策
（
「
賃
金
・
物
価
統
制
」
）
 
は
、
も
と
も
と
「
基
礎
的
イ
ン
フ
レ
率
が
高
く
、
経
済
的
に
余
裕
（
資
 
 

源
の
未
利
用
）
 
が
な
い
と
き
に
は
、
統
制
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
レ
抑
制
す
る
の
は
困
難
で
あ
」
り
 
完
．
D
O
r
n
b
u
s
h
 
a
n
d
 
S
．
F
i
s
h
e
r
－
O
p
・
 
 

c
i
t
．
も
．
∽
〕
0
0
）
、
し
か
も
そ
れ
は
労
働
側
に
一
方
的
な
犠
牲
負
担
を
強
い
、
彼
ら
の
反
揆
が
強
く
、
長
期
に
わ
た
っ
て
政
治
的
に
維
持
さ
れ
 
 

え
な
か
っ
た
。
カ
ー
タ
ー
政
権
に
よ
っ
て
七
八
年
以
降
導
入
さ
れ
た
所
得
政
策
は
、
「
何
年
間
も
試
み
て
き
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
に
 
 
 



み
え
る
成
果
が
上
ら
な
か
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
…
…
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
 
（
H
．
S
t
e
i
n
も
p
．
C
i
t
．
｝
p
．
N
∽
更
別
掲
訳
、
二
四
五
菜
）
と
評
価
さ
れ
 
 

て
い
る
。
 
 

レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
真
只
中
に
登
場
し
た
の
で
あ
り
1
七
九
、
八
〇
年
に
は
、
カ
ー
タ
 
 

ー
政
権
に
よ
る
需
要
引
締
め
政
策
に
第
二
次
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
が
加
わ
っ
て
消
菅
者
物
価
上
昇
率
は
じ
つ
に
一
一
ユ
ニ
、
三
一
・
 
 

五
％
に
達
し
、
実
質
G
N
P
成
長
率
は
二
・
八
、
〓
）
〇
・
三
％
へ
低
下
し
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
も
っ
と
も
深
刻
化
し
て
い
た
ー
 
 

ー
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
経
済
政
策
＝
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
事
態
に
対
処
し
て
そ
れ
に
よ
る
総
需
要
管
理
政
策
 
 

の
行
詰
り
を
打
破
し
、
イ
ン
フ
レ
を
抑
制
し
っ
つ
経
済
成
長
・
雇
用
拡
大
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
、
イ
ン
フ
レ
問
題
と
央
業
問
題
を
同
時
 
 

的
に
解
決
す
る
点
に
、
そ
の
歴
史
的
使
命
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
体
制
の
生
命
線
は
、
国
家
的
機
 
 

構
に
よ
る
政
策
的
な
需
要
創
出
・
管
理
に
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
戦
後
の
同
国
の
経
済
成
長
・
国
民
雇
用
の
保
障
は
基
本
的
に
あ
り
え
 
 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
本
質
は
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
具
体
的
な
国
際
的
・
国
内
的
諸
条
件
の
な
か
で
対
外
的
制
 
 

約
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
イ
ン
フ
レ
高
進
に
よ
る
国
内
制
約
を
も
克
服
・
回
避
し
て
、
機
能
不
全
化
し
た
需
要
管
理
政
策
を
回
生
さ
せ
、
有
 
 

効
需
要
の
拡
大
を
基
軸
に
す
る
積
極
的
経
済
成
長
政
策
を
追
求
し
資
本
主
義
体
制
を
支
持
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
大
統
領
就
任
直
後
の
八
一
年
二
月
に
、
一
九
三
〇
年
代
以
来
五
〇
年
間
に
お
よ
ぶ
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
的
政
策
か
ら
経
済
政
策
を
 
 

「
大
転
換
す
る
」
と
の
ふ
れ
込
み
で
、
大
見
得
を
切
っ
て
、
レ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
鳴
物
入
り
で
発
表
さ
れ
た
「
経
済
再
建
計
画
L
政
策
（
A
 
 

P
r
O
g
r
a
m
f
O
r
E
c
O
n
O
m
i
c
R
e
c
O
完
r
y
O
〓
諾
－
）
は
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
初
発
点
で
か
つ
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
基
本
的
政
策
に
 
 

任
し
た
。
 
 
 

同
計
画
は
、
ま
ず
雇
用
の
拡
大
と
イ
ン
フ
レ
率
の
低
下
」
の
同
時
達
成
と
い
う
両
取
り
目
標
を
明
確
に
宣
言
し
た
上
で
、
そ
の
た
め
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

五   



至
 
 
 

の
具
体
的
政
策
手
段
と
し
て
第
一
に
、
大
幅
所
得
減
税
、
撃
一
に
、
金
融
引
締
め
、
お
よ
び
第
三
に
、
財
政
支
出
削
減
、
第
四
に
、
政
府
 
 

規
制
の
緩
和
の
「
四
本
柱
」
を
設
定
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
の
中
核
は
、
何
と
い
っ
て
も
第
一
項
目
の
大
幅
減
税
そ
れ
に
よ
る
経
済
成
長
・
 
 

雇
用
拡
大
促
進
二
三
〇
〇
万
人
の
雇
用
創
出
を
見
込
む
）
 
に
求
め
ら
れ
、
同
減
税
政
策
と
、
第
二
項
目
の
緊
縮
的
金
融
政
策
の
抱
合
わ
 
 

せ
、
「
積
極
的
な
財
政
政
策
と
、
ポ
ー
ル
・
ポ
ル
カ
ー
氏
の
と
っ
た
金
融
引
締
め
政
策
の
…
…
組
合
わ
せ
」
 
（
D
．
B
e
u
a
n
d
r
T
h
u
r
O
W
－
 
 

T
h
e
D
e
賢
i
t
s
」
慧
華
中
谷
巌
訳
『
財
政
赤
字
』
、
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
山
九
八
七
年
、
三
五
頁
）
に
、
同
計
画
の
核
心
が
あ
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
従
来
の
経
済
成
長
政
策
は
、
六
〇
年
代
に
お
け
る
ケ
ネ
デ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
に
よ
る
ニ
ュ
ー
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
タ
ス
に
し
ろ
前
 
 

述
の
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
政
権
の
樟
極
政
策
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
財
政
拡
大
と
金
融
緩
和
策
と
の
結
合
か
ら
な
っ
て
い
た
の
 
 

で
あ
‖
∵
－
－
－
－
「
多
く
の
ば
あ
い
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
景
気
拡
大
の
た
め
に
初
め
拡
張
的
財
政
・
金
融
政
策
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
 
 

刺
激
さ
れ
た
…
…
正
統
派
経
済
学
者
た
ち
は
財
政
と
金
融
政
策
は
同
じ
方
向
に
作
働
す
べ
き
で
あ
る
と
つ
ね
に
想
定
し
て
い
た
」
（
M
．
K
．
 
 

E
毒
n
S
〉
T
h
e
T
r
u
t
h
A
b
O
u
t
S
u
p
p
ざ
S
i
d
e
E
c
O
n
O
m
i
c
s
L
麗
∽
も
．
怠
｝
怠
）
 
－
、
レ
ー
ガ
ン
の
「
経
済
再
建
計
画
」
の
よ
う
な
財
政
 
 

拡
大
と
金
融
引
締
め
と
の
ポ
リ
シ
ィ
‥
、
＼
ツ
ク
ス
は
き
わ
め
て
異
常
で
、
「
例
外
的
な
組
み
合
わ
せ
」
 
古
．
B
e
－
－
a
n
d
L
．
T
h
u
r
O
W
｝
O
p
．
 
 

c
i
t
．
」
別
掲
訳
、
三
五
京
）
 
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
の
他
、
第
三
項
目
の
財
政
支
出
規
模
の
縮
小
は
、
議
会
で
支
配
的
勢
力
を
し
め
る
民
主
党
舐
員
に
よ
る
社
会
保
障
関
係
費
圧
縮
に
た
 
 

い
す
る
抵
抗
な
ど
か
ら
、
じ
つ
さ
い
に
は
み
る
べ
き
成
果
を
あ
げ
え
ず
、
範
囲
項
目
の
政
府
規
制
の
緩
和
も
、
通
信
・
運
輸
・
エ
ネ
ル
ギ
 
 

ー
・
金
融
の
公
益
的
事
業
分
野
に
ほ
と
ん
ど
限
ら
れ
、
環
機
・
食
品
・
医
薬
品
安
全
・
保
健
・
労
働
・
農
業
部
門
な
ど
の
規
制
撤
廃
は
も
 
 

と
も
と
不
可
能
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
 
「
税
制
緩
和
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
お
も
な
効
果
は
、
新
し
い
規
制
の
咽
加
割
合
を
抑
え
た
こ
と
」
て
い
ど
 
 

に
と
ど
ま
っ
た
 
へ
琶
．
A
．
N
i
s
k
a
n
e
ロ
ー
R
e
a
g
a
3
0
m
i
c
s
L
器
∞
u
 
p
．
㌫
－
一
再
西
泰
訳
『
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
h
餌
、
‖
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
 
 
 



八
九
年
、
一
八
四
頁
）
。
「
民
間
部
門
の
活
力
解
放
」
や
「
市
場
機
能
の
適
正
化
」
 
（
「
経
済
再
建
計
画
」
）
の
政
策
目
標
を
掲
げ
、
規
制
緩
和
 
 
 

や
財
政
規
模
の
縮
小
に
よ
り
「
レ
ー
ガ
ン
政
府
は
小
さ
な
政
府
を
目
指
し
て
い
る
と
い
わ
れ
」
た
が
、
し
か
し
現
実
に
は
 
「
そ
れ
は
む
し
 
 
 

ろ
逆
で
…
…
政
府
は
小
さ
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
」
 
っ
た
 
（
L
．
C
．
T
h
u
r
O
W
｝
佐
藤
隆
三
訳
『
や
さ
し
い
ゼ
ロ
・
サ
ム
経
 
 

済
』
、
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
二
年
、
一
一
四
頁
）
 
の
が
実
状
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
財
政
・
金
融
ポ
リ
シ
ィ
‥
、
、
ツ
タ
ス
 
 

を
中
心
と
す
る
政
策
手
段
に
よ
り
、
同
「
計
画
」
で
は
実
質
G
N
P
成
長
率
四
・
二
～
五
・
〇
％
（
八
三
～
八
六
年
間
）
、
失
業
率
五
⊥
ハ
 
 
 

％
へ
の
低
下
 
（
八
六
年
）
、
消
蟄
者
物
価
上
昇
年
率
四
・
二
％
へ
の
引
下
げ
 
（
八
六
年
）
、
連
邦
財
政
の
均
衡
化
達
成
 
（
八
四
年
度
）
 
の
実
 
 

へ
1
5
｝
 
 

現
が
そ
れ
ぞ
れ
見
込
ま
れ
て
い
た
 
（
A
P
r
O
讐
a
m
f
O
r
E
c
O
ロ
O
m
i
c
R
e
c
r
詔
r
y
－
F
e
b
」
∞
｝
－
諾
－
も
．
N
∽
）
。
 
 

（
1
5
）
 
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
に
た
い
す
る
見
解
と
し
て
は
、
右
の
 
「
経
済
再
建
計
画
」
 
の
「
四
本
柱
」
の
う
ち
の
ど
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
 
 

て
、
①
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
イ
ン
フ
レ
抑
制
政
策
⊥
田
中
直
毅
、
大
川
潤
）
、
②
公
共
部
門
縮
小
に
よ
る
「
小
さ
な
政
府
」
志
向
政
 
 

策
 
（
宮
本
簡
二
、
西
山
千
明
、
R
・
エ
バ
ン
ズ
＝
R
・
ノ
バ
ッ
ク
な
ど
）
、
③
減
税
に
よ
る
経
済
成
長
政
策
 
（
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
効
果
説
 
 

と
有
効
需
要
創
出
説
と
に
別
れ
る
、
M
・
K
・
エ
バ
ン
ス
、
L
・
サ
ロ
ー
、
A
・
ウ
ル
フ
な
ど
、
く
わ
し
く
は
後
述
）
 
と
み
る
説
が
あ
り
、
 
 

そ
の
他
④
軍
需
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
拡
大
に
よ
る
景
気
刺
激
策
あ
る
い
は
同
じ
く
ハ
イ
テ
ク
産
業
振
興
・
産
業
構
造
再
編
策
（
佐
藤
隆
三
、
 
 

宮
崎
義
一
な
ど
）
、
⑤
反
労
組
・
反
社
会
保
障
に
も
と
づ
く
労
働
者
の
勤
勉
労
働
強
制
・
労
賃
引
上
げ
抑
制
に
よ
る
資
本
活
力
回
復
策
 
（
大
 
 

内
力
、
吉
富
勝
な
ど
）
 
と
理
解
す
る
説
な
ど
が
あ
る
 
（
以
上
、
煩
雑
を
さ
け
て
出
血
ハ
略
）
。
 
 

ご
く
か
ん
た
ん
に
コ
メ
ン
ト
す
る
と
、
①
は
、
金
融
引
締
め
と
減
税
・
財
政
赤
字
拡
大
の
同
時
並
行
政
策
が
イ
ン
フ
レ
抑
制
策
と
し
て
 
 

は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
と
、
さ
ら
に
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
た
ん
な
る
イ
ン
フ
レ
抑
制
策
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
ぐ
れ
て
経
済
成
 
 

長
促
進
政
策
で
あ
っ
た
側
面
が
無
視
さ
れ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
府
行
政
管
理
予
算
局
長
官
D
・
ス
ト
ッ
 
 

ク
マ
ン
自
身
が
、
自
ら
歳
出
圧
縮
等
の
「
革
命
は
失
敗
し
た
L
と
告
白
・
酷
評
し
て
い
る
（
D
．
A
．
S
t
O
C
k
m
a
ロ
｝
T
h
e
T
r
i
u
m
p
h
O
f
P
O
－
i
t
i
c
s
〉
 
 

－
諾
n
－
参
照
）
よ
う
に
、
連
邦
政
府
支
出
の
対
G
N
P
比
率
は
む
し
ろ
逆
に
上
昇
し
た
し
、
か
つ
政
府
規
制
の
緩
和
も
顕
著
に
進
捗
し
た
わ
 
 

け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
先
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
新
古
典
派
論
者
が
説
く
よ
う
な
市
場
万
能
主
義
は
、
全
く
の
時
代
錯
誤
 
 

で
あ
り
、
二
〇
世
紀
末
の
現
代
資
本
主
義
時
代
に
お
い
て
「
小
さ
な
政
府
」
な
い
し
自
由
放
任
主
義
が
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
全
面
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

五   



吉
 
 

的
に
実
現
化
し
現
実
化
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
点
を
、
杉
浦
克
己
氏
は
「
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
過
程
を
市
場
に
委
ね
た
わ
け
で
 
 

は
な
く
…
…
構
造
改
革
の
実
験
で
」
あ
り
、
国
家
に
よ
る
「
新
た
な
形
態
の
組
織
化
…
…
よ
り
高
次
な
管
理
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
 
（
川
上
 
 

忠
雄
他
編
『
新
保
守
主
薬
の
経
済
社
会
政
策
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
年
、
一
ニ
ー
－
一
三
貫
）
 
と
正
当
に
も
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

④
の
「
軍
事
ケ
イ
ン
ズ
主
義
」
説
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
軍
事
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
拡
大
し
た
と
は
い
え
、
国
防
支
出
の
対
 
 

G
N
P
比
率
は
八
〇
年
度
の
五
・
〇
％
が
、
最
高
の
八
六
年
度
で
も
六
・
五
％
へ
上
界
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
ず
 
（
T
訂
B
u
d
g
e
t
 
O
f
 
t
h
e
 
 

U
．
S
．
G
O
完
r
n
m
e
n
t
」
．
y
」
憲
○
－
p
．
－
干
草
当
よ
り
算
出
）
、
同
比
率
が
ほ
ぼ
恒
常
的
に
一
〇
％
前
後
を
し
め
た
五
〇
～
六
〇
年
代
の
ば
 
 

あ
い
の
よ
う
な
軍
需
主
導
型
経
済
発
展
が
再
現
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
 
（
も
っ
と
も
軍
需
の
経
済
下
支
え
効
果
が
、
無
視
で
き
な
い
 
 

の
は
む
ろ
ん
で
あ
る
）
。
産
業
再
編
成
説
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
恩
情
や
賃
金
上
昇
に
ア
メ
リ
カ
経
済
不
 
 

振
の
根
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
金
抑
制
↓
利
潤
率
回
複
↓
嘗
碑
拡
大
・
経
済
建
直
し
の
関
連
性
は
考
え
に
く
い
。
政
 
 

策
当
局
者
が
誤
認
や
錯
覚
す
る
こ
と
が
時
に
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
衆
民
主
主
務
的
政
治
体
制
の
下
で
は
露
骨
な
反
労
働
・
親
資
 
 

本
政
策
の
採
用
は
政
治
的
に
ま
ず
無
理
で
あ
る
。
 
 

む
ろ
ん
、
右
の
諸
政
策
の
混
交
組
も
当
然
あ
り
う
る
。
「
レ
ー
ガ
ン
政
策
は
…
…
い
ろ
い
ろ
な
経
済
思
想
か
ら
と
ら
れ
…
…
マ
ネ
タ
リ
ズ
 
 

ム
、
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
経
済
学
、
合
理
的
期
待
理
論
、
自
由
市
場
を
信
奉
す
る
伝
統
的
保
守
主
義
な
ど
」
に
も
と
づ
く
複
合
的
政
策
で
あ
 
 

る
 
（
M
」
．
B
O
S
k
i
n
｝
R
e
a
g
a
n
a
n
d
E
c
O
n
O
m
y
L
変
声
勺
．
0
0
ー
野
間
敏
克
監
訳
『
経
済
学
の
壮
大
な
実
験
㌔
 
H
B
l
出
版
局
、
山
九
九
一
 
 

年
、
一
三
頁
）
 
と
み
る
の
が
む
し
ろ
多
数
派
的
見
解
と
い
い
う
る
 
（
そ
の
他
H
．
S
t
e
i
n
｝
宅
．
A
．
N
i
s
k
a
n
e
ロ
｝
丸
茂
明
則
な
ど
）
。
だ
が
、
 
 

諸
政
策
の
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
基
本
は
何
か
、
ま
た
な
ぜ
混
交
的
形
態
を
と
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
で
 
 

あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

以
下
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
内
容
を
、
減
税
計
画
を
中
心
と
す
る
財
政
政
策
と
金
融
引
締
め
政
策
の
意
義
を
中
心
に
し
て
具
体
的
に
立
入
 
 

∴
川
－
 
 

っ
て
み
て
み
よ
う
。
 
 

（
1
6
）
 
 
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
一
九
八
五
年
九
月
の
G
5
A
‖
憩
お
よ
び
同
年
末
の
 
「
財
政
均
衡
法
」
 
の
成
立
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
し
て
、
そ
 
 

れ
以
前
の
前
期
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
と
後
期
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
に
大
別
さ
れ
、
両
者
は
性
格
を
異
に
す
る
。
こ
こ
で
は
前
期
の
そ
れ
に
 
 

限
定
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
 
 

第
一
に
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
 
「
経
済
再
建
計
画
」
 
の
提
案
に
も
と
づ
き
、
議
会
で
｝
部
修
正
の
う
え
 
「
歳
出
削
減
一
括
調
整
法
」
と
 
 
 



並
ん
で
八
一
年
八
月
に
、
成
立
し
た
「
経
済
再
建
税
法
」
（
T
b
e
E
c
O
ロ
O
m
i
c
R
e
c
O
完
r
y
T
a
舛
A
c
t
O
〓
諾
亡
 
の
内
容
と
そ
の
特
徴
は
 
 

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
川
課
税
率
の
引
下
げ
。
前
述
の
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
 

政
権
の
減
税
政
策
が
、
税
率
を
固
定
し
た
ま
ま
で
変
え
ず
 
 

に
所
得
控
除
・
税
額
控
除
の
一
時
的
引
上
げ
あ
る
い
は
前
年
納
付
租
税
の
一
部
払
戻
し
の
方
法
な
ど
に
よ
り
あ
く
ま
で
臨
時
的
措
置
と
し
 
 

て
行
わ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
「
再
建
税
法
」
の
ば
あ
い
は
、
課
税
率
引
下
げ
方
式
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
点
で
、
一
九
六
四
年
の
ケ
ネ
デ
ィ
 
 

減
税
法
の
そ
れ
と
並
ぶ
恒
久
的
か
つ
本
格
的
減
税
で
あ
っ
た
。
価
そ
こ
で
ケ
ネ
デ
ィ
減
税
宍
四
、
六
五
年
に
実
施
）
と
同
「
再
建
税
法
」
 
 

減
税
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
で
は
「
所
得
区
分
」
な
い
し
「
税
率
区
分
」
（
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
）
カ
テ
ゴ
リ
イ
二
五
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
限
 
 

界
税
率
な
い
し
段
階
税
率
が
一
五
～
三
〇
％
削
減
さ
れ
、
そ
の
結
果
限
界
税
率
は
、
従
前
の
最
低
二
〇
％
（
「
所
得
区
分
」
、
○
－
一
〇
〇
 
 

第4衰 ケネディ減税法による税率表（1）  

1964年  
課税所得  現行税率   税率   税率（2）   

0－t′000 ドル  20％  16 ％  川％   

し000－2′000   20   16．5  15   

2′000－3′000   20  17．5  16   

3′000－4．000   20   18   17   

4′000－8′000   22  20   19   

8′000－ほ′000   26  23．5  22   

ほ′000一柑．008  30  27   25   

16′000－20′000  34  30．5  28   

20′000－24′000  38  34   32   

24′000－28′000  43  37．5  36   

28′008－32′000  4了  4】   39   

32′000－36′000  50  44．5  42   

36′000－40，000  53  47．5  45   

40′000－44′000  56  50．5  48   

44ノ000－52′000  59  53．5  50   

52ノ000－64′000  62  56   53   

64′000－76′000  65  58．5  55   

76′000－88′000  69  6l   58   

88ノ000一柑0′000  72  63．5  60   

川0′000－ほ0′000  75  66   62   

ほ0′000一川0′000  78  68．5  64   

140′000－ほ0′000  8l  7I   66   
160′000一柑0′000  84  73．5  68   

用0′000－200′000  187  75   70   

200′000－300′000  89  76．5  70   

300′000－400．000  90  76．5  70   

400′000超過   鋸  77   70   

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

（l）夫婦合算申告（その他、夫婦個別申告，単身   
者、扶養親族をもつ単身世帯主申告には異   
った税率表が適用されるが，限界税率はい   
ずれもⅠ4～70％である）。  

（2）最初の1000ドルの「所得区分」に対して川％   

の税率が適用され，その次の用00ドルには   
ほ％が課税され，70％の税率が適用される   
相方ドル超の所得に達するまでつづいてゆ   

く。  
（出所）L Lindsey，TheGrowth Experiment，  
1990，P．34．   五  

五   



票
 
 
 

○
ド
ル
）
 
～
最
高
九
一
％
（
「
所
得
区
分
」
、
四
〇
万
ド
ル
超
）
 
が
、
最
低
一
四
％
（
○
－
一
〇
〇
〇
ド
ル
）
 
～
散
高
七
〇
％
（
四
〇
万
ド
 
 

ル
撃
の
水
準
へ
切
下
げ
ら
れ
た
素
4
表
参
照
）
。
後
者
で
は
、
「
所
得
区
分
」
カ
テ
ゴ
リ
イ
二
血
で
壱
八
年
租
税
法
に
よ
り
「
所
得
 
 

区
分
」
幅
が
拡
大
さ
れ
、
一
五
へ
改
訂
・
削
減
さ
れ
て
い
た
）
、
そ
の
す
べ
て
に
対
し
て
適
開
限
界
税
率
が
二
律
二
三
％
切
下
げ
ら
れ
た
（
八
 
 

一
年
一
〇
月
に
五
％
、
八
二
年
七
月
に
一
〇
％
、
八
三
年
七
月
に
一
〇
％
の
切
下
げ
で
、
累
棟
減
税
率
は
二
三
％
。
た
だ
し
最
高
「
所
得
 
 

区
分
」
、
一
六
二
二
四
万
ド
ル
竜
以
上
に
つ
い
て
は
、
三
段
階
の
引
下
げ
経
過
を
と
ら
ず
に
、
八
二
中
一
月
に
限
界
税
率
が
七
〇
％
か
ら
五
 
 

〇
％
の
水
準
へ
一
気
に
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
六
四
年
ケ
ネ
デ
ィ
減
税
法
以
来
そ
の
ま
ま
に
す
え
お
か
れ
て
き
て
い
た
限
 
 

界
税
率
、
最
低
一
四
％
～
最
高
七
〇
％
が
、
一
挙
に
最
低
山
一
％
～
最
骨
岡
丘
○
％
の
水
準
へ
大
幅
に
切
下
げ
ら
れ
た
（
第
5
表
参
照
）
。
 
 
 

減
税
規
模
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
個
人
所
纏
減
税
額
が
二
五
億
ド
ル
（
W
・
W
・
ヘ
ラ
ー
の
評
価
に
よ
る
）
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
「
再
建
税
 
 

法
」
に
よ
る
そ
れ
は
じ
つ
に
ニ
ー
二
億
ド
ル
に
達
し
（
二
三
％
の
減
税
効
果
が
フ
ル
に
発
揮
き
れ
る
八
四
年
度
の
数
字
、
八
二
年
度
は
 
 

二
五
八
億
ド
ル
、
八
三
年
度
七
四
〇
億
ド
ル
、
B
u
d
g
e
t
O
f
t
訂
U
．
S
．
G
O
完
r
n
m
e
n
t
↑
y
」
虫
軍
」
悪
声
－
慧
茶
よ
り
）
、
名
目
値
で
一
一
 
 

倍
、
六
四
－
八
四
年
間
の
消
駿
着
物
価
騰
薯
率
三
二
三
五
倍
を
掛
酌
し
た
実
質
値
で
は
三
二
二
倍
も
、
後
者
が
前
者
を
上
回
っ
て
い
る
。
 
 

同
減
税
額
は
、
八
川
年
度
の
個
人
所
得
税
収
総
額
の
三
七
・
丘
％
、
八
開
年
度
の
G
N
P
の
三
・
一
％
、
八
四
年
の
ド
ル
の
対
円
為
替
レ
 
 

ー
ト
で
換
算
す
れ
ば
日
本
〓
で
二
六
・
四
兆
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
蒜
u
d
g
e
t
O
f
t
h
e
U
．
S
．
G
実
e
⊇
m
e
n
t
㍉
y
◆
忘
芦
p
・
竿
峯
岸
 
 

よ
り
瀞
出
）
、
絶
対
額
と
し
て
は
そ
れ
以
前
の
最
高
で
あ
っ
た
七
五
年
フ
ォ
ー
ド
減
税
の
二
塑
五
億
ド
ル
を
も
は
る
か
に
上
回
る
、
戦
後
の
 
 

ア
〆
り
カ
叡
上
に
お
い
て
「
い
か
な
る
以
前
の
減
税
よ
り
も
と
び
披
け
て
大
き
な
減
税
で
あ
っ
た
」
古
．
S
J
p
p
0
1
i
貫
U
n
c
e
r
t
a
i
n
L
e
g
・
 
 

a
c
i
e
s
」
冨
P
p
．
萎
。
刷
ケ
ネ
デ
ィ
減
税
も
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
減
税
も
、
低
所
得
階
層
麓
点
減
税
で
あ
っ
た
前
者
で
は
、
中
所
得
 
 

階
層
に
た
い
す
る
減
税
率
が
相
対
的
に
も
っ
と
も
小
幅
で
、
後
者
の
ば
あ
い
の
所
得
控
除
・
税
糖
控
除
一
律
引
上
げ
減
税
は
、
低
所
得
階
 
 
 



第5表 レ」ガン「経済再建税法」による税率表（l）  層
に
相
対
的
に
有
利
で
あ
り
、
七
五
年
の
戻
し
税
も
一
件
当
り
最
高
二
〇
〇
ド
ル
に
限
定
さ
れ
て
い
た
）
 
の
に
た
い
し
て
、
「
再
建
税
法
」
 
 

減
税
の
ば
あ
い
は
と
く
に
中
高
所
得
階
層
に
た
い
す
る
減
税
幅
が
大
き
く
 
（
一
律
〓
疋
の
減
税
率
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
人
的
控
除
・
所
得
 
 

控
除
の
引
上
げ
が
見
送
ら
れ
最
低
課
税
所
得
水
準
が
据
え
お
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ら
。
A
．
S
．
C
a
m
p
a
g
n
a
－
O
p
．
C
i
t
こ
p
p
．
芸
N
・
〇
∽
参
 
 

照
）
、
比
較
的
高
所
得
層
に
手
厚
い
中
高
所
得
階
層
向
け
減
税
で
あ
っ
た
。
じ
じ
つ
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
行
政
管
理
予
算
局
長
自
身
が
、
「
レ
ー
 
 

課税所得（2）   現行  1982年  柑83年  1984年   

0－3′400（3）ドル   0％  0％   0％  0％   

3′400－5′500   14   】2   

5′500－7′600   t6   14   13   12   

7′60D－1し900   18   16   15   14   

暮l′900州t6′000   2l   19   t7   16   

16．000－20′200   24   22   t9   18   

20．200－24′600   28   25   23   22   

24′600－29′900   32   26   25   

29′90D－35′200   29        37  33   30   28   

35′200－45′800   43   39   35   33   

45′800－60′000   49   44   40   38   

60．000－85′600   54   49   44   42   

85′600－109，400   59   50   48   45   

川9′400－162′400   64   50   50   49   

162．400－215′400   68   50   50   50   

215′400超過   70   50   50   50   

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

（り夫婦合算申告。  
（2）概算控除所得額を含む。  

（3）概算控除の額に等しい。  
（出所）L．Lhldsey．op．citリP．5I．   

ガ
ン
減
税
は
ト
ロ
イ
の
木
馬
で
あ
り
、
金
持
ち
優
遇
が
本
 
 

来
の
狙
い
で
あ
る
。
減
税
を
や
れ
ば
、
お
こ
ぼ
れ
が
国
民
 
 

大
衆
に
や
が
て
回
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
み
じ
く
も
 
 

そ
の
点
を
告
白
し
、
広
く
物
議
を
か
も
し
た
し
 
（
八
二
年
 
 

秋
の
 
『
月
刊
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
タ
』
誌
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
 
 

事
）
、
ま
た
D
・
ペ
ル
も
、
「
一
九
八
一
年
お
よ
び
八
二
年
 
 
 

の
税
制
改
革
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
層
は
、
主
と
し
て
年
 
 
 

間
所
得
が
二
万
ド
ル
か
ら
八
万
ド
ル
の
間
の
人
た
ち
で
あ
 
 
 

っ
た
L
バ
 
彼
ら
が
「
一
九
八
二
年
に
お
け
る
全
減
税
分
の
七
 
 
 

〇
％
の
利
益
を
享
受
し
た
」
 
（
D
．
B
e
－
－
a
n
d
L
．
T
h
u
r
O
W
｝
 
 

O
p
．
C
i
t
．
－
前
掲
訳
、
八
七
京
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
㈱
そ
の
 
 

ほ
か
に
、
追
加
的
な
個
人
所
得
減
税
措
置
と
し
て
、
貯
蓄
 
 
 

促
進
の
た
め
の
貯
蓄
優
遇
減
税
（
非
課
税
貯
寄
証
書
の
発
 
 

雷
 
 
 



栗
 
 
 

行
許
可
、
純
受
取
利
子
収
入
の
一
部
免
税
、
個
人
退
職
年
金
制
度
＝
老
後
に
そ
な
え
た
貯
裔
に
た
い
す
る
減
税
措
置
の
拡
整
お
よ
ぴ
キ
 
 

ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
の
引
下
げ
（
最
高
税
率
を
二
八
％
か
ら
二
〇
％
へ
引
下
げ
）
、
遺
産
贈
与
税
の
減
税
、
共
稼
ぎ
世
帯
の
所
得
控
除
、
子
 
 

女
養
育
蟄
の
税
額
控
除
、
慈
啓
の
た
め
の
寄
付
金
の
全
額
所
得
控
除
、
さ
ら
に
八
五
年
一
月
以
降
に
お
け
る
個
人
所
得
税
の
「
イ
ン
デ
ク
 
 

セ
ー
シ
ョ
ン
」
（
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
自
然
的
増
税
を
防
止
す
る
た
め
に
イ
ン
フ
レ
率
に
合
わ
せ
て
「
所
得
区
分
」
・
人
的
控
除
・
概
算
控
除
 
 

を
自
動
的
に
調
整
す
る
制
度
）
の
導
入
規
定
が
、
同
「
税
法
」
に
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
る
（
く
わ
し
く
は
B
u
d
g
e
t
O
f
t
b
e
U
・
S
・
G
O
完
r
デ
 
 

f
．
y
」
泣
声
勺
t
．
料
㍍
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
L
諾
N
も
b
a
p
．
∽
を
参
照
）
。
㈲
法
人
所
得
減
税
。
同
様
に
「
再
建
税
法
」
は
、
早
期
コ
ス
 
 

ト
回
収
制
度
（
A
c
c
e
l
e
r
a
t
e
d
C
O
S
t
R
e
n
g
e
－
固
定
資
産
の
減
価
償
却
期
間
を
三
、
五
、
一
〇
、
一
五
年
に
大
幅
短
縮
す
る
加
速
度
償
却
制
 
 

聾
の
導
入
、
投
資
税
額
控
除
率
の
引
上
げ
芸
事
償
却
資
産
に
つ
き
六
％
、
五
年
二
〇
年
二
五
年
償
却
資
産
に
つ
き
一
〇
％
の
税
 
 

槻
控
墜
と
そ
の
適
用
範
囲
の
拡
大
そ
の
他
研
究
開
発
饗
の
税
額
控
除
三
五
％
）
、
中
小
法
人
企
業
減
税
（
法
人
税
率
の
一
部
引
下
げ
、
 
 

中
古
設
備
購
入
税
額
控
除
拡
大
）
な
ど
の
諸
法
入
滅
税
措
置
を
規
定
し
た
。
同
規
定
に
よ
る
八
四
年
魔
の
法
人
減
税
額
は
二
二
四
億
ド
ル
。
 
 

（
1
7
）
 
以
上
、
主
に
L
．
L
i
n
d
s
e
y
｝
O
p
．
C
i
t
．
一
p
t
」
－
D
．
S
．
I
p
p
O
琵
○
｝
O
p
．
C
i
t
一
も
t
」
一
T
h
e
B
u
d
g
e
t
O
ご
h
2
U
．
S
．
G
O
く
e
r
n
・
各
号
、
M
」
・
 
 

B
O
S
k
i
コ
ー
O
p
．
C
i
t
．
｝
C
h
a
p
．
m
〉
A
．
S
．
C
a
m
p
a
習
a
｝
O
p
．
C
i
t
一
】
C
h
a
p
」
本
官
亀
渾
『
租
税
諭
の
展
開
と
日
本
の
税
制
』
（
日
本
評
論
社
、
一
 
 

九
八
六
年
）
、
第
九
輩
、
渋
谷
博
史
『
レ
ー
ガ
ン
財
政
の
研
究
』
 
（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
を
参
照
。
 
 

た
し
か
に
右
の
八
一
年
八
月
の
「
再
建
税
法
」
制
定
以
後
に
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
却
っ
て
逆
に
増
税
・
増
収
措
置
を
と
り
、
「
八
二
年
 
 

課
税
公
平
財
政
責
任
法
」
「
八
二
年
ハ
イ
ウ
ェ
イ
歳
入
法
」
「
八
三
年
社
会
保
障
改
正
法
」
「
八
四
年
財
政
赤
字
削
減
法
」
等
に
よ
り
、
利
子
・
 
 

配
当
に
た
い
す
る
一
〇
％
課
税
、
タ
バ
コ
・
ガ
ソ
リ
ン
・
電
話
利
用
・
航
空
券
税
率
引
上
げ
、
社
会
保
障
負
担
税
率
引
上
げ
、
投
資
税
額
 
 

控
除
の
上
限
設
定
等
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
じ
じ
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
「
八
二
年
課
税
公
平
財
政
東
任
法
」
な
ど
に
よ
る
増
税
も
、
 
 
 



（
1
8
）
 
な
お
、
八
六
年
一
〇
月
に
は
「
一
九
八
六
年
税
制
改
革
法
」
 
（
T
a
舛
R
e
f
O
r
m
A
c
t
O
〓
諾
雪
 
が
成
立
し
、
個
人
所
得
税
率
の
い
っ
そ
 
 

う
の
引
下
げ
（
「
所
得
区
分
」
を
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
に
整
理
統
合
し
、
通
用
税
率
を
一
五
％
と
二
八
％
に
引
下
げ
る
）
と
法
人
税
の
引
上
 
 

げ
（
投
資
税
績
控
除
の
全
廃
、
早
期
コ
ス
ト
回
収
制
度
を
修
正
し
減
価
償
却
期
間
を
延
長
す
る
）
、
そ
の
他
付
加
的
減
税
措
置
の
廃
止
を
内
 
 

容
と
す
る
大
幅
な
税
制
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
く
わ
し
く
は
↓
h
e
B
u
d
g
e
t
㌦
．
y
」
蛮
声
M
↑
B
O
S
k
i
n
も
p
．
C
i
t
こ
C
h
a
p
ふ
㌧
米
国
の
 
 

税
制
改
革
の
概
要
」
 
（
『
日
本
銀
行
調
査
月
報
』
、
昭
和
六
一
年
一
〇
月
）
、
渋
谷
博
史
、
前
掲
、
第
二
章
第
二
節
な
ど
を
参
照
せ
よ
。
 
 

第
二
に
、
他
方
で
は
、
財
政
支
出
が
拡
大
し
た
。
連
邦
財
政
支
出
総
額
は
八
〇
年
度
の
五
九
〇
九
億
ド
ル
か
ら
八
五
年
度
に
は
九
四
六
 
 

三
億
ド
ル
へ
六
〇
二
％
（
八
二
年
度
価
格
ベ
ー
ス
で
は
二
丁
五
％
）
増
加
し
、
「
経
済
再
建
計
画
」
 
の
財
政
支
出
の
対
G
N
P
比
率
を
 
 

引
き
下
げ
る
と
い
う
目
標
と
は
轟
は
ら
に
、
同
G
N
P
比
率
は
却
っ
て
逆
に
八
〇
～
八
五
年
度
間
に
二
二
二
％
か
ら
二
三
・
九
％
へ
上
 
 

昇
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
T
h
e
B
u
d
g
e
t
㍉
y
」
変
声
p
．
－
干
∽
べ
恵
）
。
レ
ー
ガ
ン
の
軍
拡
政
策
に
よ
り
国
防
支
出
が
、
国
債
発
行
残
高
の
 
 

累
増
と
高
金
利
に
よ
り
国
債
利
払
い
曹
が
激
増
し
た
う
え
に
、
財
政
支
出
の
う
ち
の
太
宗
（
約
五
割
）
を
し
め
る
老
齢
年
金
・
医
僚
保
険
・
 
 

公
的
扶
助
等
社
会
保
障
関
係
費
の
削
減
が
、
「
歳
出
削
減
一
括
調
整
法
」
の
制
定
や
行
政
管
理
局
長
官
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
の
奮
闘
努
力
に
も
か
 
 

か
わ
ら
ず
い
っ
こ
う
に
す
す
ま
ず
、
同
社
食
保
障
関
係
習
の
対
G
N
P
比
率
が
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
で
推
移
し
、
し
か
も
農
業
不
況
を
反
映
 
 

し
て
農
産
物
価
格
支
持
常
等
農
業
関
係
費
も
膨
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

第
三
に
、
大
幅
減
税
と
財
政
支
出
拡
大
の
結
果
、
財
政
赤
字
が
き
ょ
く
た
ん
に
膨
張
し
た
。
フ
ォ
ー
ド
政
権
期
に
年
度
平
均
六
〇
二
億
 
 

y
∴
忘
垂
巴
 
 
－
、
 
 

（
川
｝
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

「
再
建
税
法
」
に
よ
る
減
税
の
一
部
を
相
殺
す
る
の
に
と
ど
ま
り
 
ー
 
た
と
え
ば
八
四
年
度
に
は
、
後
者
に
よ
る
個
人
・
法
人
減
税
額
一
 
 

三
六
八
億
ド
ル
に
た
い
し
て
前
者
の
増
税
額
は
四
四
四
億
ド
ル
で
、
差
引
き
純
減
税
額
は
九
二
四
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
（
T
h
e
 
B
亡
d
g
e
t
．
f
．
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

「
減
税
が
レ
ー
ガ
ン
戦
略
と
大
実
験
の
核
心
部
分
と
し
て
残
っ
た
」
 
（
L
．
L
i
n
d
s
e
y
．
〇
p
．
C
i
t
．
も
．
怠
）
 
の
に
は
変
り
な
か
 
 



レーガン  レーガン前期  

Ⅰ982   83   84   85   い982－85）  

6′178   6′006   6，006   7′34l   6′547   

（柑．7）   （I8」）   （暮8．1）   （柑．6）   （Ⅰ8．6）   

7′45了   8′083   8′083   9′463   8′380   

（23．8）   （24．3）   （24．3）   （24．0）   （23．8）   

－l′2了9   －2′078   －2′078   －2′123   －l′833   

（－4．1）   （－6．3）   （岬6．3）   （－5．4）   （－5．2）  

六
〇
 
 
 

ド
ル
、
カ
ー
タ
ー
政
権
期
に
同
じ
く
六
三
〇
億
ド
ル
に
の
ぼ
っ
て
い
た
財
政
赤
字
高
が
、
八
二
年
 
 

ド
ル
を
こ
え
る
水
準
に
ま
で
一
挙
に
拡
大
し
、
財
政
赤
字
の
対
G
N
P
比
率
も
フ
ォ
ー
ド
、
カ
ー
 
 

度
に
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
上
回
っ
て
一
二
七
九
億
ド
ル
に
、
八
三
年
度
に
は
じ
つ
に
l
 
l
0
0
0
億
 
 

タ
ー
政
権
期
の
 
二
）
三
・
五
％
、
〓
）
 
二
・
四
％
か
ら
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
期
の
八
二
～
八
五
年
 
 

度
に
は
 
（
一
）
 
四
・
一
～
（
こ
 
六
・
三
％
、
平
均
、
二
）
 
五
・
二
％
へ
急
激
に
上
昇
し
て
い
る
 
 

（
第
6
表
参
照
）
。
こ
れ
は
、
三
〇
年
代
大
不
況
期
二
九
三
三
～
四
〇
年
）
の
連
邦
財
政
赤
字
の
 
 

対
G
N
P
比
、
年
度
平
均
二
）
 
三
・
九
％
を
上
回
り
、
第
二
次
大
戦
時
中
（
四
一
－
四
五
年
度
 
 
 

平
均
）
の
〓
）
二
〇
・
九
％
に
つ
ぐ
驚
異
的
な
大
幅
財
政
赤
字
規
模
で
あ
っ
た
（
T
h
e
E
c
O
n
O
m
i
c
 
 
 

A
－
m
a
n
a
c
｝
－
黒
沢
T
－
誤
A
－
p
．
念
頭
∽
－
べ
ほ
か
よ
り
算
出
）
。
そ
れ
に
伴
い
国
債
発
行
残
高
が
、
八
〇
 
 

年
末
の
九
〇
八
五
億
ド
ル
か
ら
、
わ
ず
か
数
年
の
間
に
倍
増
し
て
八
五
年
末
に
は
一
兆
八
一
七
〇
 
 
 

億
ド
ル
 
（
対
G
N
P
比
四
五
・
三
％
）
 
に
達
し
て
い
る
。
か
か
る
歴
妃
上
未
曾
有
な
巨
大
財
政
赤
 
 

字
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
国
家
財
政
機
能
を
と
お
し
て
桁
は
ず
れ
に
大
規
模
需
要
を
創
出
・
投
入
 
 

し
た
こ
と
の
端
的
な
証
左
で
あ
り
、
そ
の
点
で
じ
つ
は
、
「
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
き
ょ
く
た
ん
な
ケ
 
 

イ
ン
ズ
主
義
者
に
な
っ
」
て
い
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
り
、
「
消
費
を
増
や
す
個
人
所
得
減
税
、
公
 
 

共
消
費
の
増
加
、
歴
代
の
大
統
領
が
出
し
た
ど
の
赤
字
と
比
べ
て
も
、
そ
の
三
倍
は
あ
る
財
政
赤
 
 

字
、
こ
う
し
た
政
策
の
組
み
合
わ
せ
」
 
（
L
．
C
．
T
h
弓
O
W
－
T
h
e
N
e
r
？
S
u
m
S
O
－
u
t
i
O
n
－
－
諾
∽
｝
金
 
 

森
久
雄
監
訳
『
ゼ
ロ
・
サ
ム
社
会
解
決
編
』
、
束
津
軽
清
新
報
社
、
叫
九
八
六
年
、
一
〇
七
頁
）
 
に
 
 
 



第6表 連邦財政収支の推移 （憶ドル，％）  
ニクソン   フォード   カーター  

会 計 年 度  ジョンソン         （1964－69）  （1970－74）   （75－77）   （了8－8り   

歳入   l′4ほ   2′163   3′109   4′948   

（対GNP比）   （18．3）   （胤4）   （18．り   （用．2）   

歳出   】′484   2′303   3′7＝   5′578   

（対GNP比）   （I9．2）   （柑′6）   （2L6）   （2l．6）   

財政収支   －69   ー141   －602   －630   

（対GNP比）   （－0．9）   （－l．2）   （－3．5）   （－2．4）   

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

（出所）The Budgeto†the U．S．Government，f．y．L989，Hist．Tables，  

「米国連邦財政赤字について」（大蔵省『調査月報』昭和63年相月号），23，25頁より。  

よ
っ
て
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
ケ
イ
ン
ズ
的
な
有
効
需
要
拡
大
政
策
を
強
行
し
た
と
い
っ
て
も
間
違
 
 

い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
四
に
、
た
し
か
に
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
、
前
述
の
「
経
済
再
建
計
画
」
に
お
い
て
、
「
個
人
所
 
 

得
減
税
が
実
施
さ
れ
れ
ば
…
…
勤
労
お
よ
び
貯
蓄
意
欲
が
高
ま
る
。
ま
た
法
人
税
の
減
税
は
蓄
積
 
 

意
欲
を
高
め
る
」
、
減
税
に
よ
る
「
民
間
設
備
投
資
の
着
実
な
増
大
は
経
済
成
長
を
も
た
ら
す
ば
か
 
 

り
で
な
く
…
…
 生
産
性
を
高
め
、
生
産
コ
ス
ト
の
増
加
を
抑
え
…
…
イ
ン
フ
レ
圧
力
は
大
幅
に
減
 
 

少
す
る
L
と
し
て
、
減
税
の
い
わ
ゆ
る
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
な
い
し
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効
果
を
強
 
 

調
し
、
他
方
減
税
に
よ
る
有
効
需
要
創
出
効
果
の
側
面
に
つ
い
て
は
全
く
ネ
グ
レ
ク
ト
し
て
い
る
 
 

の
は
じ
じ
つ
で
あ
る
。
彼
の
言
説
ど
お
り
に
と
れ
ば
、
「
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
」
は
「
ケ
イ
ン
ズ
的
有
 
 

効
需
要
政
策
を
否
定
し
て
」
い
た
（
丸
茂
明
則
『
ア
メ
リ
カ
経
済
』
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
 
 

二
年
、
一
七
一
頁
）
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
政
策
当
事
者
の
主
観
的
意
図
や
言
説
と
政
 
 

策
の
客
観
的
機
能
と
は
つ
ね
に
か
な
ら
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
は
正
確
に
区
別
 
 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
所
得
減
税
が
貯
蓄
増
加
を
、
貯
蓄
増
加
が
苛
 
 

横
拡
大
を
か
な
ら
ず
導
く
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ダ
ー
の
主
張
は
、
単
純
 
 

素
朴
な
A
ニ
フ
ッ
フ
ァ
ー
説
に
し
ろ
正
統
派
の
M
・
フ
ェ
ル
ド
ス
タ
イ
ン
説
に
し
ろ
、
理
論
的
に
 
 

も
事
実
的
に
も
成
立
ち
え
な
い
の
で
あ
る
（
減
税
1
勤
労
意
欲
増
進
↓
所
得
増
加
と
い
う
主
張
は
、
 
 

労
働
者
が
資
本
主
義
社
会
の
中
で
「
労
働
力
商
品
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
点
を
無
視
し
た
謬
見
 
 
 

六   



空
 
 
 

で
あ
り
、
ま
た
貯
蓄
は
可
処
分
所
得
水
準
の
み
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
も
、
所
得
水
準
の
み
の
関
数
で
も
な
い
 
ー
 
現
代
人
は
、
M
・
 
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
禁
欲
的
合
理
的
「
経
済
人
」
で
は
な
く
、
「
高
度
大
衆
消
常
社
会
」
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
個
人
可
処
分
所
得
の
 
 

増
加
分
は
「
貯
蓄
噂
に
む
す
び
つ
か
ず
、
消
費
の
方
に
向
か
い
か
ね
な
い
」
と
い
う
も
っ
と
も
な
指
摘
も
あ
る
、
宮
崎
義
一
『
転
換
期
の
 
 

資
本
主
義
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
l
一
年
、
二
三
〇
頁
参
照
 
－
、
し
か
も
投
資
は
、
貯
蓄
資
金
の
有
無
や
資
金
寡
多
い
か
ん
に
 
 

よ
っ
て
一
義
的
に
決
ま
る
わ
け
で
も
な
い
。
要
す
る
に
労
働
者
や
企
業
家
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
意
欲
の
高
揚
が
、
直
ち
に
賃
金
所
得
増
 
 

加
や
貯
蓄
・
蓄
積
に
結
び
つ
く
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
食
で
は
労
働
者
は
賃
金
労
働
者
と
し
て
、
資
本
家
・
企
兼
家
は
 
 

資
本
の
人
格
化
と
し
て
、
基
本
的
に
存
在
し
て
い
る
点
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
）
。
 
 
 

じ
っ
さ
い
、
当
の
経
済
諮
問
委
員
全
委
員
の
W
・
A
‥
一
ス
カ
ネ
ン
自
身
が
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
を
回
顧
し
て
、
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
 
 

効
果
を
中
心
と
す
る
「
レ
ー
ガ
ン
革
命
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
」
 
（
宅
．
A
．
N
i
s
k
a
n
e
n
｝
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
u
u
豊
別
掲
訳
、
四
四
五
東
）
 
と
断
定
し
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
減
税
に
よ
る
有
効
需
要
創
出
策
が
、
供
給
重
視
の
、
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
効
果
イ
デ
 
 

へ
1
8
）
 
 

オ
ロ
ギ
一
に
よ
っ
て
粉
飾
∵
正
当
化
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
特
殊
な
意
義
と
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
8
）
 
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
効
果
な
い
し
サ
プ
ラ
イ
・
サ
イ
ド
経
済
論
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
「
L
i
n
d
s
e
y
｝
O
p
．
C
i
t
．
－
n
h
a
p
」
㍍
u
E
c
O
コ
O
m
i
c
 
 

R
e
p
O
r
t
O
ご
h
e
P
r
e
s
i
d
e
阜
－
諾
N
高
藤
精
一
郎
『
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
』
 
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
 
 

を
参
照
せ
よ
。
 
 

第
五
に
、
同
時
平
行
し
て
金
弛
引
締
め
政
策
が
断
行
さ
れ
た
。
大
統
領
の
支
持
の
下
で
F
R
B
 
（
連
邦
準
備
局
）
 
は
、
七
九
年
末
に
導
 
 

入
さ
れ
た
「
新
金
融
調
整
方
式
」
に
も
と
づ
く
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
抑
制
方
針
を
ほ
ぼ
一
貫
し
て
墨
守
し
、
短
期
的
に
は
た
び
た
び
変
動
し
 
 

た
も
の
の
、
「
レ
ー
ガ
ン
政
権
第
一
期
の
間
、
連
邦
準
備
局
は
、
通
貨
増
加
率
の
伸
び
を
一
九
七
〇
年
代
後
半
期
の
高
い
伸
び
に
比
べ
て
、
 
 
 



〕
配
爪
 
 

抑
制
し
っ
づ
け
て
い
た
」
 
（
E
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
∵
忘
垂
㌣
勺
．
望
 
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
1
9
）
 
く
わ
し
く
は
E
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
一
－
慧
率
二
首
a
p
」
∵
b
i
d
．
－
－
霊
草
二
首
a
p
．
H
な
ど
を
参
照
せ
よ
。
 
 
 

レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
抑
制
的
金
融
政
策
は
き
わ
め
て
樽
殊
で
特
異
な
意
義
を
も
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
供
給
政
策
な
い
し
低
物
価
政
 
 

策
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
抑
制
は
、
高
金
利
と
ド
ル
高
を
も
た
ら
し
⊥
偽
金
利
・
内
外
金
利
 
 

差
の
拡
大
が
外
国
資
金
の
大
量
流
入
＝
ド
ル
建
て
資
産
の
需
要
増
加
を
引
き
お
こ
し
た
か
ら
 
ー
、
そ
し
て
ド
ル
高
が
商
品
輸
入
増
加
と
 
 

輸
入
品
物
価
の
引
下
げ
を
促
進
し
、
結
局
国
内
物
価
上
昇
抑
制
効
果
に
つ
な
が
る
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
じ
じ
つ
ド
ル
の
実
効
為
 
 

替
レ
ー
ト
重
要
一
〇
カ
国
貿
易
加
重
平
均
相
場
）
は
、
七
〇
年
代
の
ば
あ
い
と
は
全
く
反
対
に
、
八
〇
～
八
五
年
間
に
六
三
・
六
％
も
 
 

上
昇
し
、
「
一
九
八
〇
年
以
来
、
八
四
年
末
に
い
た
る
ま
で
ド
ル
は
他
の
主
要
国
通
貨
に
比
べ
て
順
調
に
上
昇
し
っ
づ
け
、
八
四
年
に
は
…
…
 
 

七
三
年
に
変
動
相
場
制
に
移
行
し
て
以
来
の
最
高
値
と
な
っ
た
」
（
i
b
i
d
．
も
ー
蔓
。
七
九
年
の
一
ド
ル
＝
ニ
ー
九
・
〇
円
、
一
ド
ル
＝
丁
 
 

八
三
マ
ル
ク
が
、
八
五
年
に
は
一
ド
ル
＝
二
三
八
・
五
円
、
一
ド
ル
＝
二
・
九
四
マ
ル
ク
ヘ
高
騰
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
ド
ル
高
に
と
も
 
 

な
い
商
品
輸
入
が
激
増
し
、
貿
易
収
支
赤
字
が
八
〇
年
の
三
一
二
億
ド
ル
か
ら
八
五
年
に
は
二
二
三
六
億
ド
ル
へ
拡
大
し
、
八
五
年
に
お
 
 

け
る
貿
易
収
支
赤
字
の
対
G
N
P
比
率
は
三
二
ニ
％
に
の
ば
っ
て
い
る
 
（
U
．
S
．
D
e
p
t
．
〇
f
C
O
m
．
－
U
．
S
．
T
r
a
d
e
 
P
e
r
f
O
r
m
a
n
C
e
 
i
ロ
 
 

ー
諾
↓
も
．
笥
）
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
国
民
が
国
内
で
生
産
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
だ
け
よ
り
多
く
を
過
剰
消
督
し
た
こ
と
、
国
外
か
ら
 
 

大
量
の
生
産
物
が
追
加
供
給
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
必
然
的
に
「
ド
ル
の
上
昇
は
、
輸
入
財
価
格
を
引
下
げ
…
…
 
 

た
と
え
ば
原
材
料
価
格
指
数
（
ス
ポ
ッ
ト
相
場
）
は
、
八
〇
年
初
め
以
来
二
六
％
も
低
下
し
、
い
く
つ
か
の
商
品
価
格
は
四
〇
～
五
〇
％
 
 

も
下
落
し
た
」
（
E
c
〇
．
R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
」
器
の
も
宣
．
。
し
か
も
低
廉
な
輸
入
品
圧
力
が
「
多
数
の
国
内
製
品
を
き
び
し
い
価
格
競
争
 
 

に
追
い
こ
み
」
、
国
内
企
業
の
価
格
引
上
げ
を
抑
制
す
る
効
果
を
も
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
消
賓
者
物
価
上
昇
率
は
、
七
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

空   



盃
 
 
 

九
～
八
一
年
に
は
年
率
一
〇
・
三
～
一
l
ニ
・
五
％
に
も
達
し
て
い
た
の
が
、
八
三
～
八
五
年
に
は
わ
ず
か
年
率
三
・
八
～
四
・
〇
％
の
三
 
 

分
の
一
の
水
準
に
ま
で
大
幅
に
低
落
し
、
「
イ
ン
フ
レ
率
は
、
め
ざ
ま
し
い
雇
用
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
一
〇
年
以
上
の
間
で
も
っ
 
 

と
も
低
い
水
準
で
推
移
し
た
」
 
（
E
c
O
．
R
e
p
．
O
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
」
慧
革
も
．
草
。
F
R
B
に
よ
る
金
融
引
締
め
と
、
「
八
一
年
以
降
の
財
政
赤
字
 
 

の
拡
大
が
、
ア
メ
リ
カ
の
実
質
金
利
を
押
し
上
げ
、
ド
ル
高
を
強
め
」
、
「
ド
ル
高
と
密
接
に
関
連
し
て
」
輸
入
が
急
増
し
、
「
純
貿
易
バ
ラ
 
 

ン
ス
が
悪
化
し
」
、
そ
し
て
「
貿
易
財
や
そ
の
類
似
品
価
格
が
、
そ
う
し
た
状
況
以
外
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
低
く
抑
え
ら
れ
…
…
八
〇
 
 

牢
以
来
の
ド
ル
高
に
よ
っ
て
か
な
り
容
易
に
イ
ン
フ
レ
が
抑
制
さ
れ
た
」
（
E
c
〇
．
R
e
p
．
O
f
t
h
e
P
r
e
s
i
一
」
冨
∽
．
p
．
岩
∽
㍍
N
」
宗
）
 
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
金
融
政
策
は
、
従
前
の
そ
れ
の
よ
う
に
成
長
通
貨
の
供
給
で
あ
り
え
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
マ
 
 

ネ
タ
リ
ス
ト
が
主
張
し
た
よ
う
な
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
統
制
に
よ
り
物
価
水
準
と
物
価
引
下
げ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
た
わ
け
で
も
な
 
 

か
っ
た
 
－
 
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
経
済
諮
問
委
員
全
委
員
長
M
・
1
・
ボ
ス
キ
ン
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
F
R
B
が
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
 
 

伸
び
率
を
二
正
に
し
よ
う
が
…
…
物
価
が
安
定
す
る
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
な
い
」
（
M
」
．
B
O
S
k
i
n
．
〇
p
．
C
i
t
．
ら
p
．
岩
∞
・
－
声
前
掲
訳
、
 
 

九
五
京
）
 
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
の
基
礎
に
あ
る
貨
幣
数
蔑
視
自
体
が
理
論
的
敵
謬
を
含
ん
で
い
る
 
－
。
そ
れ
は
、
右
 
 

の
よ
う
に
ド
ル
高
の
為
替
関
係
を
媒
介
に
し
て
、
外
部
の
生
産
力
を
利
用
・
動
員
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
り
、
結
果
的
に
国
内
供
給
力
の
 
 
 

補
強
－
国
内
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
手
段
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
大
幅
減
税
と
財
政
赤
字
手
段
 
 
 

に
よ
り
大
規
模
有
効
需
要
を
創
出
・
投
入
し
た
。
他
方
そ
れ
に
た
い
し
て
、
金
融
引
締
め
に
よ
る
高
金
利
1
ド
ル
高
、
そ
し
て
ド
ル
高
に
 
 

ょ
っ
て
媒
介
・
促
進
さ
れ
た
輸
入
供
給
力
の
増
加
を
も
っ
て
対
応
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
追
加
的
需
要
に
対
し
て
そ
の
需
要
増
 
 

加
の
一
部
な
い
し
決
定
的
部
分
へ
の
供
給
の
追
加
的
対
応
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
国
内
物
価
騰
貴
は
抑
制
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
レ
ー
ガ
ノ
 
 
 



ミ
ッ
ク
ス
の
需
要
投
入
と
需
給
の
逼
迫
が
、
国
内
物
価
の
高
騰
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
拡
張
的
財
政
政
策
 
 

と
引
締
め
的
金
融
政
策
と
は
有
無
相
通
的
関
係
に
あ
り
、
同
ポ
リ
シ
ィ
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
り
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
経
済
成
長
と
イ
ン
フ
レ
 
 

抑
制
と
い
う
二
つ
の
政
策
目
標
を
同
時
的
に
達
成
し
、
イ
ン
フ
レ
高
進
を
伴
わ
な
い
高
圧
経
済
政
策
に
よ
る
経
済
成
長
を
実
現
し
え
た
の
 
 

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
フ
ロ
ー
ト
制
は
、
七
〇
年
代
の
よ
う
な
ド
ル
相
場
の
下
落
1
国
内
物
価
上
昇
で
は
な
く
て
、
反
対
に
ド
ル
相
場
の
 
 

上
昇
1
国
内
物
価
引
下
げ
と
し
て
作
用
し
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
対
外
的
支
え
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
経
済
政
策
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
大
幅
に
変
化
し
た
。
従
来
主
流
を
し
め
て
き
た
需
要
管
理
を
主
題
と
す
 
 

る
マ
ク
ロ
経
済
学
な
い
し
新
古
典
派
総
合
の
教
義
が
没
落
し
、
代
っ
て
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
や
公
共
選
択
学
派
が
台
頭
し
、
と
り
わ
け
サ
プ
ラ
 
 

イ
サ
イ
ド
経
済
学
や
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ダ
ー
が
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
を
擁
護
・
正
当
化
す
る
主
柱
と
な
っ
た
。
だ
が
実
際
に
は
サ
プ
ラ
イ
サ
 
 

イ
ダ
ー
説
そ
の
ま
ま
に
、
減
税
↓
労
働
者
や
企
業
家
の
勤
労
・
貯
蓄
・
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
刺
激
1
供
給
増
加
効
果
が
導
か
れ
た
わ
 
 

け
で
は
な
い
。
減
税
政
策
で
は
な
く
、
実
は
む
し
ろ
緊
縮
的
金
融
政
策
に
よ
っ
て
、
ド
ル
高
を
通
ず
る
輸
入
拡
大
・
外
部
生
産
力
の
動
員
 
 

－
国
内
物
価
上
昇
の
抑
制
と
い
う
関
係
で
、
供
給
増
加
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
連
で
理
解
す
れ
ば
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
 
 

ッ
ク
ス
の
主
張
す
る
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
効
果
説
が
、
全
く
根
拠
の
な
い
荒
唐
無
け
い
な
「
ニ
セ
経
済
学
」
あ
る
い
は
「
お
ま
じ
な
い
経
済
 
 

学
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
も
、
一
部
主
流
派
経
済
学
者
が
榔
輸
し
た
よ
う
な
「
ミ
ス
テ
リ
ィ
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
六
に
、
以
上
要
す
る
に
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
本
質
は
有
効
需
要
管
理
政
策
で
あ
り
、
そ
の
点
で
同
経
済
政
策
は
、
六
〇
年
代
に
 
 

お
け
る
ニ
ュ
ー
。
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
や
七
〇
年
代
の
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
政
権
の
稗
梅
的
需
要
拡
大
政
策
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
そ
の
 
 

延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
と
は
い
え
P
・
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
や
春
田
素
夫
説
の
よ
う
に
、
同
政
策
を
「
常
識
外
れ
の
財
政
赤
字
に
 
 

よ
る
ケ
イ
ン
ズ
政
策
」
と
か
、
「
真
正
ケ
イ
ン
ズ
主
轟
政
策
」
な
ど
と
規
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
特
徴
と
そ
の
特
殊
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 



83   84   
GNP増加  （柑了g－19了5）  GNP増加 。与率（％）  1982  85  （潤ぃ柑82）   寄与率（％）   

49了．4  100．0  3′l16．0  3．279．1  3′50t．4  3′607．5  44I．5  100．0   
292．5  58．5  2′050．7  2′川6．0  2′249．3  2′352．6  30l．9  68．4   
60．9  （12．2）  252．7  283．】  323．l  352．7  100．0  （22．7）   

23l．5  （46．5）  】′798．0  l′864．7  l′926．2  l′999．9  20l．9  （45．7）   

19t．9  38．6  447．3  504．0  658．4  636．l  188．l  42．6   

55．9  （ll．2）  105．】  149．3  170．9  Ⅰ74．6   69．5  （t5．7）   

霊08．2  （2l．8）  366．7  3引．2  425．2  454．l   8了．4  （乱8）   
Z了．8  （5．6）  －24．5  －6．4  62．3   7．4   3I．9  （7．2）   

28．2   5．7  64l．7  649．7  677．7  726．9   85．2  t9．3   

9．9  （2．0）  272．7  275．l  290．8  324．2   引．5  （ll．7）   
18．4  （3．7）  369．0  3了3．9  387．0  402．7   38．了  （8．8）   

－15．3  －3．l   26．3  ー靂9．9  －84．0  －108．2  －134．5  －30．5   

9了．l  （19．5）  36l．9  348．l  37i．8  365．3   3．4  （0．8）   

l12．4  ト22．6）  335．6  368．l  455．8  473．6  】38．0  （－3l．2）  

芸
 
 
 

歴
史
的
豪
華
が
全
く
見
落
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
同
政
策
は
た
ん
 
 

な
る
需
要
創
出
操
作
政
策
で
は
な
く
て
、
他
方
で
は
俵
給
力
追
加
措
置
 
 

を
相
伴
い
、
供
給
増
加
な
い
し
低
物
価
政
策
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
、
 
 

そ
の
意
味
に
よ
る
独
特
な
供
給
政
策
を
含
ん
だ
総
需
要
管
理
政
策
で
あ
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
が
、
需
要
管
理
の
ケ
イ
ン
ズ
理
 
 

論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
経
済
学
や
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
 
 

の
名
の
下
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
粉
飾
さ
れ
実
行
さ
れ
た
理
由
で
あ
 
 

り
、
大
規
模
な
財
政
赤
字
と
大
幅
貿
易
赤
字
が
相
対
応
し
、
「
双
子
の
赤
 
 

字
」
が
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
本
質
的
要
素
と
し
て
八
〇
年
代
の
ア
メ
 
 

リ
カ
経
済
の
な
か
に
固
定
化
し
て
い
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
同
 
 

政
策
は
反
面
で
は
、
輸
入
拡
大
－
需
要
の
海
外
漏
出
・
国
内
景
気
の
抑
 
 

制
と
か
、
ド
ル
高
－
国
内
産
業
の
国
際
競
争
力
喪
失
・
ア
メ
リ
カ
産
業
 
 

の
衰
退
、
経
常
収
支
悪
化
－
資
本
輸
入
依
存
コ
ス
ト
（
対
外
利
払
い
等
）
 
 

増
大
な
ど
の
負
荷
な
い
し
デ
メ
リ
ッ
ト
を
伴
っ
た
。
だ
が
高
圧
的
経
済
 
 

政
策
に
よ
る
経
済
成
長
と
金
融
引
締
め
を
通
ず
る
イ
ン
フ
レ
抑
制
政
策
 
 

の
メ
リ
ッ
ト
が
、
そ
れ
ら
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
上
回
る
か
な
い
し
は
バ
ラ
 
 

ン
ス
し
う
る
か
ぎ
り
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
強
行
さ
れ
つ
づ
け
う
る
 
 
 



半丁表，フォード・カーター。レーガン政権期の実質GNP構成  
（1g82年価格，10億ドル）  

1975   76   77   78   79   

GNP   2′695．0  2′826．了  2′958．6  3′1－5．2  3′柑2．4   

個人消費支出   l′71l．9  l′803．9  l′銅3．8  】′96l．0  2′004．4   

耐久消費財   205．6   232．3   253．9   267．4   266．5   

碧巨而寸久；肖園財 およぴサービス  l．506．3  】′57t．6  し629．9  l′693．5  －′737．8   

民間投資   383．3   453．5   52】．3   576．9   575．2   

住宅   ＝4．9   140．8   168．I   l了8．0   170．8   

設備投資   28l．2   290．6   324．0   362．暮   389．4   

在庫変化   －12．8   22．l   29．】   36．8   15．0   

政府財貨・サービス購入   580．9   580．3   589．Ⅰ   604．事   609．l   

連邦   226．3′   224．2   231．8   233．7   236．2   

州・地方   354．6   356．0   357．2   3了0．4   373．0   

財貨・サービスの純輸出   】8．9  －1l．0  －35．5  －26．8   3．6   

輸出   259．7   2了4．4   2馴．6   312．6   356．8   

輸入   240．8   285，4   317．Ⅰ   339．4   353．2   

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

（出所）Eco，Rep．ofthePresi．，1988，PP．250－5はり算出。   

三
 
内
需
主
導
型
経
済
成
長
 
 

一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
は
〓
疋
の
経
済
成
 
 

長
を
達
成
し
た
。
七
〇
年
代
後
半
期
 
（
七
五
～
七
九
年
）
 
に
お
け
る
実
 
 
 

質
G
N
P
増
加
年
率
は
平
均
三
・
二
％
、
八
〇
年
代
前
半
期
（
八
〇
～
八
 
 

五
年
）
 
の
そ
れ
は
二
・
五
％
、
も
し
第
一
次
・
第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
 
 

の
影
響
な
ど
か
ら
景
気
後
退
に
陥
入
っ
た
七
五
年
、
八
〇
～
八
二
年
を
 
 

の
ぞ
け
ば
、
七
六
～
七
九
年
間
の
そ
れ
は
四
・
四
％
、
八
三
～
八
五
年
 
 
 

間
の
そ
れ
は
四
・
五
％
で
、
五
〇
、
六
〇
年
代
の
成
長
率
四
・
〇
％
、
 
 
 

四
・
一
％
を
そ
れ
ぞ
れ
若
干
上
回
る
の
で
あ
る
 
〓
九
八
二
年
価
格
ペ
 
 

ー
ス
、
E
c
P
R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
L
諾
0
0
｝
p
p
．
N
∽
干
∽
－
よ
り
算
出
）
。
か
 
 

か
る
七
〇
年
代
後
半
－
八
〇
年
代
前
半
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
経
済
 
 

発
展
を
主
導
し
た
の
は
内
需
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
個
人
消
費
支
出
と
 
 
 

住
宅
投
資
の
増
大
で
あ
っ
た
。
 
 
 

ま
ず
外
需
＝
純
輸
出
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
一
時
的
に
輸
出
 
 

が
好
転
し
黒
字
化
し
た
七
五
、
七
九
～
八
二
年
を
除
き
、
こ
の
間
一
貫
 
 

宅
 
 
 

根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 



宍
 
 
 

し
て
マ
イ
ナ
ス
を
記
録
し
た
。
外
需
の
G
N
P
増
加
寄
与
率
は
七
五
～
七
九
年
間
に
は
（
こ
三
二
％
、
八
二
～
八
五
年
間
に
は
〓
）
 
 

三
〇
・
五
％
を
し
め
、
外
需
は
ア
メ
リ
カ
経
済
に
と
っ
て
景
気
拡
大
を
減
殺
す
る
、
全
く
の
マ
イ
ナ
ス
成
長
要
因
で
あ
っ
た
（
第
7
表
参
 
 

照
）
。
つ
ぎ
に
内
需
（
個
人
消
費
支
出
＋
民
間
国
内
紙
投
資
十
政
府
財
貨
サ
ー
ビ
ス
購
入
）
を
み
る
と
、
そ
の
う
ち
大
宗
を
し
め
る
個
人
消
 
 

費
支
出
は
、
七
五
～
七
九
年
間
に
一
七
二
％
、
八
二
～
八
五
年
間
に
一
四
・
七
％
と
G
N
P
の
伸
び
を
上
回
っ
て
増
加
し
、
消
費
支
出
 
 

の
G
N
P
増
加
寄
与
率
は
そ
れ
ぞ
れ
五
八
・
五
％
、
六
八
・
四
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
住
宅
投
資
を
加
え
る
と
、
家
計
関
連
支
出
の
 
 

G
N
P
増
加
寄
与
率
は
同
じ
く
六
九
・
七
％
、
八
四
二
％
で
全
体
の
七
～
八
別
の
圧
倒
的
シ
ェ
ア
を
し
め
る
。
他
方
、
企
業
固
定
資
本
 
 

投
資
の
増
加
寄
与
率
は
同
期
間
に
、
二
丁
八
％
、
一
九
・
八
％
、
政
府
購
入
の
そ
れ
も
五
・
七
％
、
一
九
・
三
％
の
シ
ェ
ア
を
し
め
る
 
 

の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
個
人
消
費
支
出
お
よ
び
住
宅
投
資
が
G
N
P
全
体
に
し
め
る
割
合
は
、
七
五
年
の
六
七
・
八
％
か
ら
 
 

七
九
年
六
八
二
％
、
八
五
年
に
は
七
二
ニ
ー
％
へ
い
ち
じ
る
し
く
高
ま
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
七
〇
年
代
後
半
～
八
〇
年
代
前
半
期
に
 
 

お
け
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
拡
大
は
消
費
増
加
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
間
の
ア
メ
リ
カ
景
気
は
消
督
ブ
ー
ム
に
ほ
か
 
 

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

右
の
個
人
消
雪
・
住
宅
ブ
ー
ム
の
基
礎
に
は
、
前
述
し
た
フ
ォ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
お
よ
び
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
有
効
需
要
拡
大
操
作
に
よ
 
 

る
政
策
的
テ
コ
入
れ
が
あ
っ
た
。
前
掲
第
6
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
七
五
～
八
一
年
度
間
の
連
邦
財
政
赤
字
の
年
度
平
均
は
六
一
六
 
 

倍
ド
ル
、
八
二
～
八
五
年
度
間
の
そ
れ
は
じ
つ
に
一
八
三
三
億
ド
ル
に
達
し
、
連
邦
財
政
赤
字
の
対
G
N
P
比
率
は
同
じ
く
〓
）
三
・
 
 

五
％
、
（
一
）
五
・
二
％
に
達
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
膨
大
な
赤
字
財
政
資
金
が
減
税
ル
ー
ト
等
を
通
し
て
家
計
部
門
に
た
い
し
て
直
接
間
 
 

韻
、
大
量
に
注
入
さ
れ
、
全
米
家
計
所
得
水
準
を
補
完
・
引
上
げ
、
個
人
可
処
分
所
得
の
増
加
か
ら
摘
習
需
要
・
住
宅
投
資
の
拡
大
が
導
 
 

か
れ
た
の
で
あ
る
（
限
界
消
常
性
は
、
六
四
年
の
ケ
ネ
デ
ィ
減
税
の
ケ
ー
ス
で
は
〇
・
九
四
九
と
い
う
推
計
が
あ
る
、
R
・
D
O
r
ロ
b
u
s
c
h
a
n
d
 
 
 



主
導
し
、
世
界
経
済
成
長
の
主
要
源
泉
で
あ
り
つ
づ
け
え
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
 
 

現
代
ア
メ
リ
カ
の
経
済
政
策
と
産
業
空
洞
化
 
 

S
．
F
i
s
h
e
r
も
p
．
C
i
t
．
も
ー
N
〕
巴
。
た
し
か
に
こ
の
間
、
個
人
消
螢
支
出
が
可
処
分
所
得
の
増
加
を
上
回
っ
て
拡
大
し
、
貯
蓄
の
取
り
崩
し
や
 
 

消
費
者
信
用
等
倍
入
れ
増
加
に
よ
っ
て
消
費
が
加
速
化
さ
れ
て
い
た
の
は
じ
じ
つ
で
あ
る
。
だ
が
個
人
・
家
計
の
可
処
分
所
得
の
増
加
な
 
 

く
し
て
は
長
期
的
な
消
雪
・
住
宅
投
資
ブ
ー
ム
が
あ
り
え
な
か
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
消
菅
需
要
・
住
宅
投
資
の
増
加
に
 
 

先
導
さ
れ
て
、
設
備
投
資
の
増
加
が
促
さ
れ
総
需
要
が
拡
大
し
、
さ
ら
に
総
需
要
の
拡
大
に
対
応
・
追
随
し
て
国
内
生
産
が
増
大
し
、
G
 
 

N
P
の
成
長
二
展
用
拡
大
が
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
国
家
が
、
管
理
通
貨
制
を
基
礎
に
す
る
高
圧
的
経
済
政
策
 
 

手
段
を
と
お
し
て
、
間
接
的
に
大
量
の
消
費
需
要
を
追
加
・
創
出
し
て
経
済
成
長
を
導
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
内
 
 

需
の
伸
び
に
国
内
生
産
の
伸
び
が
追
い
つ
き
え
ず
、
前
者
の
伸
び
が
後
者
の
伸
び
を
凌
駕
し
、
国
内
債
給
が
構
造
的
に
不
足
化
し
て
い
た
 
 

の
は
じ
じ
つ
で
あ
る
 
（
七
五
～
八
五
年
間
に
、
実
質
内
需
三
八
・
八
％
の
増
加
に
た
い
し
て
実
質
G
N
P
は
三
三
・
九
％
の
増
加
、
E
c
〇
．
 
 

R
e
p
．
〇
f
t
h
e
P
r
e
s
i
．
」
諾
0
0
｝
p
p
．
N
∽
？
∽
－
よ
り
算
出
）
。
だ
が
、
そ
の
需
給
ギ
ャ
ッ
プ
は
輸
入
供
給
増
加
で
補
完
・
補
足
さ
れ
え
た
の
で
あ
 
 

り
、
ア
メ
リ
カ
外
部
の
生
産
力
に
一
部
依
存
し
、
国
外
生
産
力
を
利
用
し
て
国
内
イ
ン
フ
レ
の
激
化
を
抑
制
し
っ
つ
、
大
量
の
商
品
・
外
 
 

国
資
本
輸
入
の
拡
大
と
並
行
し
て
、
こ
の
間
国
内
生
産
－
G
N
P
拡
大
が
実
現
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
て
七
〇
～
八
〇
年
代
前
半
期
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
枠
組
の
下
で
大
量
の
外
国
商
品
・
資
本
輸
入
に
依
存
し
、
か
 
 

つ
政
府
・
国
民
。
企
業
の
赤
字
経
営
体
質
深
化
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
と
も
か
く
国
内
市
場
の
拡
張
を
基
盤
に
し
て
、
七
五
～
八
五
年
 
 

間
に
実
質
G
N
P
年
平
均
伸
び
率
二
・
六
％
の
内
需
主
導
型
経
済
発
展
を
達
成
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
間
非
 
 

米
諸
国
は
対
ア
メ
リ
カ
・
世
界
市
場
向
け
輸
出
拡
大
・
蓄
積
拡
大
に
よ
っ
て
対
応
し
、
輸
出
依
存
型
経
済
成
長
を
追
求
し
う
る
条
件
を
も
 
 

ち
え
た
の
で
あ
る
。
I
M
F
体
制
崩
壊
後
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
な
お
ア
メ
リ
カ
が
世
界
経
済
の
中
心
に
な
っ
て
経
済
発
展
を
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